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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回　　　　　　　　　 次 第182期 第183期 第184期 第185期 第186期

決　　 算　　 年　　 月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

(1）連結経営指標等      

売上高 (百万円) 739,867 775,894 872,535 1,104,709 1,174,247

経常利益（経常損失△） (百万円) △15,774 16,174 46,966 49,589 40,831

当期純利益（当期純損失△） (百万円) △140,128 15,805 25,508 29,765 15,291

純資産額 (百万円) 166,939 175,845 223,243 316,302 294,982

総資産額 (百万円) 1,110,666 991,358 1,052,256 1,096,708 1,014,777

１株当たり純資産額 (円) 254.67 268.24 316.24 349.89 332.61

１株当たり当期純利益

（１株当たり当期純損失△）
(円) △213.77 24.11 36.94 42.16 21.81

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 (円) － 22.59 36.92 42.14 21.81

自己資本比率 (％) 15.0 17.7 21.2 22.5 22.9

自己資本利益率 (％) △60.55 9.22 12.78 12.66 6.38

株価収益率 (倍) － 20.36 26.42 17.08 14.76

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 11,679 32,600 22,719 50,724 90,760

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △6,674 40,360 11,133 △29,612 △52,113

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △17,141 △84,578 △46,782 △20,694 △41,581

現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) 63,122 50,587 41,566 45,862 43,827

従業員数 (人) 25,880 25,904 28,601 34,955 37,669

(2）提出会社の経営指標等      

売上高 (百万円) 381,282 341,077 382,468 500,436 532,665

経常利益（経常損失△） (百万円) △2,594 872 14,017 16,173 12,991

当期純利益（当期純損失△） (百万円) △136,229 10,810 9,360 15,555 10,446

資本金 (百万円) 59,233 69,233 69,312 69,358 69,373

発行済株式総数 (株) 655,640,602 659,640,602 705,958,179 706,183,179 706,539,179

純資産額 (百万円) 126,936 129,863 158,877 166,832 145,978

総資産額 (百万円) 662,731 559,652 588,262 612,880 537,804

１株当たり純資産額 (円) 193.62 198.10 225.05 236.29 209.34

１株当たり配当金

(うち、１株当たり中間配当額)
(円)

－

(－)

－

(－)

3.00

(－)

6.50

(3.00)

7.00

(3.50)

１株当たり当期純利益

（１株当たり当期純損失△）
(円) △207.80 16.49 13.53 22.03 14.90

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 (円) － 15.45 13.52 22.02 14.90

自己資本比率 (％) 19.2 23.2 27.0 27.2 27.1

自己資本利益率 (％) △75.45 8.42 6.48 9.55 6.68

株価収益率 (倍) － 29.78 72.14 32.68 21.61

配当性向 (％) － － 22.2 29.5 47.0

従業員数 (人) 5,777 4,922 4,350 4,033 3,799
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　（注）１．売上高には、消費税等は含まれていない。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益及び株価収益率を記載していない会計年度は、当期純損失であったも

のである。

３．第183期の発行済株式総数には劣後株式　4,000,000株を含む。

　　　　４．第185期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

　　　　　　日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

　　　　　　平成17年12月９日）を適用している。　　　　　
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２【沿革】

年月 経歴

明治29年６月 横浜電線製造株式会社として設立した。

大正９年４月 古河鉱業株式会社（現古河機械金属株式会社）より日光電気精銅所（現日光事業所）を取得、商号

を現在の古河電気工業株式会社に変更した。

　　10年12月 門司市（現北九州市門司区）所在の九州電線製造株式会社を買収、その所属工場を九州電線製造所

（旧九州事業所→現古河電工産業電線株式会社九州工場）とした。

昭和13年11月 兵庫県尼崎市に大阪伸銅所（現大阪事業所）を新設した。

　　24年５月 株式を東京、大阪および名古屋証券取引所に上場した。

　　同年11月 理研電線株式会社に資本参加した。

　　25年９月 電池部門を分離独立させるため、古河電池株式会社を設立した。

　　32年12月 日本製箔株式会社に出資した。

　　33年９月 神奈川県平塚市に平塚電線製造所（現平塚事業所）を新設した。

　　34年８月 軽金属部門を分離独立させるため、古河アルミニウム工業株式会社を設立した。

　　同年10月 七星興業株式会社（現古河総合設備株式会社）に資本参加した。

　　36年３月 千葉県市原郡市原町（現市原市）に千葉電線製造所（現千葉事業所）を新設した。

　　46年３月 三重県亀山市に三重工場（現三重事業所）を新設した。

　　同年12月 伸銅部門を分離独立させるため、古河金属工業株式会社を設立した。

　　47年８月 古河電池株式会社の株式を東京証券取引所市場第一部に上場した。

　　56年４月 非鉄金属の総合メーカーとして将来の発展を図るため、古河金属工業株式会社を吸収合併した。

　　62年２月 横浜市西区に横浜研究所を新設した。

平成５年10月 軽金属事業を製販一本化して事業基盤の強化拡充を図るため、古河アルミニウム工業株式会社およ

び福井圧延株式会社を吸収合併した。

　　７年12月 古河総合設備株式会社の株式を東京証券取引所市場第二部に上場した。

　　12年11月 オプティカル・コミュニケーション・プロダクツ・インクの株式を米国ナスダック市場に公開し

た。

　　13年11月 米国ルーセント・テクノロジー社（現アルカテル・ルーセント社）の光ファイバ・ケーブル部門

を買収した。

　　15年６月 滋賀事業所を分社した。

　　同年10月 軽金属事業部門を会社分割し、スカイアルミニウム株式会社（同時に古河スカイ株式会社に商号を

変更）に承継した。

　　17年１月 電力事業部門を株式会社ビスキャスに営業譲渡した。

　　同年11月 大塚化学株式会社と共同で発泡ポリオレフィンを製造・販売するドイツ・トロセレン社を買収し

た。

　　同年12月 古河スカイ株式会社の株式を東京証券取引所市場第一部に上場した。

　　19年２月 FCM株式会社の株式を大阪証券取引所ヘラクレス市場に上場した。

　　同年６月　 オプティカル・コミュニケーション・プロダクツ・インクの保有株式全てをオプリンク・コミュ

ニケーションズ・インクに売却した。

　　　同年９月　 株式交換により古河オートモーティブパーツ株式会社（現古河AS株式会社）を完全子会社化し

た。

　　　同年10月 自動車部品事業部門を会社分割し、古河オートモーティブパーツ株式会社（同時に古河AS株式会

社に商号を変更）に承継した。

　    20年４月 株式交換により理研電線株式会社（同年３月 東京証券取引所市場第二部への上場廃止）を完全子

会社化した。
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３【事業の内容】

  当企業集団は、情報通信、エネルギー・産業機材、金属、軽金属及び電装・エレクトロニクスの各事業において培わ

れた技術を発展、応用した製品の製造販売を主な内容とし、更に各事業に関連する物流、研究及びその他のサービス等

の事業活動を展開している。

  当企業集団の事業内容、各関係会社の当該事業に係わる位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のと

おりである。

　なお、次の６部門は、「第５　経理の状況　１．(1）連結財務諸表　注記事項」に掲げる事業の種類別セグメント情報の

区分と同一である。

情報通信部門 当社、OFS Fitel,LLC、ミハル通信㈱、岡野電線㈱他が製造及び販売を行っている。

エネルギー・産業機材部門 当社、古河総合設備㈱、古河電工産業電線㈱、古河エレコム㈱、Trocellen GmbH他が製造及

び販売を行っている。

金属部門 当社、古河サーキットフォイル㈱、FURUKAWA METAL(THAILAND)PUBLIC CO.,LTD.他

が製造及び販売を行っている。

軽金属部門 古河スカイ㈱、日本製箔㈱、日本金属箔工業㈱他が製造及び販売を行っている。

電装・エレクトロニクス部門当社、古河電池㈱、古河ＡＳ㈱、理研電線㈱他が製造及び販売を行っている。

サービス等部門 当社、古河物流㈱、古河インフォメーション・テクノロジー㈱、古河日光発電㈱他が各種

サービス事業等を行っている。

　なお、販売会社については、主に取り扱う製品の種類により、各セグメントに区分している。

　以上の項目を事業系統図によって示すと、次のとおりである。
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（事業系統図）
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金

(百万円)
 主要な事業の

内容

議決権に
対する所
有割合
（％）

関係内容

（連結子会社）      

古河スカイ㈱
東京都

千代田区
16,528 軽金属 53.00

当社より原材料の一部を供給、当社が同社より原材料の

一部を購入、業務の一部を受託。なお、当社が不動産を賃

貸・賃借、設備を賃貸・賃借。

役員の兼任等あり。

日本製箔㈱
大阪市

淀川区
1,924 軽金属

40.91

(40.91)

当社が同社より原材料の一部を購入。

役員の兼任等あり。

理研電線㈱
東京都

中央区
1,870

電装・エレ

クトロニク

ス

63.96

当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品の一部を

購入。なお、当社が不動産を賃貸・賃借。設備を賃貸・賃

借。

役員の兼任等あり。

古河総合設備㈱
東京都

大田区
1,817

エネルギー

・産業機材

58.36

(1.06)

当社より電気、建築、土木その他各種工事を請負。なお、当

社が不動産を賃貸。

役員の兼任等あり。

古河電池㈱
横浜市

保土ヶ谷区
1,640

電装・エレ

クトロニク

ス

58.29

(1.11)

当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品の一部を

購入。なお、当社が不動産を賃貸。設備を賃貸。

役員の兼任等あり。

東北古河電工㈱
青森県

八戸市
100 情報通信 100.00

当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品を販売。

役員の兼任等あり。

資金援助あり。

古河精密金属工業㈱
栃木県

日光市
1,100 金属 100.00

当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品を販売。な

お、当社が不動産を賃貸・賃借。

役員の兼任等あり。

資金援助あり。

古河ＡＳ㈱
滋賀県

犬上郡
3,000

電装・エレ

クトロニク

ス

100.00

当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品を販売。な

お、当社が不動産を賃貸。

役員の兼任等あり。

協和電線㈱
大阪市

北区
720

エネルギー

・産業機材
99.33

当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品を販売。な

お、当社が不動産を賃貸。

役員の兼任等あり。

古河サーキットフォイル㈱
栃木県

日光市
720 金属 100.00

当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品を販売。

役員の兼任等あり。

古河産業㈱
東京都

中央区
700 販売子会社 100.00

当社製品の販売、当社が同社より原材料の一部を購入。な

お、当社が不動産を賃貸。

役員の兼任等あり。

岡野電線㈱
神奈川県

大和市
489 情報通信 45.43

当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品を販売。

役員の兼任等あり。

四国電線㈱
香川県

さぬき市
160

電装・エレ

クトロニク

ス

98.55

(98.55)

当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品の一部を

購入。

役員の兼任等あり。

奥村金属㈱
大阪市

浪速区
310 金属 100.00

当社より原材料の一部を供給。

役員の兼任等あり。

資金援助あり。

古河樹脂加工㈱
千葉市

美浜区
300

エネルギー

・産業機材
100.00

当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品の一部を

販売。なお、当社が不動産を賃貸、設備を賃貸。

役員の兼任等あり。
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名称 住所
資本金

(百万円)
 主要な事業の

内容

議決権に
対する所
有割合
（％）

関係内容

古河電工産業電線㈱
東京都

荒川区
450

エネルギー

・産業機材
100.00

当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品の一部を

購入。なお、当社が不動産を賃貸、設備を賃貸。

役員の兼任等あり。

資金援助あり。

㈱古河テクノマテリアル
神奈川県

平塚市
300 金属 100.00

当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品を販売。

役員の兼任等あり。

旭電機㈱
横浜市

青葉区
300

エネルギー

・産業機材
75.70

当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品を販売。な

お、当社が不動産を賃貸。

役員の兼任等あり。

古河日光発電㈱
栃木県

日光市
300 サービス等 100.00

当社が同社より電力の一部を購入。なお、当社が不動産を

賃貸。

役員の兼任等あり。

FCM㈱
大阪市

東成区
687

電装・エレ

クトロニク

ス

55.19
当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品を販売。

役員の兼任等あり。

古河エレコム㈱
東京都

千代田区
98

エネルギー

・産業機材
100.00

当社製品の販売。なお、当社が不動産を賃貸。

役員の兼任等あり。

アクセスケーブル㈱
熊本県

上益城郡
248 情報通信

100.00

(66.73)

当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品の一部を販

売。なお、当社が不動産を賃貸。

役員の兼任等あり。

エフコ㈱
神奈川県

平塚市
200

エネルギー

・産業機材
100.00

当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品を販売。な

お、当社が不動産を賃貸、設備を賃貸・賃借。

役員の兼任等あり。

㈱新満電
大阪市

北区
301 販売子会社

100.00

(50.00)

当社製品の販売。なお、当社が不動産を賃貸。

役員の兼任等あり。

㈱ニッケイ加工
大阪市

淀川区
195 軽金属

89.74

(89.74)

当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品を販売。な

お、当社が不動産を賃貸。

役員の兼任等あり。

古河ネットワークソリュー

ション㈱

神奈川県

平塚市
150 情報通信 100.00

当社が購買及び製造を受託、当社が同社製品を販売。な

お、当社が不動産を賃貸。

役員の兼任等あり。

古河Ｃ＆Ｂ㈱
神奈川県

平塚市
100 情報通信 100.00

当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品を販売。な

お、当社が不動産を賃貸。

役員の兼任等あり。

OFS Fitel, LLC アメリカ
千US$

2,150,842
情報通信

100.00

(100.00)

当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品の一部を

購入。

役員の兼任等あり。

FURUKAWA ELECTRIC 

NORTH AMERICA, INC.
アメリカ

千US$

2,214,930

情報通信、電

装・エレク

トロニクス

100.00

当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品の一部を

購入、当社より管理業務を委託。北米地域の持株会社。

役員の兼任等あり。

資金援助あり。

FURUKAWA INDUSTRIAL S.

A. 

PRODUTOS ELETRICOS

ブラジル
百万レアル

124
情報通信 100.00

当社より原材料の一部を供給。

役員の兼任等あり。

資金援助あり。

西古光繊光纜有限公司 中国
千元

172,277
情報通信 70.00

継続的取引なし。

役員の兼任等あり。

資金援助あり。

瀋陽古河電纜有限公司 中国
千元

229,416

エネルギー・

産業機材
100.00

当社より原材料の一部を供給。

役員の兼任等あり。
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名称 住所
資本金

(百万円)
 主要な事業の

内容

議決権に
対する所
有割合
（％）

関係内容

台日古河銅箔股?有限公司 台湾
百万NT$

1,475
金属

66.70

(34.05)

当社子会社より原材料の一部を供給。

役員の兼任等あり。

資金援助あり。

FE MAGNET WIRE 

(MALAYSIA)SDN.BHD.
マレーシア

千M$

15,397

電装・エレク

トロニクス
100.00

当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品の一部を

購入。

役員の兼任等あり。

資金援助あり。

FURUKAWA ELECTRIC

SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール

千US$

3,060
販売子会社 100.00

当社製品の販売。

役員の兼任等あり。

FURUKAWA ELECTRIC

AUTOPARTS PHILIPPINES

INC.

フィリピン 656
電装・エレク

トロニクス
100.00

当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品の一部を

購入。

役員の兼任等あり。

FURUKAWA METAL (THAILAND

)

PUBLIC CO.,LTD.

タイランド
千バーツ

480,000
金属

44.00

(1.75)

当社より原材料の一部を供給。

役員の兼任等あり。

FURUKAWA PRECISION

(THAILAND) CO.,LTD.
タイランド

千バーツ

169,800
金属

100.00

(50.00)

当社より原材料の一部を供給。

役員の兼任等あり。

資金援助あり。

Thai Furukawa Unicomm 

Engineering Co., Ltd.
タイランド

千バーツ

104,000
情報通信

91.75

(42.75)

当社子会社より原材料の一部を供給。

役員の兼任等あり。

FURUKAWA AUTOMOTIVE PART

S

(VIETNAM) INC.

ベトナム
千US$

18,430

電装・エレク

トロニクス

100.00

(100.00)

継続的取引なし。

役員の兼任等あり。

PT TEMBAGA MULIA 

SEMANAN TBK
インドネシア

百万IDR

18,367

エネルギ－・

産業機材
42.42

当社子会社より原材料の一部を供給。

役員の兼任等あり。

資金援助あり。

その他69社      

(持分法適用関連会社)      

東京特殊電線㈱
東京都

新宿区
6,146

エネルギー・

産業機材

33.46

(0.30)

当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品の一部を

購入。

役員の兼任等あり。

㈱ビスキャス
東京都

品川区
12,100

エネルギー・

産業機材
50.00

当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品の一部を購

入。なお、当社が不動産を賃貸・賃借。

役員の兼任等あり。

資金援助あり。

Asia Vital Components Co.,

Ltd.
台湾

百万NT$

2,519

電装・エレク

トロニクス

20.75

(2.96)

当社より原材料の一部を供給、当社が同社製品の一部を

購入。

役員の兼任等あり。

その他13社      

　（注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。

２．古河スカイ㈱、古河ＡＳ㈱、FURUKAWA ELECTRIC NORTH AMERICA, INC.、OFS Fitel,LLC、

FURUKAWA INDUSTRIAL S.A. PRODUTOS ELETRICOSは特定子会社に該当する。

３．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社は、古河スカイ㈱、古河電池㈱、理研電線㈱、古河総

合設備㈱、日本製箔㈱、東京特殊電線㈱、FCM㈱である。

４．持分は100分の50以下であるが、実質的に支配しているため子会社とした会社は、日本製箔㈱、岡野電線㈱、

FURUKAWA METAL (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.、PT TEMBAGA MULIA SEMANAN TBKである。

５．「議決権に対する所有割合」欄の（　）内は、間接所有割合（内数）を示している。

６．FURUKAWA ELECTRIC NORTH AMERICA, INC.、OFS Fitel,LLCは資本金の金額に資本剰余金を含めて記載

している。
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７．古河スカイ㈱は売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10%を超えてい

るが、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社のため、主要な損益情報等の記載は省略して

いる。

８. OFS Fitel,LLCで債務超過の額は、平成19年12月末時点で297,861千US$となっている。

５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年 3月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

情報通信 5,048

エネルギー・産業機材 3,957

金属 3,000

軽金属 3,791

電装・エレクトロニクス 19,721

サービス等 2,152

合計 37,669

　（注）１．従業員は就業人員である。

２．臨時従業員の総数が従業員の100分の10未満であるので、記載を省略した。

　　３. 従業員数が当連結会計年度末までの1年間において、2,714人増加しているが、その主な理由は、連結子会社　　

　　　　の増加に伴うものである。詳細は、「第５ 経理の状況 １．(1)連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基

        本となる重要な事項」に記載のとおりである。　

 　（2）提出会社の状況

　 平成20年 3月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

3,799 41.2 20.8 7,306,420

　（注）１．従業員は就業人員である。

２．平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでいる。

(3）労働組合の状況

　労使関係について特に記載すべき事項はない。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

当連結会計年度の世界経済は、原油や一次産品の価格が歴史的高水準で推移し、米国サブプライムローン問題に起

因して国際金融市場が動揺する中にあって、高成長を続ける中国をはじめアジアや欧州の景気は総じて堅調に推移し

た。一方、米国では住宅市場の冷え込みなどサブプライムローン問題が実体経済にも影響を及ぼしつつあり、景気の減

速感が強まってきた。わが国においては、アジアや欧州向けの輸出が好調で、個人消費も力強さには欠けるものの底堅

く推移したが、改正建築基準法の施行後の混乱から住宅着工が大幅に減少したほか、サブプライムローン問題の影響

で、特に年明け以降、円高が急激に進行し、株価も低迷したことから、景気の先行き不透明感が増してきた。

このような環境の下、当社グループにおいては、2年目を迎えた中期経営計画「イノベーション09」に基づき、自動

車や電子部品関連など今後の成長が期待される重点分野への投資を積極的に行うとともに、後述のとおり事業やグ

ループ会社の再編を促進し、効率化やグループ・ガバナンスの強化等を図ってきた。また、銅やアルミ、石化製品等の

原材料や燃料の価格が高水準で推移する中、収益を確保するため、製品価格への転嫁を進めるとともに、歩留や生産性

の向上等によるコストダウンに努めてきた。さらに、棚卸資産の削減や売掛債権の圧縮に取り組み、原材料価格の高騰

等による運転資金の増加の抑制や有利子負債の削減に努めてきた。

当期の業績については、海外を中心に情報通信関連需要が回復したことや、電子部品、自動車関連製品等の需要が好

調であったことに加え、銅・アルミ等の価格高騰の影響もあり、連結売上高は1兆1,742億円（前期比6.3％増）、うち海

外売上高は3,544億円（前期比9.6％増）となった。

一方、損益面については、エネルギーコストの上昇に見舞われた軽金属部門をはじめ、金属部門やエネルギー・産業

機材部門においても、原材料・燃料等の価格高騰によるコストアップを、製品価格への転嫁や生産面でのコストダウ

ン努力で補いきれなかったことに加え、税制改正による減価償却費の増加（影響額42億円）があったことなどから、

連結営業利益は484億円（前期比9.7％減）に止まった。これに加えて円高ドル安による為替差損31億円が発生したこ

と等により連結経常利益は408億円（前期比17.7％減）となった。また、有価証券の売却益など総額54億円の特別利益

を計上する一方、環境対策費用や固定資産処分損等の特別損失152億円が発生したため、税金等を差し引いた連結当期

純利益は152億円（前期比48.6％減）となった。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりである。

〔情報通信部門〕

　情報通信部門（受注833億円/年、前年同期比4.3％増加、当社単独ベース）においては、FTTH関連市場が伸長したこと

に加え、欧米を中心に光ファイバケーブルの需要が増加したほか、一時低迷していた光アンプの需要が回復し、CATV

関連製品の売上も好調であったものの、米国光部品製造子会社であったOCP社株式売却により同社売上高が計上され

なくなったこと等により、当部門の連結売上高は1,631億円（前期比1.8％減）となり、連結営業利益についても、製品

価格の下落等があり、業績が低迷していたOCP社での営業損失を補いきれず、109億円（前期比3.0％減）となった。ま

た、単独売上高は819億円（前期比3.9％増）となった。

　なお、前期に買収後初めて営業黒字化したOFSは、欧州やロシアでの光ファイバケーブル需要の拡大に支えられ、当期

も増収増益を達成した。

〔エネルギー・産業機材部門〕

　エネルギー・産業機材部門（受注1,661億円/年、前年同期比3.0％増加、当社単独ベース）においては、改正建築基準法

の施行に伴う住宅着工の大幅減少の影響で建材用発泡製品や建設向け産業電線等の売上が低迷したものの、中国にお

ける電力ケーブル需要が好調を持続し、DDF（三次元実装用テープ）など半導体製造用テープの売上も大幅に伸長し

たことなどから、当部門の連結売上高は3,150億円（前期比7.1％増）となった。一方、連結営業利益については、発泡製

品や建設向け産業電線等において、原油価格等の高騰による原材料価格の上昇分の製品価格への転嫁が進まなかった

ことなどにより、81億円（前期比11.4％減）となった。また、単独売上高は1,683億円（前期比6.9％増）となった。

　なお、DDF等の半導体製造用テープについては、旺盛な需要に応えていくため、当社平塚事業所内の第一工場に加え、

当社三重事業所内に第二工場を開設し生産能力を大幅に増加させた。

　また、電力部品の事業基盤を強化するため、エフシーアイジャパン㈱より同社の電力部品事業部門（横須賀事業所）

を買収した。
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〔金属部門〕

　金属部門（受注1,360億円/年、前年同期比15.2％増加、当社単独ベース）においては、電解銅箔の需要が好調を持続し、

付加価値の高い特殊箔の売上が増大したことに加え一般箔の売上も伸長し、更に銅地金価格の高止まりもあり、当部

門の連結売上高は2,137億円（前期比10.3％増）となった。一方、デジタル機器向け銅条製品やめっき製品、エアコン用

銅管は、売上は伸長したものの、副原料や燃料等の価格高騰による原材料・燃料価格の上昇分をコストダウン努力で

吸収しきれなかったことにより、連結営業利益は60億円（前期比20.2％減）となった。また、単独売上高は1,294億円

（前期比10.8％増）となった。

　なお、需要が拡大している電解銅箔については、わが国および台湾の子会社において増産のための設備投資を実施し

ている。

〔軽金属部門〕

　軽金属部門においては、主要製品である飲料用缶材や印刷機器用材の輸出が伸長した半面、改正建築基準法施行の影

響による建築関連需要の低迷やIT関連需要の回復の遅れにより、一般汎用材や半導体・液晶製造装置用厚板の売上は

減少した。アルミ地金価格の上昇に伴う製品売値の上昇もあり、当部門の連結売上高は2,585億円（前期比4.8％増）と

なったが、燃料等の価格高騰をコストダウン努力で吸収しきれなかったことなどにより、連結営業利益は123億円（前

期比17.5％減）と大幅な減益を余儀なくされた。

〔電装・エレクトロニクス部門〕

　電装・エレクトロニクス部門（受注1,486億円/年、前年同期比4.5％増加、当社単独ベース）においては、ワイヤーハー

ネスなどの自動車部品の売上が当社担当車種の販売が堅調であったことから伸長し、メモリーディスク用アルミブラ

ンク材やゲーム機向けを中心とするヒートシンク（電子機器用放熱部品）の需要も旺盛であったことから、巻線の売

上は低迷したものの、当部門の連結売上高は2,685億円（前期比11.5％増）、連結営業利益は90億円（前期比4.1％増）

となり、単独売上高は1,482億円（前期比4.0％増）となった。

　なお，重点分野の一つである自動車部品事業のさらなる発展を図るため，昨年10月には当社の自動車部品事業を

100％子会社の古河AS㈱（旧商号：古河オートモーティブパーツ㈱）に統合し、部品事業とワイヤーハーネス事業を

一体運営する体制を敷いた。また、経済が急成長しているインドにおいても自動車部品事業を展開するため、昨年8月

に現地資本との合弁会社を設立し、本年9月からワイヤーハーネスの生産を開始する予定である。

　さらに、メモリーディスクについては、現在のアルミブランク材に加え、ガラス基板の製造販売にも進出することと

した。当社独自開発の製法により、高品質・低コストのガラス基板を製造していく。

〔サービス等部門〕

　サービス等部門においては、情報処理・ソフトウェア開発、物流、各種業務受託等による当社グループの各事業のサ

ポート、不動産の賃貸等を行っているが、当部門の連結売上高は458億円（前期比13.9％増）、連結営業利益は15億円

（前期比5.6％減）となり、単独売上高は46億円（前期比3.7％減）となった。

　

 　所在地別セグメントの業績は次のとおりである。

〔日本〕

　連結売上高は前連結会計年度比6.8％増加の9,524億円となり、営業利益は419億円（前連結会計年度比12.7%減）と

なった。

〔アジア〕

　連結売上高は前連結会計年度比19.9％増加の2,116億円となり、営業利益は68億円（前連結会計年度比0.4％増）と

なった。

〔北米〕

　連結売上高は前連結会計年度比10.6％減少の657億円となり、営業損失は21億円（前連結会計年度比14億円改善）と

なった。

〔その他〕

　連結売上高は前連結会計年度比10.0％増加の378億円となり、営業利益は21億円（前連結会計年度比25.1％減少）と

なった。
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(2）キャッシュ・フロー

当連結会計年度においては、税金等調整前当期純利益は310億円となり、前連結会計年度を269億円下回ったが、売上

債権やたな卸資産の増加額が縮小したほか、未収還付法人税等の減少等により、営業キャッシュ・フローは好調で

あった。固定資産売却による収入の減少や有形固定資産の取得による支出の増加等があったほか、有利子負債の削減

を進めた結果、連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前連結会計年度末と比較して20億円の減少と

なり、資金の期末残高は438億円となった。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における営業活動による資金の増加は907億円となった。税金等調整前当期純利益は前連結会計年度

を下回ったが、税制改正の影響により償却費が増加したこと、売上債権やたな卸資産の増加によるマイナスが前連結

会計年度から大幅に改善したこと、未収還付法人税等が減少したこと等によるものである。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における投資活動による資金収支は△521億円となった。固定資産の売却による収入が前連結会計年

度を下回ったほか、有形固定資産の取得による支出も増加した。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における財務活動による資金収支は△415億円となった。自己株式の取得による支出が増加したほ

か、営業活動によるキャッシュ・フローの好調に伴い長短借入金の返済を進め、有利子負債を291億円削減した。

２【生産、受注及び販売の状況】

　当社グループの生産・販売品目は、広範かつ多種多様であり、同種の製品であっても、その容量、構造、形式等は必ず

しも一様ではなく、また受注生産形態をとらない製品も多く、事業の種類別セグメントごとに生産規模及び受注規模

を金額または、数量で示すことはしていない。このため、生産、受注及び販売の状況については、「１［業績等の概

要］」における各事業の種類別セグメント業績に関連付けて示している。

３【対処すべき課題】

（１）当面の対処すべき課題

　今後の経済情勢には、サブプライムローン問題の長期化による世界の金融市場の不安定化、米国の景気後退懸念、原

油や一次産品価格の高止まりによるインフレ圧力の昂進など不安材料が多く、経営環境は一段と厳しさを増してくる

ものと予想される。

このような中、当社グループは、真に創造的で世界に存在感のある企業へ生まれ変わるため、平成18年3月に策定（平

成19年5月に一部修正）した「2006-2009中期経営計画：イノベーション09」を推進しており、市場の変化を見据えな

がらも、重点4分野（自動車、電子部品、フォトニクス・ネットワーク、環境）を中心として今後の成長・発展のための

研究開発投資、設備投資を継続するとともに、引き続き海外市場の開拓を進めていく。

　「イノベーション09」は、①重点分野とグローバル市場の開拓、②資産効率の向上、③グループ経営体制見直しで構

成している。

① 重点分野とグローバル市場の開拓

　成長市場である自動車／電子／フォトニクス／環境分野を重点分野として選択した。また、同様に海外市場の開拓に

重点的に取り組んでいる。

　平成17年３月に実施した劣後株式発行により調達した200億円を「戦略ファンド」として活用しつつ、研究費および

設備投資を積極的に実施することによりグローバル１・２位製品を育成していく。「戦略ファンド」を含めて４年間

にて1,700億円を投資する。これにより、平成22年３月末までに、自動車／電子／フォトニクス／環境分野にて売上高

1,100億円を創出し、かつ海外売上高比率を35％まで高める計画である。

② 資産効率の向上

　棚卸資産や売掛債権の圧縮をはじめとする資本効率の向上に一層力を入れて取り組み、有利子負債の削減を促進し

ていく。数値目標としては、平成22年３月末までに、棚卸資産滞留月数を1.0ヶ月以下、総資産回転率を1.1、D/Eレシオは

1.3とする計画である。

③ グループ経営体制見直し

　当社は、平成16年４月よりカンパニー制に移行し、事業の成長促進にあたり成果を挙げており、さらなる事業の成長

促進を図って、グループ経営体制の見直しを検討する。これには、ノンコア事業見直しルールの明確化・グループ会社

統廃合・リスク管理体制強化・グローバル人材育成・グローバルマネジメント強化を含んでいる。
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　前述したように、①重点分野とグローバル市場の開拓、②資産効率の向上、③グループ経営体制見直しが対処すべき

課題ではあるが、主要原材料及び燃料である銅・アルミ・原油の価格が高騰しているので、このことへの対処が短期

的な課題である。

　さらに「金融商品取引法」で定められた内部統制報告書の提出が、平成21年３月期決算から始まることに備え、現

在、プロジェクトチームを中心に必要な体制の整備、構築を行っている。当社は、ＣＳＲ推進体制の強化と併せ、この機

会も積極的に活用することにより、従来にも増してコンプライアンスやリスク管理の徹底をはかり、グループ全体に

おいてより効果的な内部統制システムを確立して、企業価値の維持、向上に努めていく。

　こうしたことに加え、当社グループとしては、地球環境の保護・改善や社会貢献活動への取り組みを強化していく。

当社グループは、これまでも企業の社会的責任を重視してきたが、全地球的規模で温暖化対策が極めて重要な問題と

なってきていることに鑑み、このたび「チーム・マイナス6％」活動への参加を表明した。これまでの生産活動におけ

る二酸化炭素排出量削減の促進に止まらず、オフィスはもとより、役員・従業員の家庭における二酸化炭素排出量の

削減についても普及啓蒙活動を展開していく。そのほか３R（リデュース、リユース、リサイクル）によるゼロ・エ

ミッションの推進、環境調和型製品の開発やグリーン調達の推進など、環境問題への取り組みを強化するほか、従業員

がボランティア活動に参加しやすい制度の構築などを進めていく。

　なお、昨年10月には、当社初の試みとして「古河電工グループ総合技術展」を開催し、取引先や株主の皆様など2日間

で6千名を超える方々にご来場をいただいた。この技術展では、当社及びグループ会社の奥深さ、未来への技術推進力

をアピールし、好評を博した。また、技術展の開催に合わせて、グループ全体で目指す方向や価値観を共有化するため

の「古河電工グループ理念」を制定するとともに、新しいコーポレートメッセージ「Bound to Innovate」を定めた。

　以上のような施策を通じて、業績の向上、企業価値の増大を図っていく。

  なお、上記の業績予想に関わる記載は、当連結会計年度末現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づくもので

あり、実際の業績は、世界経済・競合状況・為替・金利の変動等に関わるリスクや不確定要因により、記載の予測と大

幅に異なる可能性がある。

（２）当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）について

　当社は、平成19年３月９日に開催された取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方

に関する基本方針を決定した。また、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支

配されることを防止するための取組みとして、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20％以上とすることを目的

とする当社株券等(注3)の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買

付行為（いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な

買付方法の如何を問わない。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模

買付者」という。）に対する対応策（以下、「本プラン」という。）を、以下のとおり決定した。

　本プランは、平成19年６月26日に開催された定時株主総会において承認され、発効している。

注１：特定株主グループとは、

(i) 当社の株券等(旧証券取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいう。) の保有者(同法第27条の23第３項

に基づき保有者に含まれる者を含む。以下同じ。)及びその共同保有者(同法第27条の23第５項に規定する共同

保有者をいい、同条第６項に基づく共同保有者とみなされる者を含む。以下同じ。)又は、

(ⅱ) 当社の株券等（同法第27条の２第１項に規定する株券等をいう。）の買付け等(同法第27条の２第１項に

規定する買付け等をいい、取引所有価証券市場において行われるものを含む。)を行う者及びその特別関係者

(同法第27条の２第７項に規定する特別関係者をいう。)

を意味する。

注２：議決権割合とは、

(i) 特定株主グループが、注１の(i)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合（同法第27条の23第４項に規

定する株券等保有割合をいう。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に規

定する保有株券等の数をいう。以下同じ。）も加算するものとする。）又は、

(ⅱ) 特定株主グループが、注１の(ⅱ)記載の場合は、当該買付者及び当該特別関係者の株券等保有割合（同法

第27条の２第８項に規定する株券等所有割合をいう。）の合計をいう。各株券等保有割合の算出に当たって

は、総議決権（同法第27条の２第８項に規定するものをいう。）及び発行済株式の総数（同法第27条の23第

４項に規定するものをいう。）は、有価証券報告書、半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提

出されたものを参照することができるものとする。

注３：株券等とは、旧証券取引法第27条の23第１項又は同法第27条の２第１項に規定する株券等を意味する。
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Ⅰ．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・

向上に資する者が望ましいと考えている。もっとも、当社は、株式を上場して市場での自由な取引に委ねているた

め、会社を支配する者の在り方は、最終的には株主全体の意思に基づき決定されるべきであり、会社の支配権の移転

を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考える。

　しかしながら、当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあ

るもの、株主が買付の条件等について検討したり、当社の取締役会が代替案を提案するための充分な時間や情報を

提供しないもの、買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、

株主共同の利益を毀損するものもありえる。このような大規模な買付行為や買付提案を行う者は、例外的に当社の

財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと判断する。

　

Ⅱ．基本方針の実現に資する取組み

　当社では、企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取組みとして、以下のような施策を実施し

ている。これらの取組みは、上記Ⅰ．の基本方針の実現にも資するものと考えている。

　　　１）中期経営計画「イノベーション09」

　当社は、平成18年3月に中期経営計画「イノベーション09」を策定し、上記「（1）当面の対処すべき課題」に記載

した施策を実施している。

２）古河電工グループ総合技術展の開催

　上記「（1）当面の対処すべき課題」に記載したとおり、平成19年10月3日および4日の両日、東京国際フォーラム

において、「古河電工グループ総合技術展」を開催し、好評を博した。また、新たなビジネス、新規取引の獲得につな

がる機会にもなった。当社123年の歴史で初めての取組みであったが、この成功を受け、今後も概ね3年に1回の頻度

で、こうした催しを行う。

３）古河電工グループ理念および新しいコーポレート・メッセージの制定

　上記「（1）当面の対処すべき課題」に記載したとおり、「古河電工グループ総合技術展」の開催に合わせて、

「古河電工グループ理念」を制定するとともに、新たなコーポレート・メッセージ「Bound to Innovate」を定めた。

　当社グループは世界各地で事業を展開しているが、グループを取り巻く環境が激変している中で、当社グループが

一体となって継続的に成長し、企業価値の向上を目指していくためには、「古河電工グループは何を目指し、どんな

価値を大切にしていくのか」について、もう一度問い直し、グループ全体が「同じ言葉で共有する」ことが必要で

あると考え、当社グループが目指す方向と共通の判断基準を明文化した「古河電工グループ理念」を、次のとおり

制定した。

　　　

基本理念
 世紀を超えて培ってきた素材力を核として、絶え間ない技術革新により、真に豊かで持続可能な社会の実現

に貢献します。　

 経営理念

  

 私たち古河電工グループは、人と地球の未来を見据えながら、

 • 公正と誠実を基本に、常に社会の期待と信頼に応え続けます。

 • お客様の満足のためにグループの知恵を結集し、お客様とともに成長します。

 • 世界をリードする技術革新と、あらゆる企業活動における変革に絶えず挑戦します。

 • 多様な人材を活かし、創造的で活力あふれる企業グループを目指します。

 行動指針 

? 常に高い倫理観を持ち、公正、誠実に行動します。

? あらゆる業務において革新、改革、改善に挑戦し続けます。

? 現場・現物・現実を直視し、ものごとの本質を捉えます。

? 主体的に考え、互いに協力して迅速に行動し、粘り強くやり遂げます。

? 組織を超えて対話を重ね、高い目標に向けて相互研鑽に努めます。

 ビジョン

  
　技術革新を志向し創造的で世界に存在感のある高収益な企業グループへ

　

　　　　　また、新コーポレート・メッセージ「Bound to Innovate」には、当社グループの持てるすべてを革新し続け、持続可能

な社会の実現に向けて貢献するという強い決意を込めている。
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Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み

１．本プラン導入の目的

　本プランは、上記Ⅰ．に述べた基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支

配されることを防止するための取組みとして導入するものである。また、本プランを運用するにあたっては、当社

は、当社株式に対する大規模買付を行なう際には、株主が適切な判断をするために必要な情報や時間を確保した

り、買付者と交渉を行うことが、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることにつながると

考えている。そのため当社は、本プランにおいて大規模買付行為を行う際の情報提供等に関する一定のルール

（以下、「大規模買付ルール」という。）を設定することとした。

２．大規模買付ルールの概要

　当社が設定する大規模買付ルールとは、①事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供

し、②取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものである。その概要は

以下のとおりである。

１）意向表明書の当社への事前提出

　大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役宛に、大規模買付ルールに従う

旨の誓約等を記載した意向表明書を提出いただくこととする。

２）必要情報の提供

　当社は、上記１）の意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者から取締役会に対して、株主の判断及び

取締役会としての意見形成のために提供いただくべき必要かつ十分な情報（以下、「本必要情報」という。）

のリストを当該大規模買付者に交付する。

　なお、当初提供された情報を精査した結果、それだけでは不十分と認められる場合には、取締役会は、大規模買

付者に対して本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求める。大規模買付行為の提案があった事実及び取締

役会に提供された本必要情報は、株主の判断のために必要であると認められる場合には、取締役会が適切と判

断する時点で、その全部又は一部を開示する。

３）取締役会による評価期間等

　取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が取締役会に対し本必要情報の提供を完

了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合）又は90日間

（その他の大規模買付行為の場合）を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間

（以下、「取締役会評価期間」という。）として与えられるべきものと考える。従って、大規模買付行為は、取締

役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとする。　

　取締役会評価期間中、取締役会は独立した外部専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護

士、コンサルタントその他の専門家）の助言を受けながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、取締

役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表する。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に

関する条件改善について交渉し、取締役会として株主に対し代替案を提示することもある。

３．大規模買付行為が為された場合の対応

１）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であった

としても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主を説得するに留

め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとらない。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、

株主において、当該買付提案及び当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等を考慮の上、判断いただ

くこととする。但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が会社に回復し

難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、取

締役の善管注意義務に基づき、例外的に新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律及び当社定款が認める

対抗措置を取ることがある。

２）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

　大規模買付者により、大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわら

ず、取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当等、

会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗する場合がある。具体的に

いかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と取締役会が判断したものを選択することとする。

取締役会が具体的対抗措置として新株予約権の無償割当を行う場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株

主グループに属さないことを新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間及

び行使条件を設けることがある。
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３）第三者委員会の設置

　大規模買付ルールに従って一連の手続きが進行されたか否か、あるいは大規模買付ルールが遵守された場合

でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものであることを理由と

して対抗措置を講じるか否かについては、取締役会が最終的な判断を行うが、本プランを適正に運用し、取締役

会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合理性を担保するため、第三者委員

会規程を定めるとともに、第三者委員会を設置する。第三者委員会の勧告内容については、その概要を適宜情報

開示することとする。第三者委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務

執行を行う経営陣から独立している社外監査役ならびに社外有識者（注４）の中から選任する。

注４：社外有識者とは、

経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対

象とする学識経験者、又はこれらに準ずる者を対象として選任するものとする。

４）対抗措置の発動の手続

　本プランにおいては、上記１）に記載のとおり大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則と

して当該大規模買付行為に対する対抗措置はとらない。一方、上記１）に記載のとおり例外的に対抗措置をと

る場合、並びに上記２）に記載のとおり対抗措置をとる場合には、その判断の合理性及び公正性を担保するた

めに、まず取締役会は対抗措置の発動に先立ち、第三者委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、第

三者委員会は大規模買付ルールが遵守されているか否か等を十分検討した上で対抗措置の発動の是非につい

て勧告を行うものとする。取締役会は、対抗措置を講じるか否かの判断に際して、第三者委員会の勧告を最大限

尊重するものとする。

５）対抗措置発動の停止等について

　上記４）において、当社取締役会が具体的対抗措置を講ずることを決定した後、当該大規模買付者が大規模買

付行為の撤回又は変更を行った場合など対抗措置の発動が適切でないと取締役会が判断した場合には、第三者

委員会の助言、意見又は勧告を十分に尊重した上で、対抗措置の発動の停止又は変更等を行うことがある。例え

ば、対抗措置として新株予約権の無償割当を行う場合、当社取締役会において、無償割当が決議され、または、無

償割当が行われた後においても、大規模買付者が大規模買付行為の撤回又は変更を行うなど対抗措置の発動が

適切でないと取締役会が判断した場合には、行使期間開始日までの間は、第三者委員会の勧告を受けた上で、新

株予約権無償割当等の中止、又は新株予約権無償割当後において、無償取得の方法により対抗措置発動の停止

を行うことができるものとする。このような対抗措置発動の停止を行う場合は、第三者委員会が必要と認める

事項とともに速やかな情報開示を行う。

４．本プランの適用開始、有効期限及び廃止

　本プランは、平成19年６月26日に開催された定時株主総会での承認により発効しており、平成22年６月開催予定

の定時株主総会終結の時まで効力を有する。本プランの廃止は、有効期間の満了前であっても、①株主総会におい

て本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本

プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとする。

　

Ⅳ．本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を

目的とするものでないことについて

（１）買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

　本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した企業価値・株主共同の利益の確保又は向上

のための買収防衛策に関する指針の定める三原則を充足している。

（２）株主意思を重視するものであること

　本プランは、平成19年６月26日開催の定時株主総会での承認により発効しており、株主の意向が反映されてい

る。

（３）当社取締役の任期は１年とされていること

　当社は、取締役の任期を１年としており、経営陣の株主に対する責任をより明確なものとしている。また、本プラ

ンは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた

場合には、本プランはその時点で廃止されるものとしていることから、取締役の選任議案に関する議決権の行使

を通じて、本プランに対する株主の意思を反映させることが可能となっている。

（４）独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

　本プランにおける対抗措置の発動等の運用に際しての実質的な判断は、独立性の高い社外者のみから構成され

る第三者委員会により行われることとされている。また、その判断の概要については株主に情報開示をすること

とされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保さ

れている。なお、第三者委員会の委員は、次の３名である。

　　・田﨑雅元（川崎重工業（株）取締役会長）

　　・松尾邦弘（弁護士、元検事総長）

　　・工藤　正（（株）みずほ銀行理事、当社社外監査役）
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（５）合理的な客観的要件の設定

　本プランにおける対抗措置の発動は、上記Ⅲ．「３．大規模買付行為が為された場合の対応」において記載し

たとおり、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣

意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえる。

４【事業等のリスク】

　当社グループの経営成績は、当社グループが製品販売・サービス提供をしている様々な市場における経済状況の影

響を受ける。

当社グループの経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがある。

なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成20年６月26日)現在において当社グループが判断

したものである。

１） 知的財産権、その他第三者の権利侵害

　当社グループでは、製品やソフトウェア等の開発、製造、使用および販売、その他の事業活動によって、第三者の知的

財産権、その他の権利を侵害しないよう、あらかじめ調査を行い、必要に応じて実施許諾を受ける等の措置を講じてい

るが、第三者から知的財産権、その他の権利を侵害したとして訴訟を提起される等、第三者との間に紛争が生ずること

はないという保証はない。第三者の権利の侵害により、製造・販売等が差し止められたり、多額の損害賠償金や和解金

の支払を余儀なくされたりした場合、当社グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性がある。

２） 製品の欠陥

　当社グループは、国内外の各種規格・基準及び永年の経験に培われた品質管理基準に従って各種製品の製造、サービ

スの提供を行っている。しかし、その全てについて欠陥が無く、将来に損失補償が発生しないという保証はない。とり

わけ、電力ケーブル、通信ケーブル、自動車用部品等に関連する製品については、欠陥の内容によっては多額の追加コ

ストが発生する可能性がある。また、製造物責任賠償については、リスクが予想されるものに対し保険に加入している

が、この保険が最終的に負担する賠償額を十分にカバーできるという保証はない。大規模な損失補償や製造物責任賠

償につながるような製品の欠陥は、多額のコストや当社グループの評価に重大な影響を与え、当社グループの業績と

財務状況に悪影響が及ぶ可能性がある。

３） 原料及び燃料価格の変動

　当社グループの主要原料である銅・アルミ等の非鉄金属、ポリエチレン及び燃料である重油やＬＮＧは、世界情勢や

市場の動向で予想外の価格変動を起こす可能性があり、この場合には一部の製品の売値への転嫁が遅れ或いは滞るこ

とが想定され、当社グループの業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性がある。

４） 為替変動

　当社グループは、外貨建債権債務を有している為、為替相場の動向によっては、為替損が発生する可能性がある。

５）金利の上昇リスク

　金利が上昇した場合は、支払利息が増加し、当社グループの業績が悪化する可能性がある。

６）格付け低下

　当社の今後の業績によっては、格付機関から付与されている当社の長期債務格付け及びコマーシャル・ペーパー等

の格付けが低下するリスクがある。

７）資産の減損

　市況や事業環境の悪化によって、当社グループが保有する資産の市場価格が著しく低下する場合や、資産から生み出

される収益力が低下する場合には、当該資産について減損損失が発生する可能性がある。

８）事業用地の土壌汚染

　当社グループが日光地区に所有する一部の土地にて、土壌の汚染が発見され、その浄化対策を実施している。また、横

浜地区に所有する一部の土地について賃貸する目的で改良工事を実施しており、子会社の協和電線㈱が所有する寝屋

川工場跡地の汚染指定解除に向けた改良工事も開始する。他の地区においても、事業用地を転用・売却する際に、調査

結果によっては土壌汚染対策費用が発生する可能性がある。

９）海外での活動

　当社グループの生産および販売活動は、米国やヨーロッパ、ならびにアジアの発展途上市場や新興市場等の日本国外

でも行われている。これらの海外市場では予期しない法律または規制の変更や経済環境変化による労働争議発生及び

突発的な伝染病の流行などの各種リスクが内在しており、それらは当社グループの経営成績に影響を与える可能性が

ある。

　特に、ここ数年間年率10％で成長する中国においては、当社は広州・上海及び北京・天津地区を中心に多数の進出拠

点を有している。中国国内での投資や為替、金融、輸出入に関わる法制や諸規定の変更、電力供給の停止、疫病の流行等

の予期せぬ事象の発生により事業運営に支障をきたす可能性がある。特に、中国政府が景気過熱に対する処置を行っ

たことによる急激な成長率の低下や、人民元のレート調整などが発生した場合、当初の事業計画から大きく逸脱する

可能性がある。また、中国企業向けの売掛金回収期間は比較的長く、現地子会社のキャッシュ・フローに影響を与える

可能性もある。
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５【経営上の重要な契約等】

(1）当社は、平成19年4月23日、米国光部品製造子会社であるOptical Communication Products,Inc.の保有株式全てを米国

Oplink Communications,Inc.へ売却する株式売買契約を締結し、当該契約に基づき、平成19年6月6日に売却を完了し

た。

　詳細については、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　（１）連結財務諸表　注記事項（重要な後発事象）前連

結会計年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）」に記載の通りである。

　　(2)当社は、平成19年7月27日に古河オートモーティブパーツ株式会社（平成19年10月1日付で古河AS株式会社に商号を

変更。以下、古河ASという）と株式交換契約を締結し、平成19年9月14日に株式交換を実施した。

①株式交換の内容

　当社を完全親会社とし、古河ASを完全子会社とする株式交換。

②株式交換の目的

　当社グループにおいては、自動車部品のうち、ワイヤーハーネスを古河ASが、その他の部品（端子、コネクタ、ブ

ロックなどのハーネス部品、ステアリングロールコネクタ、センサーなどの機能部品）を当社が開発・製造してい

たが、ワイヤーハーネスと電装部品を一体となった組織で開発・製造するために、会社分割による当社自動車部品

事業部門と古河ASとの事業統合を行うこととした。 

　この事業統合にあたり、将来的な経営の安定化を狙いとして、古河ASを当社の完全子会社とすることに両社は合

意した。

③株式交換の効力発生日

　平成19年9月14日

④株式交換の方法

　株式交換の効力発生日の前日（平成19年9月13日）の 最終の古河ASの株主名簿に記載または記録された株主に

対して、当社は普通株式281,000株を新たに発行し、割当交付する。

⑤株式交換比率

　古河ASの普通株式１株に対し、当社の普通株式1.405株を割り当てる。ただし、当社が保有する古河ASの普通株式

については、割当を行わない。

⑥株式交換比率の算定根拠

　当社は、デロイトトーマツFAS株式会社（以下、デロイトという）を第三者機関として選定し、株式交換比率の算

定を依頼した。 

　デロイトは、当社の株式価値を市場株価平均法（計算対象期間は平成19年７月20日より直近1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月

の終値平均株価）により分析を行った。また、古河ASの株式価値は、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法

による分析を行い、株価倍率法でその結果を補完した。デロイトは、両社の株式価値分析の結果、古河ASの株式１株

に対する当社株式の割当株数を1.27株から1.57株と算定し、その算定結果を当社に提出した。 

　当社は、上記の第三者機関による算定結果を参考に古河ASと協議のうえ、株式交換比率について上記⑤の通り合

意した。

⑦古河ASの概要

　代 表 者　　取締役社長　黒川 通豊 

　資 本 金　　3,000百万円（平成19年10月1日現在）　　 

　住    所　　滋賀県犬上郡甲良町尼子1000番 

　事業内容　　自動車用組電線及び関連製品の製造・販売

　　(3) 当社は、平成19年7月27日に古河オートモーティブパーツ株式会社（平成19年10月1日付で古河AS株式会社に商号を

変更。以下、古河ASという）と、当社の自動車部品事業を古河ASに承継させる旨の吸収分割契約を締結し、平成19

年10月1日に吸収分割を実施した。

①吸収分割の方法

　当社を分割会社とし、古河ASを承継会社とする分社型吸収分割。

②吸収分割の目的

　当社グループにおいては、自動車部品のうち、ワイヤーハーネスを古河ASが、その他の部品（端子、コネクタ、ブ

ロックなどのハーネス部品、ステアリングロールコネクタ、センサーなどの機能部品）を当社が開発・製造してい

たが、ワイヤーハーネスと電装部品を一体となった組織で開発・製造するために、会社分割による当社自動車部品

事業部門と古河ASとの事業統合を行うこととした。 

③吸収分割の効力発生日

　平成19年10月1日

④株式割当比率

  古河ASは、本分割に際し、普通株式2,000,000 株を新たに発行し、その全てを当社に割当て交付する。

⑤株式交換比率の算定根拠

  古河ASは、株式交換により平成19 年9 月14 日をもって当社の完全子会社となり、かつ、本分割により発行される

株式は全て当社に割り当てられる。従って、当社の純資産額は分割前後で変動がなく、当社株主は直接影響を受け
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ないことから、古河ASが承継する資産および負債の額ならびに同社の事業価値を考慮し、両社協議のうえ、割当株

式数を決定した。

⑥古河ASの概要

　代 表 者　　取締役社長　黒川 通豊 

　資 本 金　　3,000百万円（平成19年10月1日現在）　　 

　住    所　　滋賀県犬上郡甲良町尼子1000番 

　事業内容　　自動車用組電線及び関連製品の製造・販売

　 (4) 当社は、平成19年12月13日に理研電線株式会社（以下、理研電線という）と株式交換契約を締結し、平成20年４月１日

に株式交換を実施した。

 ①株式交換の内容

  当社を完全親会社とし、理研電線を完全子会社とする株式交換。

 ②株式交換の目的

 　当社は、グループ経営体制の見直しの一環として、子会社の経営基盤や内部管理体制の強化・拡充、経営の効率

化、管理コストの低減等を図るため、子会社の再編・統合を促進している。一方、理研電線においては、グローバルな

競争激化の中で事業を存続発展させ経営基盤を強化するために、より一層新規市場の開拓や取扱製品の拡大を図

り、更に当社グループの事業戦略との連携を強化して、幅広い市場開発力と技術開発力を背景にした事業展開を行

うことが必要となっている。また、当社グループにおいて理研電線の完全子会社化は、グループ事業戦略における同

社の位置付けを更に明確にするとともに、その保有する技術の活用やマーケットにおける共同展開により、より一

層の事業拡大を促進することができるものと考えている。 

　以上のような状況により、当社が理研電線を完全子会社化して一体となった事業運営にあたることが両社の更な

る発展のために最善であると判断したため、理研電線の事業基盤の強化および当社グループ全体の企業価値向上を

図っていくことを目的として株式交換契約を締結した。

 ③株式交換の効力発生日

   平成20年4月1日

 ④株式交換の方法

　株式交換の効力発生日の前日（平成20年3月31日）の最終の理研電線の株主名簿に記載または記録された株主　に

対して、当社は普通株式2,721,543株を保有する自己株式から充当し割当交付する。なお、本株式交換により割当交付

する株式数には、理研電線の保有する自己株式（平成19年９月30日時点11,387株）相当分が含まれているが、理研電

線の保有する自己株式が消却される場合は、上記の割当交付する株式数から、当該消却株式相当分が控除される。

（当該消却株式相当分の控除により、最終的に当社は普通株式2,717,106株を割当交付した。）

⑤株式交換比率

　理研電線の普通株式１株に対し、当社の普通株式0.35株を割り当てる。ただし、当社が保有する理研電線の普通株式

については、割当を行わない。

⑥株式交換比率の算定根拠

　当社は、野村證券株式会社（以下、野村證券という）を、理研電線は株式会社大和総研（以下、大和総研という）

を、株式交換比率の算定に関するそれぞれの第三者機関として選定した。

　野村證券は、当社普通株式および理研電線普通株式については市場株価平均法（平成19 年12月12日の株価終値、平

成19年12月６日から平成19年12月12日までの株価終値平均、平成19年11月13日から平成19年12月12日までの株価終

値平均および両社の中間決算短信公表日の翌日以降となる平成19年11月９日から平成19年12月12日までの株価終

値平均に基づいて算定）を採用し、理研電線普通株式については市場株価平均法に加え類似会社比較法およびディ

スカウンテッド・キャッシュフロー法（以下、DCF法という）の各評価手法を採用して算定を行った。野村證券は、

両社の株式交換比率に関する分析の結果、理研電線普通株式１株に対する当社普通株式の割当株数を、市場株価平

均法では0.28株から0.30株、類似会社比較法では0.28株から0.53株、DCF法では0.30株から0.38株と算定し、その算定結

果を当社に提出した。

  大和総研は、当社普通株式および理研電線普通株式については市場株価平均法（平成19 年12月12日を算定基準日

とし、両社の中間決算短信公表日の翌日以降となる平成19年11月９日から基準日までの株価終値平均、基準日まで

の直近１ヶ月間の株価終値平均および基準日までの直近３ヶ月間の株価終値平均に基づいて算定）を採用し、理研

電線普通株式については市場株価平均法に加え類似会社比較法およびDCF 法の各評価手法を採用して算定を行っ

た。大和総研は、両社の株式交換比率に関する分析の結果、理研電線普通株式１株に対する当社普通株式の割当株数

を、市場株価平均法では0.29株から0.30株、類似会社比較法では0.25株から0.33株、DCF法では0.31株から0.40株と算定

し、その算定結果を理研電線に提出した。

　両社は、それぞれ上記の第三者機関から提出を受けた株式交換比率の算定結果を参考に交渉・協議のうえ、株式交

換比率について上記⑤の通り合意した。

⑦理研電線の概要

　代 表 者　　代表取締役社長　橋本　四郎

  資 本 金　　1,870百万円（平成19年３月31日現在）　　

  住    所　　東京都中央区築地１丁目12番22号
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  事業内容　　各種焼付線、金属線、ケーブル、電子部品、光部品の製造販売等

　  (5) 当社は、平成20年6月12日に古河サーキットフォイル株式会社と吸収合併契約を締結した。詳細については、「第5　経

理の状況　２　財務諸表等　（1）財務諸表　注記事項（重要な後発事象）第186期（自　平成19年4月1日　至　平成20

年3月31日）」に記載の通りである。

(6）技術導入契約の主なものは、次の通りである。

契約技術 契約の相手方（国籍） 契約期間 対価

同軸ケーブル、コネクター、コードユニット、

陸上線、光ファイバ、光ファイバ・ケーブル及

び導波管（特許実施）（注）１

アメリカン・テレフォン・アンド・テレ

グラフ・カンパニー（アメリカ）

自　平成元年２月３日

至　実施許諾特許の満了日
実施料　一定料率

光通信用ガラス導波体を

製造する技術（特許実施）

コーニング・グラス・ワークス

（アメリカ）

自　昭和53年２月20日

至　実施許諾特許の満了日
実施料　一定料率

化合物半導体デバイスおよび化合物半導体材

料に関する技術（特許実施）（注）１

アメリカン・テレフォン・アンド・テレ

グラフ・カンパニー（アメリカ）

自　平成５年７月14日

至　実施許諾特許の満了日
実施料　一定料率

ＭＴ－ＲＪコネクタの製造に

関する技術（特許実施）

ウィテカー・コーポレーション

（アメリカ）

自　平成10年４月23日

至　実施許諾特許の満了日
頭金　　定額

レーザーモジュール技術

（特許実施）

コーニング・インコーポレイテッ

ド（アメリカ）

自　平成11年２月23日

至　実施許諾特許の満了日

頭金　　定額

実施料　一定料率

特殊光ファイバー技術

（特許実施）

コーニング・インコーポレイテッ

ド（アメリカ）

自　平成11年２月23日

至　実施許諾特許の満了日

頭金　　定額

実施料　一定料率

ファイバー・ブラッグ・グレーティ

ング技術（特許実施）

ユナイテッド・テクノロジーズ

（アメリカ）

自　平成11年３月２日

至　実施許諾特許の満了日

頭金　　定額

実施料　一定料率

光学的検知・バーコード読取技術

（特許実施）

レメルソン医療教育研究基金合資

会社（アメリカ）

自　平成11年３月16日

至　実施許諾特許の満了日
頭金　　定額

特殊光ファイバー技術

（特許実施）

ＱＥＤ（英国ＢＴ社の特殊ファイ

バー特許管理会社）（イギリス）

自　平成12年２月25日

至　実施許諾特許の満了日

頭金　　定額

実施料　一定料率

ＭＰＸコネクタ技術

（特許実施、商標使用）

タイコ　エレクトロニクス　

コーポレーション（アメリカ）

自　平成12年10月17日

至　実施許諾特許の満了日

頭金　　定額

実施料　一定料率

ＬＣ　コネクタ技術

（特許実施）（注）２

ルーセント・テクノロジー

（アメリカ）

自　平成13年３月２日

至　実施許諾特許の満了日

頭金　　定額

実施料　一定料率

ポロプロピレンビース発泡製シャー

シ技術

（特許実施）（注）３

ディーエムティー　ゲーエムベーハー

ファインヴェルクテクニッシェ　

コンプレットローシュンゲン（ドイツ）

自　平成13年２月１日

至　実施許諾特許の満了日

頭金　　定額

実施料　一定料率

高効率半導体発光デバイス

及び方法（特許実施）

サンディア国立研究所

（アメリカ）

自　平成15年５月９日

至　平成26年12月21日

頭金　　定額

実施料　一定料率

　（注）１．アメリカン・テレフォン・アンド・テレグラフ・カンパニーの３分割により、同社との２つの契約は、平成８

年９月23日をもってルーセント・テクノロジー社（現アルカテル・ルーセント社）に承継されている。

２．当社によるルーセント・テクノロジー社（現アルカテル・ルーセント社）の光ファイバ・ケーブル部門買

収に伴い、本契約は、平成13年11月16日にFITEL USA CORP.（現FURUKAWA ELECTRIC NORTH AMERICA,

 INC.）に承継されている。

３．契約締結日は平成13年４月16日であるが、効力発生日は平成13年２月１日に遡及されている。
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６【研究開発活動】

　当社グループは新商品、新技術開発による新規事業の創出と展開を図るべく、国内に当社の５研究所（横浜研究所、メ

タル総合研究所、環境・エネルギー研究所、ファイテルフォトニクス研究所、自動車電装技術研究所）とグループ会社の

研究所、海外にOFS Lab. (米国)、FETI(ハンガリー)と強力な研究体制を有し積極的に研究開発を進めている。当連結会計

期間における研究開発費は19,789百万円であり主な成果は次のとおりである。

（１）情報通信部門

①　ＮＧＮ向け製品（光アンプ、温度無依存ＡＷＧ等）を開発し、複数の顧客への出荷を開始した。ＮＧＮ構築が本格

化しつつあり、好調な受注が続いた。

②　ＤＷＤＭメッシュネットワークシステムで主流となっているフルバンドチューナブル・レーザの開発を完了し、

複数の顧客へ納入を開始するとともに、生産能力増強を行っている。

③　単心から１２心テープまで部品交換不要で、作業性に優れＦＴＴＨ工事に最適な高感度光ファイバ識別機を開発

し販売を開始した。

④　光ファイバ線路の障害監視を簡易かつ安価に実現するためのオプティカルモニターを開発し、販売を開始した。

⑤　線路網構築時に出る廃棄ケーブルや端尺ケーブル等からのリサイクル材を使用した、環境配慮型の架空光エコク

ロージャを開発し出荷を開始した。

　　⑥　光インターコネクションのプロトタイプを積極的に展示会に出展し、市場での認知度を高めると共に、市場ニー　　ズ

の収集に努めている。

　以上、当該事業に係る研究開発費は7,426百万円である。

（２）エネルギー・産業機材部門

①　耐熱グレードの電子機器用エコ電線「エコエースプラス」について、薄肉用エコエースプラス材料が完成した。今

後、機器メーカー等へのＰＲを進めていく予定である。

②  高圧送水管の（財）日本消防設備安全センターでの消防管認証を取得した。これにより、新たな市場への拡販を

進めていく予定である。

③　マイクロ発泡シート（MCPET）は、省エネ効果が期待されている看板・照明分野への展開を強化し、開発、拡販を

進めている。

④　半導体用テープの高機能材料の開発を継続しているが、特にダイシングダイボンディング一体型フィルム（DDF）

は、継続して大きく売上を伸ばしている。

⑤  ポリエチレン送水管の開発を進めており、消雪用パイプとして納入を開始した。今後、送水管事業の拡大を図って

いく。

⑥　イットリウム系（Ｙ系）高温超電導電力ケーブルの開発をナショナルプロジェクトに参画し進めており、0.1 W/m

以下の交流損失を実機ケーブル形態で達成した。

　以上、当該事業に係る研究開発費は1,133百万円である。

（３）金属部門

①　高性能コネクタ材料は、量産サンプルを客先に提出し評価中である。

②　金属樹脂複合製品開発については、シールドケース用材料のエンジニアリングサンプルが複数のプレスメーカー

で評価中である。

③ 新型内面溝付管は、高性能化の進展により売上・シェアとも伸ばしており、また環境に配慮したＣＯ２冷媒用内面

溝付管の商品開発に成功し上市した。さらに、業界初の高発泡樹脂一体成型技術の実現により開発した、ビル用エア

コン配管に使用する屋外向け冷媒用被覆銅管「サーモインビルメイトチューブfi」も拡販中である。

　　④　高温超電導線材の開発は、革新的な次世代線材として期待されるY系に特化し、ナショナルプロジェクトへの参画に

より線材の高特性化と長尺化開発を実施し、長尺線材開発の見通しを得た。

　以上、当該事業に係る研究開発費は1,438百万円である。

（４）軽金属部門

①　古河スカイ（株）は、これまで進めてきた技術研究所の集約を完了し、新研究体制を発足させた。この集約により、

深谷地区に１００名を超える研究員を一堂に集めることができ、研究者間の議論、意思疎通もこれまで以上にタイ

ムリーに実施することができるようになった。平成19年度末には最新鋭の透過電子顕微鏡の導入など、評価装置の

充実も着々と進めることができ、今後も、大型試作用新様式溶接機の導入をはじめ、試作、評価両面での人員及び装

置の増強を図っていく。
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② 自動車用熱交換器（ラジエータ、コンデンサ、エバポレータ、インタークーラ等）用素材は、国内トップシェアであ

ると同時に、メーカーの海外展開に合わせ、海外のアルミメーカーとアライアランス及び技術提携を結び、グローバ

ル供給を実施している。平成19年度は当社の技術的サポート、共同開発力が評価され、ユーザーから海外展開に対す

る表彰を受けた。国内、国外に係らず、次期熱交換器用素材の開発を積極的に推し進めている。

③ 研究を継続中である難成形が可能な熱間バルジ成形加工法は、アルミニウム管の新たな加工方法として注目され、

自動車フレーム部材の成形で既に量産適用がなされ、さらに平成19年度は次期モデル車への量産適用が確定した。

　以上、当該事業に係る研究開発費は2,497百万円である。

（５）電装・エレクトロニクス部門

①　携帯電話アンテナでは、薄型対応機種に関して、３次元配線対応のマルチバンド製品を新たに開発し、海外の携帯

電話メーカーへ納入を開始した。

② 自動車用GPS／VICS／ETC／電話などの統合アンテナでは、新たな機能を有した製品を開発し、実用化を進めてい

る。

③ 薄型化した高機能情報家電の特性を実現する高性能ヒートシンクや薄型ヒートパイプについて、市場の拡大を進

めている。

④ テープ基板とウェハーを貼り合わせて形成する、当社独自のウェハーレベルチップサイズパッケージ（WL-CSP）

のプロセス技術を確立した。

　　⑤ TEX(三層絶縁電線)シリーズの内、耐熱130℃(Ｂ種：TEX-BS)に続き、耐熱155℃（Ｆ種：TEX-FS）について開発を完

了し、本出荷への切り替えを進めている。Ｂ種はパソコン用ＡＣアダプタ、Ｆ種は医療機器、薄型ＴＶ、ビデオカメラ

などの電源ユニットへ展開していく。

　　⑥ GaN（窒化ガリウム）のパワーデバイスへの応用に関し、高耐圧かつ低消費電力素子の開発を目指している。

　以上、当該事業に係る研究開発費は4,288百万円である。

（６）サービス等部門

主に新事業分野に関するものである。

① ＣＷファイバレーザ開発において、OFS Lab.との共同開発により出力２００Ｗを達成している。

　  ② フェムト秒レーザと呼ばれる時間的に非常に短いパルスを発生するファイバレーザを開発した。

　  ③ 世界最小クラスの単一周波数、偏波保持型で発振波長1064nmのファイバレーザを開発し販売を開始した。波長変換

により532nmの緑色を発生させる用途を前提に、非常に波長安定性に優れた設計となっている。 

　以上、当該事業に係る研究開発費は3,004百万円である。

EDINET提出書類

古河電気工業株式会社(E01332)

有価証券報告書

 23/120



７【財政状態及び経営成績の分析】

（１）財政状態の分析

 　総資産は、前連結会計年度末比819億円減少して１兆147億円となった。流動資産は、前連結会計年度末比301億円減

少の5,014億円、固定資産は、前連結会計年度末比517億円減少の5,133億円であった。減少の主な要因は、連結子会社の

売却、在外子会社の未収還付法人税等の入金とそれを原資とした有利子負債の返済、投資有価証券の時価の下落等。

　正味の運転資本は、連結範囲の異動の影響を除くと、受取手形及び売掛金が12億円、たな卸資産が41億円、それぞれ前

連結会計年度末比で増加している一方で、支払手形及び買掛金は前連結会計年度末比で134億円の減少、差し引き188

億円の増加となっている。

　有形・無形固定資産は、減価償却で421億円の減少、資本的支出で452億円の増加の他、連結範囲の変更による増減、除

売却による減少等が変動要因となっている。

　負債の部では、長期借入金、短期借入金、コマーシャル・ペーパー、社債を合計した連結有利子負債が前連結会計年度

末比で291億円減少の3,990億円と、平成13年３月期以来７年ぶりに4,000億円を下回ることとなった。

　純資産の部では、利益剰余金が109億円増加する一方で、自己株式の取得による減少が50億円、保有する上場株式の時

価下落に伴うその他有価証券評価差額金の減少が223億円となっている。その結果、自己資本比率は、前連結会計年度

末から0.4ポイント改善の22.9％となった。　

　なお、キャッシュ・フローの概況については、「１［業績等の概要］」に記載している。

 （２）経営成績の分析

　連結売上高は、前連結会計年度比6.3％増の１兆1,742億円となり、史上最高の売上高を更新した。但し、前連結会計年

度比の増加の中には銅・アルミニウムの地金価格高騰や連結範囲の変更による影響が含まれているため、それらを除

いた実質的な売上高の増加率は0.7％となる。連結営業利益は、平成19年度の税制改正に伴う償却費の増加、地金・原油

・副原料の高騰等の影響で前連結会計年度比9.7％減の484億円となった。

　営業外損益では、前連結会計年度比で、持分法による投資利益が14億円増加したものの、為替差損益が53億円減少し

ている。為替差損益の減少は、主に海外子会社への円建て貸付金について円高ドル安による評価性の為替差損が発生

したことによる。

　この結果、連結経常利益は前連結会計年度比17.7％減の408億円となった。

　特別損益は、当連結会計年度は97億円の損失（純額）となった。当連結会計年度は、特別利益54億円を計上した一方、

特別損失は減損損失等の152億円であった。

　以上の結果、連結当期純利益は、前連結会計年度比48.6％減の152億円となった。１株当たり当期純利益は、前連結会計

年度比20.35円減の21.81円となった。

　なお、事業の種類別セグメントの概況は、「１［業績等の概要］」に記載している。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

  当社グループ（当社及び連結子会社）では、エネルギー・産業機材部門、電装・エレクトロニクス部門、及び、金属

部門 にて前連結会計年度を上回る投資を行い、当社グループ合計としても前連結会計年度を上回る45,264百万円の設

備投資を行った。

　情報通信部門においては、光ファイバ・ケーブルの増産、半導体レーザー等の光部品の量産化と増産等を目的とした

設備投資を主に行った。

　エネルギー・産業機材部門においては、半導体製造用テ－プの増産、超高圧電線の増産等を目的とする設備投資を主

に行った。

　金属部門においては、自動車市場、ＩＴ・エレクトロニクス市場に向けた銅合金・条、メッキ条、及び銅箔品の増産等

を目的とする設備投資を主に行なった。

　軽金属部門においては、スラブ製造能力向上による合理化を目的とした溶解鋳造設備新設、品質・コスト競争力強化

を目的とした生産品種集約等を目的とした設備投資を主に行った。

　電装・エレクトロニクス部門においては、電装部品用エナメル線の増産、自動車用電装部品などの量産化と増産、

ハードディスク用基板の量産化等を目的とした設備投資を主に行った。

　全社（共通）においては、連結子会社である古河ＡＳ（株）の発足にともなう人事総務/営業/経理等のシステム改

修、老朽化した建物・付帯設備の維持更新を目的とする設備投資を主に行った。

　当連結会計年度に完成した主要設備としては、当社三重事業所の半導体製造用テープの製造設備、当社三重事業所の

電装部品用エナメル線製造設備、台日古河銅箔股?有限公司 及び 古河サーキットフォイル（株）の銅箔品製造設

備、古河スカイ（株）福井工場の溶解鋳造設備、古河スカイ（株）深谷工場の板切断設備などがある。

　また、当連結会計年度において、重要な設備の廃棄・売却は無い。

２【主要な設備の状況】

　当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、以下のとおりである。

(1）提出会社

　 平成20年 3月31日現在

事業所名
（所在地）

事業の種類別セグ
メントの名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）

従業員数
（人）土地

(面積千㎡)
建物及び
構築物

機械装置
及び
運搬具

工具他
（含む建設
仮勘定）

合計

千葉事業所

（千葉県市原市）

情報通信、エネル

ギー・産業機材、

サービス等

光ファイバ・ケーブ

ル、光部品、裸線等の

製造設備、研究開発

設備

1,303

(516)
11,425 4,368 1,795 18,892 911

日光事業所

（栃木県日光市）

金属、電装・エレク

トロニクス、サービ

ス等

伸銅品、メモリー

ディスク用アルミ基

板等の製造設備、研

究開発設備

472

(807)
4,927 8,819 1,325 15,545 714

平塚事業所

（神奈川県平塚市）

情報通信、エネル

ギー・産業機材、電

装・エレクトロニ

クス、サービス等

プラスチック品、機

器電材、情報機器、電

子・実装機器等の製

造設備、研究開発設

備

240

(282)
5,167 5,364 1,229 12,000 676
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事業所名
（所在地）

事業の種類別セグ
メントの名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）

従業員数
（人）土地

(面積千㎡)
建物及び
構築物

機械装置
及び
運搬具

工具他
（含む建設
仮勘定）

合計

三重事業所

（三重県亀山市）

情報通信、エネル

ギー・産業機材、金

属、電装・エレクト

ロニクス

光ファイバ・ケーブ

ル、裸線、巻線、伸銅

品、半導体製造用

テープ等の製造設備

1,011

(543)
9,632 7,236 360 18,241 528

大阪事業所

（兵庫県尼崎市）
金属、サービス等

伸銅品の製造設備、

研究開発設備

33

(156)
1,103 2,056 195 3,390 314

本社および本社管轄

（東京都千代田区）

全社

(全社的管理業務・

販売業務)

本社事務及び製品販

売他

17,235

(313)
7,832 41 374 25,484 408

横浜事業所

（横浜市西区）

サービス等

(研究開発)

金属、軽金属並びに

情報通信、エネル

ギー・産業機材、電

装・エレクトロニク

ス等の研究開発施設

・設備

36

(17)
1,207 677 85 2,007 160

(2）国内子会社

　 平成20年 3月31日現在

会社名
（所在地）

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）

従業員数
（人）土地

(面積千㎡)
建物及び構
築物

機械装置及
び運搬具

工具他
（含む建設
仮勘定）

合計

古河電池（株）

（福島県いわき市）

電装・エレク

トロニクス

蓄電池・電源

製造設備

842

(96)
1,453 1,964 386 4,647 274

古河サーキットフォイル（株）

（栃木県日光市）
金属

電解銅箔の製

造設備

1,056

(157)
3,283 5,466 3,224 13,031 314

東北古河電工（株）

（青森県八戸市）
情報通信

光部品製造設

備

1,791

(141)
587 165 22 2,568 70

岡野電線（株）

（神奈川県大和市）
情報通信

通信ケーブル

の製造設備

278

(35)
979 299 122 1,680 156

古河スカイ（株）

（福井県坂井市）
軽金属

軽金属品の製

造設備

13,093

(873)
11,143 16,971 1,700 42,909 476

古河樹脂加工（株）

（千葉市美浜区）

エネルギー・

産業機材

電線管路材の

製造設備

1,555

(21)
390 177 143 2,267 72

(3）在外子会社

　 平成20年 3月31日現在

会社名
（所在地）

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）

従業員数
（人）土地

(面積千㎡)
建物及び構
築物

機械装置及
び運搬具

工具他
（含む建設
仮勘定）

合計

FURUKAWA INDUSTRIAL 

S.A.PRODUTOS ELETRICOS

（ブラジル・クリチバ）

情報通信
通信ケーブル

の製造設備

366

(424)
1,372 1,296 305 3,340 365

OFS Fitel,LLC

（アメリカ・ノークロス）
情報通信

光ファイバ・

ケーブルの製

造設備

1,986

(270)
3,108 1,209 479 6,785 294

　（注）　金額には消費税等を含まない。

３【設備の新設、除却等の計画】

　当社グループ（当社及び連結子会社）の設備投資については、４年間（平成18年度～平成21年度）の中期計画に基
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づいて年間単位の計画を作成している。連結子会社の設備投資に関しては、各社が個別に策定しているが、当社を中心

にグループ全体での調整を図っている。

　当連結会計年度後１年間の設備投資計画は、49,800百万円であり、事業の種類別セグメント毎の内訳は次のとおりで

ある。

事業の種類別セグメントの名称
平成20年3月末計画金額

（百万円）
設備等の主な内容・目的

　情報通信 6,600
光ファイバ・ケーブルの増産

光部品の量産化、及び増産 

　エネルギー・産業機材 7,300

超高圧電線の増産 

半導体テープの増産

産業用電線の増産  

　金属 9,900
銅合金・条の増産

銅箔品の増産　

　軽金属 12,800

大型基板ホルダーの増産

溶解炉、均熱炉の燃料転換及び省エネ化

営業システムの構築

　電装・エレクトロニクス 10,900

ハードディスク用基板の量産

自動車用電装部品等の量産

電子機能材の増産　　　 　

　サービス他　 2,300
新製品化開発を目的とした研究開発投資

既存建物・付帯設備の維持・更新

合計 49,800 　

（注）１．金額に消費税等を含まない。

　　　２．経常的な設備の更新のための除売却を除き、重要な設備の除売却の計画はない。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 2,500,000,000

優先株式 50,000,000

劣後株式 46,000,000

計 2,596,000,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数（株）
（平成20年3月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年6月26日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 706,539,179 706,539,179

東京証券取引所

大阪証券取引所

名古屋証券取引所

（以上各市場第一部）

完全議決権株

式であり、権利

内容に何ら限

定のない当社

の標準となる

株式

計 706,539,179 706,539,179 － －

（注）提出日現在発行数には、平成20年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された

株式数は含まれていない。
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（２）【新株予約権等の状況】

①平成14年6月27日の株主総会で特別決議された、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権

 
事業年度末現在

（平成20年3月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年5月31日）

新株予約権の数（個） 490 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 490,000 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 533 同左

新株予約権の行使期間 平成16年7月1日

～平成20年6月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　533

資本組入額　　　267

同左

新株予約権の行使の条件 当社の取締役の地位を失った後

も、2年内に限り権利を行使するこ

とができる。権利者が死亡した場

合には、相続人が権利行使をする

ことができる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡する場合は、取

締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項

－ － 

②平成15年6月27日の株主総会で特別決議された、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権

 
事業年度末現在

（平成20年3月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年5月31日）

新株予約権の数（個） 280 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数

（個）
－ －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 280,000 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 333 同左

新株予約権の行使期間 平成17年7月1日

～平成21年6月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　333

資本組入額　　　167

同左

新株予約権の行使の条件 当社の取締役または執行役員の地

位を失った後も、2年内に限り権利

を行使することができる。権利者が

死亡した場合には、相続人が権利行

使をすることができる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡する場合は、取締

役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項

－ － 

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はない。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金
残高
（百万円）

平成15年4月 1日～

平成16年3月31日
－ 655,640 － 59,233 － 68,394

平成16年6月29日

（注）１
－ 655,640 － 59,233 △57,289 11,105

平成17年3月28日

（注）２
 4,000 659,640 10,000 69,233 10,000 21,105

平成17年4月 1日～

平成18年3月31日

（注）３

45,937 705,578 － 69,233 － 21,105

平成17年4月 1日～

平成18年3月31日

（注）４

380 705,958 78 69,312 78 21,183

平成18年4月 1日～

平成19年3月31日

（注）４

225 706,183 46 69,358 46 21,229

平成19年９月14日

（注）５
281 706,464 － 69,358 202 21,431

平成19年4月 1日～

平成20年3月31日

 （注）４

75 706,539 14 69,373 14 21,446

　（注）１．平成16年6月29日開催の定時株主総会の決議に基づき、資本準備金を減少し、欠損填補したものである。

２．第三者割当により劣後株式を発行したことによる増加である。

割当先 みずほ証券㈱、発行株数 4,000千株、発行価格 1株につき5,000円、資本組入額 1株につき2,500円

３．劣後株式4,000千株を普通株式49,937千株に転換したことによる増加である。

　      ４．新株予約権の行使による増加である。

　　　　５．株式交換の実施に伴う新株発行によるものである。

　　　　　　発行価格　　202,299,000円

　　　　　　資本組入額　0円

　

（５）【所有者別状況】

 平成20年3月31日現在

区分

株式の状況（1単元の株式数1,000株）
単元未満株

式の状況

（株）
政府及び地

方公共団体
金融機関

金融商品取

引業者

その他の

法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） －　 111 80 695 326 33 66,340 67,585 －

所有株式数（単元） －　 268,721 13,802 51,995 159,828 61 211,093 705,500 1,039,179

所有株式数の割合（％） －　 38.09 1.96 7.37 22.65 0.01 29.92 100.00　 －

　（注）１．自己株式9,226,349株は、「個人その他」欄に9,226単元を、「単元未満株式の状況」欄に349株を、それぞれ含め

て記載している。

２．「その他の法人」の欄に、証券保管振替機構名義の株式を71単元含めて記載している。
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（６）【大株主の状況】

　 平成20年3月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

日本マスタートラスト信託銀
行株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 35,663,000 5.05

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 31,213,000 4.42

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社（信託口４）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 23,961,000 3.39

みずほ信託退職給付信託　み
ずほ銀行口　再信託受託者　資
産管理サービス信託

東京都中央区晴海１丁目８番12号 22,928,250 3.25

朝日生命保険相互会社 東京都千代田区大手町２丁目６番１号 16,050,000 2.27

古河機械金属株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目２番３号 13,290,455 1.88

指定単 受託者 中央三井ア
セット信託銀行株式会社 １口 東京都港区芝３丁目23番１号 12,544,000 1.78

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 11,895,000 1.68

富士電機ホールディングス株
式会社

神奈川県川崎市川崎区田辺新田１番１号 11,000,000 1.56

みずほ信託退職給付信託　古
河機械金属口　再信託受託者　
資産管理サービス信託

東京都中央区晴海１丁目８番12号 10,919,000 1.55

計 － 189,463,705 26.82

　（注）１．朝日生命保険相互会社については、上記16,050,000株とは別に、同社が退職給付信託として信託設定した株式

が10,500,000株ある。

　　　　２．平成19年12月6日関東財務局提出の変更報告書の写しが送付され、平成19年11月30日現在で以下のとおり株式を

所有している旨の記載があるが、当社として当期末現在における実質保有状況の確認ができないので、上記

大株主の状況には含めていない。

提出者（大量保有者）の氏名または名称
保有株式数
 （株）

保有割合
 （％）

中央三井アセット信託銀行株式会社 37,583,000 5.32

中央三井信託銀行株式会社 3,828,000 0.54

中央三井アセットマネジメント株式会社 910,000 0.13

計 42,321,000 5.99

　　　　３．平成19年12月21日関東財務局提出の変更報告書の写しが送付され、平成19年12月14日現在で以下のとおり株式を

所有している旨の記載があるが、当社として当期末現在における実質保有状況の確認ができないので、上記

大株主の状況には含めていない。

提出者（大量保有者）の氏名または名称
保有株式数
 （株）

保有割合
 （％）

株式会社みずほ銀行 22,928,250 3.25

株式会社みずほコーポレート銀行 1,208,484 0.17

みずほ証券株式会社 1,122,000 0.16

 みずほ信託銀行株式会社 8,807,000 1.25

 みずほ投信投資顧問株式会社 1,111,000 0.16

計　 35,176,734 4.98

　　　　４．平成20年4月7日関東財務局提出の変更報告書の写しが送付され、平成20年3月31日現在で以下のとおり株式を所

有している旨の記載があるが、当社として当期末現在における実質保有状況の確認ができないので、上記大

株主の状況には含めていない。
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提出者（大量保有者）の氏名または名称
保有株式数
 （株）

保有割合
 （％）

バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社 17,988,000 2.55

バークレイズ・グローバル・インベスターズ、エヌ・エイ 17,877,894 2.53

バークレイズ・グローバル・ファンド・アドバイザーズ 4,444,000 0.63

 バークレイズ・グローバル・インベスターズ・リミテッド 6,565,000 0.93

 バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド 887,000 0.13

計　 47,761,894 6.76

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年3月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  　　　　 －　 　 － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

普通株式 9,226,000
－ －

（相互保有株式）

普通株式 550,000
－ －

完全議決権株式（その他）（注）１ 普通株式 695,724,000 695,724 －

単元未満株式（注）２ 普通株式 1,039,179 － －

発行済株式総数 706,539,179 － －

総株主の議決権 － 695,724 －

　（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が71,000株含まれている。また、「議決

権の数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数71個が含まれている。

２．「単元未満株式」の欄には当社所有の自己株式が349株含まれている。

②【自己株式等】

　 平成20年3月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

（自己保有株式）

古河電気工業株式会社

東京都千代田区丸の

内２丁目２番３号
9,226,000 －　 9,226,000 1.31

（相互保有株式）

山崎金属産業株式会社

東京都千代田区岩本

町１丁目８番11号
530,000 　－ 530,000 0.08

（相互保有株式）

オリエクス株式会社

東京都台東区上野６

丁目16番16号
20,000 －　 20,000 0.00

計 － 9,776,000 　－ 9,776,000 1.38
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（８）【ストックオプション制度の内容】

　当社はストックオプション制度を採用している。

①　当該制度は旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、当社の業績向上に対する意欲や士気を一層

高めることを目的に、取締役に新株予約権を無償で発行するもので、平成14年６月27日の定時株主総会（以下本

総会という）において決議されたものである。当該制度の概要は次のとおりである。

決議年月日 平成14年６月27日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役（23名）（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数（株） 「(2)新株予約権等の状況①」に記載している。（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上（注）３

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

　（注）１．本総会終結の時において在任する当社取締役を対象とする。

２．新株予約権発行日以降、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の新株予約権の目的たる株式の数は

分割または併合の比率に応じ比例的に調整される。

３．新株予約権発行日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く）における東京証券取引所におけ

る当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り上げる。ただし、

当該金額が本総会開催日の前日（平成14年６月26日）の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近

日の終値）を下回る場合は、当該終値とする。

なお、新株予約権発行日以降、株式の分割または併合が行われる場合、発行価額は分割または併合の比率に応

じ比例的に調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

また、新株予約権発行日以降、時価を下回る価額で新株を発行（転換社債の転換の場合を除く）するときは、

次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数
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②　当該制度は旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、当社の業績向上に対する意欲や士気を一層

高めることを目的に、取締役に新株予約権を無償で発行するもので、平成15年６月27日の定時株主総会（以下本

総会という）において決議されたものである。当該制度の概要は次のとおりである。

決議年月日 平成15年６月27日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役及び執行役員（22名）（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数（株）  「(2)新株予約権等の状況②」に記載している。(注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上（注）３

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

　（注）１．本総会終結の時において在任する当社取締役および本総会終結後に開催される取締役会において選任される

執行役員を対象とする。

２．新株予約権発行日以降、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の新株予約権の目的たる株式の数は

分割または併合の比率に応じ比例的に調整される。

３．新株予約権発行日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く）における東京証券取引所におけ

る当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り上げる。ただし、

当該金額が本総会開催日の前日（平成15年６月26日）の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近

日の終値）を下回る場合は、当該終値とする。

なお、新株予約権発行日以降、株式の分割または併合が行われる場合、発行価額は分割または併合の比率に応

じ比例的に調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

また、新株予約権発行日以降、時価を下回る価額で新株を発行（転換社債の転換の場合を除く）するときは、

次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第３号に基づく普通株式の取得、会社法第155条第７号の規定に基づく単元未満株

式の買取請求による普通株式の取得、会社法第155条第９号に基づく普通株式の取得、会社法第155条第13号に基づく

普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はない。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　　　会社法第155条第３号に基づく普通株式の取得

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（平成19年8月30日）での決議状況

（取得期間　平成19年8月31日～平成19年9月27日）
10,000,000 5,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 8,941,000 4,999,668,000

残存決議株式の総数及び価格の総額 1,059,000 332,000

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） 10.59 0.00664

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合（％） 10.59 0.00664

　

　　　会社法第155条第９号の規定に基づく普通株式の取得

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（平成20年5月12日）での決議状況

（取得日　平成20年5月12日）
74 39,812

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 － －

残存決議株式の総数及び価格の総額 － －

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） － －

当期間における取得自己株式 74 27,010

提出日現在の未行使割合（％） － －

　

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　　　会社法第155条第７号の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株式の取得

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 13,378 7,358,194

当期間における取得自己株式（注） 1,718 618,622

（注）当期間における取得自己株式には、平成20年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式は含まれていない。

　　　会社法第155条第13号の規定に基づく普通株式の取得

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 157,000 83,131,000

当期間における取得自己株式 1,000 325,000

　

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
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区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
　　－　  － 　　2,717,106 1,325,947,728

その他

（単元未満株式の買増請求）（注）
3,135 1,657,500 － －

保有自己株式数 9,226,349 － 6,512,035 －

（注）単元未満株式の買増請求の当期間には、平成20年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取引は含まれていな

い。

３【配当政策】

　当社は、安定配当を基本としながら、長期的視野に立って今後の収益動向を見据えつつ、将来の事業展開に見合った

配当を行うことを基本方針としている。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としている。

  これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会である。

　当事業年度の配当については、上記方針に基づき、１株当たり７円の配当（うち中間配当3.5円）を実施した。この結

果、当事業年度の配当性向は47.0%となった。

　内部留保資金については、事業基盤の一層の拡充強化のため、今後の成長を見据えた研究開発投資や設備投資を行っ

ていく。

　当社は、取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めている。

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりである。

決議年月日
配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当額

（円）

平成19年11月8日

取締役会決議
2,441 3.5

平成20年6月26日

定時株主総会決議
2,440 3.5
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４【株価の推移】

（１）【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第182期 第183期 第184期 第185期 第186期

決算年月 平成16年3月 平成17年3月 平成18年3月 平成19年3月 平成20年3月

最高（円） 543 582 1,125 1,027 763

最低（円） 210 379 414 604 302

　（注）　東京証券取引所市場第一部株価による。

（２）【当事業年度中最近6月間の月別最高・最低株価】

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年1月 2月 3月

最高（円） 609 560 499 437 447 365

最低（円） 510 416 423 363 353 302

　（注）　東京証券取引所市場第一部株価による。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（千株）

取締役会長

（代表取締役）
CEO 石原　廣司 昭和16年８月１日

昭和40年４月日本電信電話公社入社

平成６年６月日本電信電話株式会社取締役

平成８年６月同社常務取締役

平成11年１月当社入社顧問

平成11年６月専務取締役

平成15年６月代表取締役社長、COO

平成16年３月代表取締役社長、CEO兼COO

平成20年６月代表取締役会長、CEO（現）

（注）

３

57

取締役社長

（代表取締

役）

COO 吉田　政雄 昭和24年２月５日

昭和47年４月当社入社

平成13年９月経理部長

平成14年６月取締役経理部長

平成15年６月執行役員常務、経理部長兼経営企画室長

平成16年１月執行役員常務、経営企画室長

平成16年４月執行役員常務、CFO兼経営企画室長

平成16年６月常務取締役兼執行役員常務、CFO兼経営企画

室長

平成16年11月常務取締役兼執行役員常務、CFO

平成17年６月常務取締役兼執行役員常務、CMO兼輸出管理

室長

平成17年11月常務取締役兼執行役員常務、CMO兼輸出管理

室長兼関西支社長兼同支社四国支店長兼同

支社北陸支店長兼中国支社長

平成18年２月常務取締役兼執行役員常務、CMO兼輸出管理

室長

平成18年６月専務取締役兼執行役員専務、CMO兼輸出管理

室長兼エネルギー・産業機材カンパニー長

平成18年８月専務取締役兼執行役員専務、CMO兼エネル

ギー・産業機材カンパニー長

平成20年６月代表取締役社長、COO（現）

（注）

３

25

取締役  吉野　哲夫 昭和13年11月24日

昭和40年４月古河鉱業株式会社入社（現　古河機械金属株

式会社）

平成９年６月同社取締役

平成11年６月同社常務取締役

平成13年６月同社取締役社長

平成15年６月当社取締役（現）

平成19年６月古河機械金属株式会社取締役会長（現）

（注）

３

1
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（千株）

取締役  金子　崇輔 昭和17年９月29日

昭和41年４月株式会社第一銀行入行

平成６年６月株式会社第一勧業銀行取締役（旧　株式会社

第一銀行、現　株式会社みずほ銀行）

平成７年５月同行常務取締役

平成９年５月同行専務取締役

平成９年６月同行取締役副頭取

平成11年４月同行取締役副頭取退任

第一勧業証券株式会社取締役社長

平成12年10月みずほ証券株式会社取締役会長

平成14年12月同社取締役会長退任

平成15年６月株式会社神戸製鋼所監査役（現）

清和興業株式会社顧問（現　清和綜合建物株

式会社）

平成16年４月同社特別顧問（現）

平成17年６月当社取締役（現）

（注）

３

5

取締役  藤田　純孝 昭和17年12月24日

昭和40年４月伊藤忠商事株式会社入社

平成７年６月同社取締役

平成９年４月同社常務取締役

平成11年４月同社専務取締役

平成13年４月同社取締役副社長

平成18年４月同社取締役副会長

平成18年６月同社取締役副会長、社長補佐

平成20年６月同社相談役（現）

当社取締役（現）　

（注）

３

－

取締役
執行役員副社長

CMO
北野谷　惇 昭和20年10月８日

昭和45年４月当社入社

平成11年６月エレクトロニクス・コンポーネント事業部

長

平成13年６月取締役エレクトロニクス・コンポーネント

事業部長

平成15年６月常務取締役兼執行役員常務、エレクトロニク

ス・コンポーネント事業部長

平成16年４月常務取締役兼執行役員常務、電装・エレクト

ロニクスカンパニー長

平成18年６月専務取締役兼執行役員専務、電装・エレクト

ロニクスカンパニー長

平成20年６月取締役兼執行役員副社長、CMO（現）

（注）

３

5

取締役

執行役員専務

CPO兼CTO兼

研究開発本部長

中野　耕作 昭和21年８月30日

昭和49年４月当社入社

平成12年10月金属カンパニー主幹兼同カンパニー技術部

長

平成13年６月取締役金属カンパニー副カンパニー長

平成15年６月執行役員常務、金属カンパニー長

平成18年６月常務取締役兼執行役員常務、CPO兼CTO兼研

究開発本部長

平成19年６月専務取締役兼執行役員専務、CPO兼CTO兼研

究開発本部長

平成20年６月取締役兼執行役員専務、CPO兼CTO兼研究開

発本部長（現）

（注）

３

18
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（千株）

取締役

執行役員常務

情報通信カンパ

ニー長

室田　勝比古 昭和25年10月12日

昭和49年４月当社入社

平成13年４月裸線事業部千葉裸線製造部長

平成15年３月ファイテル製品事業部長

平成16年４月情報通信カンパニー海外事業推進室長

平成16年６月執行役員、情報通信カンパニー海外事業推進

室長

平成17年５月執行役員、情報通信カンパニー海外事業統括

兼同カンパニー製造統括

平成17年６月執行役員、情報通信カンパニー副カンパニー

長　

平成17年12月執行役員常務、OFS Fitel,LLC会長兼CEO兼

OFS BrightWave,LLC会長兼CEO　

平成18年９月執行役員常務、OFS Fitel,LLC会長兼CEO

平成20年６月取締役兼執行役員常務、情報通信カンパニー

長（現）

（注）

３

1

取締役

執行役員常務

CFO兼J-SOX対

応プロジェクト

チーム長

櫻　日出雄 昭和26年７月19日

昭和50年４月当社入社

平成12年６月経営企画室関連会社部長

平成15年４月経営管理部長

平成16年１月経理部長

平成16年６月執行役員、経理部長

平成17年６月取締役兼執行役員、CFO兼経理部長

平成18年６月常務取締役兼執行役員常務、CFO

平成18年８月常務取締役兼執行役員常務、CFO兼J-SOX対

応プロジェクトチーム長

平成20年６月取締役兼執行役員常務、CFO兼J-SOX対応プ

ロジェクトチーム長（現）　

（注）

３
10

取締役
執行役員常務

CSO
立川　直臣 昭和26年１月27日

昭和50年４月当社入社

平成９年12月産業機材事業本部企画管理部長

平成13年７月ファイテル・ネットワーク企画管理部長

平成15年１月ネットワーク事業部企画管理ユニットシニ

アマネージャー

平成16年４月情報通信カンパニーファイテル企画管理部

長

平成16年９月情報通信カンパニー主査

平成17年６月執行役員、人事総務部長

平成19年６月執行役員常務、人事総務部長

平成20年２月執行役員常務、人事総務部長兼経営研究所長

平成20年６月取締役兼執行役員常務、CSO（現）　

（注）

３

17
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（千株）

取締役

執行役員常務　

電装・エレクト

ロニクスカンパ

ニー長兼同カン

パニー自動車部

品事業部長兼同

事業部営業統括

部長兼同事業部

アルミワイヤ

ハーネス事業化

チーム長

柳本　正博 昭和23年９月８日

昭和46年４月当社入社

平成７年７月金属事業本部企画管理部長

平成11年６月金属カンパニー企画管理部長

平成11年10月金属カンパニー第一営業部長

平成15年６月中部支社長

平成18年６月執行役員、中部支社長

平成19年２月執行役員、電装・エレクトロニクスカンパ

ニー副カンパニー長兼中部支社長

平成19年４月執行役員、電装・エレクトロニクスカンパ

ニー副カンパニー長兼同カンパニー自動車

部品事業部長兼同事業部営業統括部長

平成19年６月執行役員常務、電装・エレクトロニクスカン

パニー副カンパニー長兼同カンパニー自動

車部品事業部長兼同事業部営業統括部長

平成20年６月取締役兼執行役員常務、電装・エレクトロニ

クスカンパニー長兼同カンパニー自動車部

品事業部長兼同事業部営業統括部長兼同事

業部アルミワイヤハーネス事業化チーム長

（現）

（注）

３

3

取締役

執行役員

CSRO兼CSR推

進本部長兼同本

部輸出管理室長

佐藤　哲哉 昭和27年12月４日

昭和50年４月通商産業省（現　経済産業省）入省

平成13年１月原子力安全・保安院審議官（産業保安担

当）

平成14年７月大臣官房審議官（基準認証担当）

平成16年６月退官

平成16年７月商工組合中央金庫理事

平成18年７月同理事退任

平成18年８月当社入社執行役員、輸出管理室長

平成19年２月執行役員、CSRO兼CSR推進本部長兼同本部

輸出管理室長

平成19年６月取締役兼執行役員、CSRO兼CSR推進本部長

兼同本部輸出管理室長（現）

（注）

３

2

監査役

（常勤）
 小川　博正 昭和24年２月21日

昭和47年４月当社入社

平成14年６月総務部長

平成15年６月執行役員総務部長

平成16年６月監査役（常勤）（現）

（注）

４

15

監査役

（常勤）
 伊藤　隆彦　 昭和26年７月24日　

昭和49年４月当社入社　

平成11年６月軽金属カンパニー企画管理部長　

平成13年６月資材部長　

平成15年６月執行役員、人事部長　

平成16年６月執行役員、人事総務部長　

平成17年６月古河ライフサービス株式会社取締役社長

古河ファイナンス・アンド・ビジネス・サ

ポート株式会社取締役社長

材工株式会社取締役社長

平成18年６月古河ファイナンス・アンド・ビジネス・サ

ポート株式会社取締役社長退任

材工株式会社取締役社長退任

平成20年６月古河ライフサービス株式会社取締役社長退

任

当社監査役（常勤）（現）

　

（注）

４

4
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（千株）

監査役  藤田　讓 昭和16年11月24日

昭和39年４月朝日生命保険相互会社入社

平成４年７月同社取締役

平成６年４月同社常務取締役

平成８年４月同社取締役社長（現）

平成16年６月当社監査役（現）

（注）

４
-

監査役  工藤　正 昭和18年７月９日

昭和42年４月株式会社第一銀行入行

平成７年６月株式会社第一勧業銀行取締役（旧　株式会社

第一銀行、現　株式会社みずほ銀行）

平成９年５月同行常務取締役

平成10年５月同行専務取締役

平成11年４月同行取締役副頭取

平成14年１月同行取締役副頭取兼株式会社みずほホール

ディングス取締役

平成14年４月株式会社みずほ銀行取締役頭取兼株式会社み

ずほホールディングス取締役

平成15年１月株式会社みずほ銀行取締役頭取兼株式会社み

ずほフィナンシャルグループ取締役兼株式会

社みずほホールディングス取締役

平成16年３月株式会社みずほ銀行取締役頭取退任

株式会社みずほフィナンシャルグループ取締

役退任

株式会社みずほホールディングス取締役退任

平成16年４月株式会社みずほ銀行理事（現）

平成17年６月当社監査役（現）

（注）

５
-

計 163

　（注）１．取締役吉野哲夫、金子崇輔、藤田純孝の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役である。

２．監査役藤田讓、工藤正の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役である。

３．平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。

４．平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。

５．平成17年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。

６．当社では、取締役会の活性化・経営のスピードアップを目的に、執行役員制度を導入している。執行役員は18

名（執行役員副社長1名、執行役員専務1名、執行役員常務6名、執行役員10名）でうち7名は取締役を兼務して

いる。
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７．当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役１名を選出してい

る。補欠社外監査役の略歴は以下のとおりである。

氏名 生年月日 略歴
所有
株式数
（千株）

頃安　健司 昭和17年４月16日

昭和42年４月 検事任官

平成５年４月 最高検察庁検事

平成５年12月 大津地方検察庁検事正

平成８年１月 法務省官房長

平成９年12月 最高検察庁総務部長

平成11年４月 最高検察庁刑事部長

平成11年12月 法務総合研究所長

平成13年５月 札幌高等検察庁検事長

平成14年６月 名古屋高等検察庁検事長

平成15年２月 大阪高等検察庁検事長

平成16年６月 同退官

平成16年７月 東京永和法律事務所入所（現）

平成16年８月 株式会社ベルシステム24取締役

平成17年３月 株式会社平和監査役（現）

平成17年６月 東海旅客鉄道株式会社取締役（現）

　 三井住友海上火災保険株式会社取締役（現）

平成20年４月 三井住友海上グループホールディングス株式会社取締

役（現）　

平成20年５月 株式会社ベルシステム24取締役退任

-

（注）頃安健司氏は、当社の顧問弁護士である。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】

 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社および当社グループでは、意思決定の迅速化など経営の効率化を進め、事業環境や市場の変化に機動的に対応

して業績の向上に努めるとともに、内部統制システムの構築・整備を通じて経営の健全性を維持し、もって永続的

な業容の拡大・発展、企業価値の増大を図ることを基本方針としている。また、株主、取引先、地域社会、従業員ほか、

当社グループを取り巻くすべてのステークホルダーとの良好な関係を維持・発展させ、社会に有用な企業であり続

けるために、地球環境との調和を図りながら、人々の暮らしを豊かにする優れた製品や技術を社会に提供するとと

もに、グループを挙げてＣＳＲ活動やコンプライアンス活動に取り組むなど、企業の社会的責任を果たせるよう努

めている。

（１）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

①会社の機関の内容

当社は、会社の機関設計として監査役設置会社を採用している。当社では、取締役会から制度的に独立した監査

役および監査役会の機能を重視するとともに、取締役会の運営等の面で工夫を凝らし、委員会設置会社型の利点

とされる業務執行の監督機能の強化や意思決定の迅速化を図ることにより、より充実したコーポレート・ガバナ

ンスが行われると考えている。

　取締役会については、コーポレート・ガバナンスの要として業務執行の監督機能を十分に発揮できるようにす

るため、社外取締役を選任するとともに、後述のとおり社外取締役・社外監査役のサポート体制を整えている。ま

た、毎月定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を随時開催し、重要な業務執行に係る意思決定

を迅速に行えるようにしている。なお、取締役会の監督機能をより強化するため、本年6月26日開催の第186回定時

株主総会において社外取締役を１名増員し、取締役12名のうち社外取締役は3名となった。

　当社においては、社外取締役および社外監査役が、取締役会に付議・報告される事項について十分な知識をもっ

て取締役会に臨めるようにするため、事前に資料を配布して入念な説明を行っている。社外取締役および社外監

査役は、取締役会において積極的に発言しているが、取締役会における意思決定は、社外取締役・社外監査役の意

見を尊重し、活発な議論を経て行うようにしている。

　業務執行体制としてはカンパニー制およびチーフ・オフィサー制を敷いており、経営の最高責任者（ＣＥＯ）

である会長ならびに業務執行の最高責任者（ＣＯＯ）である社長の総攬の下、事業運営に関しては「情報通

信」、「電装・エレクトロニクス」、「金属」および「エネルギー・産業機材」の４カンパニーのカンパニー長

が、グループ全体の戦略・資源配分・管理等に関してはＣＳＯ、ＣＰＯ、ＣＭＯ、ＣＴＯ、ＣＦＯおよびＣＳＲＯの

各チーフ・オフィサーが、それぞれ責任者として業務執行を行っており、その業務執行の状況は、四半期毎に取締

役会へ報告されている。重要な業務執行については、重要性の度合いに応じて、取締役会の決議、経営会議の決議

または稟議による社長決裁により決定している。

　会長、社長、カンパニー長およびチーフ・オフィサーにより構成される経営会議は、原則として毎月3回開催さ

れ、経営上の重要事項に関する審議・検討を行うとともに、取締役会に付議すべき事項を除く重要事項を決定し

ている。取締役会に付議すべき事項については、経営会議での検討を経た後、取締役会において、社外取締役・社

外監査役も交えてさらに慎重な審議・検討を行ったうえで決定している。なお、当社では、取締役会の決議・承認

を要する事項、経営会議の決議・承認を要する事項および稟議による社長決裁を要する事項ならびにこれらに報

告すべき事項について、詳細かつ具体的な基準を設けて社内に周知している。

　監査については、監査役会において決定した監査方針・監査計画に基づきこれを実施するとともに、監査結果に

ついては、定期的に社長等に報告されている。定例監査役会は、原則として２ヶ月に１回開催され、必要に応じて

臨時監査役会を随時開催している。常勤の監査役は、経営会議その他の重要な会議に出席するほか、稟議書をはじ

めとする重要な決裁書類の閲覧、社内各部門およびグループ各社の往査等を行い、その内容および結果を監査役

会に報告している。また、内部監査を行う部門としてＣＳＲ推進本部内に監査部（専任２名、兼務６名）を設けて

おり、経営諸活動の全般にわたる管理・運営制度及び業務の遂行状況を適法性と効率性の観点から監視・検証

し、その結果に基づいて社内およびグループ各社に対し情報の提供ならびに改善・合理化への助言・勧告等を

行っている。さらに監査機能の充実を図るために、監査役、会計監査人、監査部が相互に連携し情報や意見を交換

しているほか、監査役からの要請に基づき、取締役からの独立性を保障された監査役補助使用人を置いている。
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②内部統制システムの整備の状況

当社では、職務執行の効率性の維持・向上、法令遵守（コンプライアンス）、リスク管理、情報管理およびグ

ループ会社管理を内部統制の目的と考え、次のとおり内部統制システムを整備・構築し、運用している。なお、当

該内容は、2006年５月11日に開催された取締役会において、「内部統制システム構築・整備についての基本方

針」として決議され、2008年４月25日に開催された取締役会において改正されたものである。

　　a. 職務執行の効率性

中期経営計画および単年度予算において達成すべき経営目標を具体的に定め、社長、カンパニー長およびチーフ

・オフィサーは、その達成に向けて職務を遂行し、達成状況を定期的に取締役会に報告している。これらの達成状

況は、報酬等において適正に反映されるものとしている。また、取締役会、稟議等で意思決定すべき事項について

は、詳細かつ具体的な付議・報告基準を定めるとともに、カンパニー長およびチーフ・オフィサーの職務権限、職

務分掌等についても、社内規程により明確化している。また、社内部門長の職務権限、職務分掌等についても社内

規程により明確化するとともに、組織変更等に応じて、常に見直しがなされる仕組みを構築している。　　　　　　　　　　

　

　ｂ．コンプライアンス体制

「古河電工グループ企業行動憲章」を倫理法令遵守の基本理念とし、社内規程に基づき、社長が最高責任者とな

り、コンプライアンス委員会を中心として、社内教育や法令違反の点検などのコンプライアンス活動を推進して

いる。また、「内部通報制度」を設けコンプライアンス違反の早期発見と是正を図るほか、内部監査部門であるＣ

ＳＲ推進本部が各部門の職務執行状況をモニタリングすることにより、コンプライアンス体制を含む内部統制シ

ステムが有効に機能しているかを検証し、これらの結果が経営層に報告される体制を築いている。

　　ｃ. リスク管理体制

「リスク管理基本規程」においてリスク管理体制と管理方法について定めるとともに、取締役会の下に、社長、カ

ンパニー長ならびにチーフ・オフィサーから構成されるＣＳＲ・リスクマネジメント委員会を設け、当社グルー

プの事業運営上のリスク全般を俯瞰し、その評価と管理方法の妥当性について検証する体制を整えている。ＣＳ

Ｒ・リスクマネジメント委員会は、各関係会社・社内部門における情報セキュリティ体制の整備、地震などの災

害時における事業継続計画の策定を推進するとともに、各種リスクのうち、コンプライアンス、品質管理、安全環

境等重要性が高いと認識されるものについては、特別委員会を設置して、重点的に管理する体制を敷いている。こ

れらの体制に加え、取締役会、稟議等により重要な意思決定を行う際には、当該事案から予測されるリスク等を資

料等に明示し、これらを認識したうえで判断することとしている。

　　ｄ. 情報管理体制

取締役会、稟議等の重要な意思決定に係る記録および書類は、法令および社内規程に基づき適切に管理・保存さ

れている。また、上記以外の職務の執行に係る各種情報についても、情報資産としての重要性と保護の必要性の観

点から、統一的な基準を制定し、情報管理体制を運用している。

　　e. グループ会社管理

グループ経営の管理に関して定めた規程に基づき、グループ会社毎にこれを所管する責任者を定め、経営状況の

把握および経営指導を行っている。また、主要なグループ会社への非常勤役員の派遣のほか、当社監査役およびＣ

ＳＲ推進本部による監査等により、コンプライアンスやリスク管理等を含む経営全般のモニタリングを行ってい

る。

　ｆ．財務報告の適正性確保

「内部統制基本規程」に基づき、財務報告の適正性を確保するための内部統制システムの構築・整備に関する基

本方針を定めるとともに、内部統制システムの構築・整備・運営・モニタリングの体制と責任を明確にしてい

る。また、金融商品取引法に定められた内部統制報告書の作成・提出へ向け、Ｊ-ＳＯＸ対応プロジェクトチームを

設置して体制整備に取り組んでおり、当社の財務報告にかかる信頼性の維持・向上に努めている。 

③内部監査および監査役監査の状況

当社の監査役は４名、うち２名が社外監査役である。また、監査役の職務を補助するスタッフ２名を置いてい

る。

　各監査役は、監査役会が定めた監査方針および監査計画に基づき、重要な会議への出席、重要な書類の閲覧、取締

役及び各部門およびグループ会社からの聴取や往査等により監査を行っている。監査役会の監査方針・監査計画

は、取締役会で報告され、監査の結果や状況についても定期的に取締役会および社長が報告を受けている。
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内部監査については、社長直轄のＣＳＲ推進本部が実施している。ＣＳＲ推進本部は、各部門の業務執行状況を

定期的にモニタリングして、当該部門および経営層への報告を行っている。モニタリングにあたっては、内部統制

制度とリスク管理の視点から、以下の点を重視した活動を展開している。

　　・ 社内各部門の業務の有効性と効率性

　　・ 意思決定に係る文書・情報等の管理・保管状況

　　・ 社内規程類の整備状況および有効性、遵守状況

　　・ コンプライアンスの状況

　　・ 各部門のリスクの管理状況および全社的なリスク・マネジメントの状況 など

　監査役、ＣＳＲ推進本部及び会計監査人は年間監査計画や監査報告の定期的な情報交換のほか、随時意見交換を

行って、密接に連携をとり、お互いの監査業務をより実効性のあるものとするよう努めている。また、監査役は、主

要なグループ会社の監査役とも連絡会を開催し、相互の情報交換により連携を図っている。

 ④ 会計監査の状況

昨年の定時株主総会終結による任期満了までの間、当社の会計監査人は、みすず監査法人（旧　中央青山監査法

人）と監査法人日本橋事務所であり、業務を執行した社員は、片山英木氏、平野洋氏、矢野浩一氏、黒田克司氏及び

木下雅彦氏の５名、継続監査年数は片山英木氏が2年、その他の業務執行社員は全て1年であった。業務執行社員以

外の監査従事者は公認会計士10名、会計士補5名及びその他6名であった。

　みすず監査法人（旧　中央青山監査法人）が平成18年に２ケ月間の業務停止処分を受けたことから、平成18年の

定時株主総会決議において監査法人日本橋事務所とみすず監査法人を会計監査人として選任し（但し、みすず監

査法人については、業務停止期間終了後の平成18年９月１日をもって選任の効力が発生）、以後両監査法人が共

同で当社の監査にあたっていた。

　なお、両監査法人からの昨年の定時株主総会終結のときをもって任期満了により退任したい旨の申出があった

ことにより、同定時株主総会決議において新日本監査法人を後任の会計監査人に選任し、本年6月26日開催の第

186回定時株主総会終結による任期満了までの間、同監査法人が当社の監査にあたった。業務を執行した社員は、

小島秀雄氏、黒澤誠一氏、鈴木聡氏の3名、継続監査年数は１年である。業務執行社員以外の監査従事者は公認会計

士９名、会計士補３名及びその他18名であった。

 ⑤ 社外取締役および社外監査役との関係

 社外取締役 吉野哲夫氏は、古河機械金属株式会社の代表取締役であり、当社は同社からの不動産の賃借等の

取引があるほか、同社は、当社の大株主（出資比率1.88％）である。

　 社外監査役 藤田讓氏は、朝日生命保険相互会社の代表取締役であり、同社は、当社の主要な借入先であるとと

もに当社の大株主（出資比率2.27％）である。

　   （２）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備の状況

　　　　①基本的な考え方

　　　　　古河電工グループ企業行動憲章において、「反社会的勢力には毅然とした態度で対応します」という基本的　　な考

え方を示している。より具体的には、ＣＳＲ行動規範において、「反社会的勢力（反社会的な個人または団体）

に対しては、不当な要求に屈することのないよう、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断します」と定めて

いる。

　　　　②整備状況

　　　　　 上述のとおり、古河電工グループ企業行動憲章およびＣＳＲ行動規範に基本的な考え方を謳い、全役職員に徹底し

ていることに加え、ＣＳＲ行動規範マニュアルの中に具体的な対応方法を記載し周知させている。組織的には、

対応統括部署を人事総務部と定め、東京都公安委員会による講習を修了した不当要求防止責任者を設置してい

る。

  また、当社は、社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会（特暴連）に加盟し、特暴連会報や特暴連ニュー

スによって情報収集を行っているほか、不当要求防止責任者が特暴連全体研修会、ブロック別研修会、ブロック

別定例会にも参加し、最新情報の収集を行うとともに特暴連や近隣企業との連携を深めている。

 （３） リスク管理体制の整備の状況

上記「（１）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 ② 内部統制システムの整備の状況ｃ.リ

スク管理体制」に記載のとおりである。

 （４） 役員報酬の内容

　当社の取締役及び監査役に対する役員報酬の当期支給額は、以下のとおりである。

　　　取締役に支払った報酬　382百万円（うち社外取締役　14百万円）

　　　監査役に支払った報酬　 72百万円（うち社外監査役　12百万円）

　　　　合 計 　　　　　　  454百万円

 （５） 監査報酬の内容

当社の新日本監査法人への公認会計士法（昭和23年法律第103号）第2条第1項に規定する業務に基づく報酬は

44百万円、それ以外の業務に基づく報酬は10百万円である。　

　なお、当社が監査法人日本橋事務所及びみすず監査法人に支払うべき当期に係る監査の対価となる報酬等はな

い。
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 （６） 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責

任を限定する契約を締結している。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、７百万円または法令が定める額

のいずれか高い額である。　

 （７） 取締役の定数

当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めている。　

 （８） 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めている。

これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的と

するものである。　

　　 （９）取締役の選任の決議要件

　　　　　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めている。

　　 （10）自己株式の取得

　　　　　当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって同条第１項に定める市場取引等により自己の

株式を取得することができる旨定款に定めている。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的と

するものである。

　　 （11）中間配当

　　　　　当社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者

に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めている。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的

とするものである。

　　 （12）取締役および監査役の責任免除

　　　　　当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であったものを含む。）および

監査役（監査役であったものを含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除す

ることができる旨定款に定めている。これは、取締役および監査役がその職務の遂行にあたり期待される役割を

十分に発揮できるようにすることを目的とするものである。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。

　なお、前連結会計年度（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連

結会計年度（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成している。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成している。

　なお、前事業年度（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度

（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成している。

２．監査証明について

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）の

連結財務諸表及び前事業年度（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）の財務諸表について、みすず監査法人及

び監査法人日本橋事務所により監査を受けている。また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結

会計年度（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）の連結財務諸表及び当事業年度（平成19年4月1日から平成20

年3月31日まで）の財務諸表について、新日本監査法人により監査を受けている。

  なお、当社の監査法人は次のとおり交代している。

  前連結会計年度及び前事業年度  みすず監査法人及び監査法人日本橋事務所

  当連結会計年度及び当事業年度  新日本監査法人
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  
前連結会計年度

（平成19年 3月31日）
当連結会計年度

（平成20年 3月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）
Ⅰ　流動資産

       

１．現金及び預金 ＊1  46,664   47,328  

２．受取手形及び売掛金 ＊5  281,276   281,202  

３．有価証券   8,149   40  

４．たな卸資産   116,911   117,996  

５．繰延税金資産   4,546   8,085  

６．その他   76,173   48,626  

貸倒引当金   △2,137   △1,843  

流動資産合計   531,584 48.5  501,435 49.4

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ＊1  245,762   254,390  

(2）機械装置及び運搬具 ＊1  612,299   634,424  

(3）工具器具備品 ＊1  78,698   81,728  

(4）土地 ＊1  89,732   87,816  

(5）建設仮勘定   20,534   13,143  

減価償却累計額   △709,348   △733,276  

有形固定資産合計   337,679 30.8  338,227 33.3

２．無形固定資産        

(1）のれん   20,201   17,942  

(2）その他   22,856   18,584  

無形固定資産合計   43,057 3.9  36,526 3.6

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 *1,3  151,033   107,128  

(2）出資金 ＊3  8,526   8,784  

(3）長期貸付金   4,690   3,581  

(4）長期前払費用   1,177   1,237  

(5）繰延税金資産   10,819   10,823  

(6）その他   12,659   11,757  

貸倒引当金   △4,520   △4,725  

投資その他の資産合計   184,387 16.8  138,587 13.7

固定資産合計   565,124 51.5  513,341 50.6

資産合計   1,096,708 100.0  1,014,777 100.0
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前連結会計年度

（平成19年 3月31日）
当連結会計年度

（平成20年 3月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形及び買掛金 ＊5  164,480   150,057  

２．短期借入金 ＊1  157,994   172,072  

３．コマーシャル・ペーパー   14,000   11,000  

４．社債   35,465   6,716  

５．未払法人税等   11,704   14,008  

６．繰延税金負債   8,156   5  

７．前受金   3,286   4,001  

８．製品補償引当金 　  3,401   3,401  

９．その他 ＊1  56,201   57,912  

流動負債合計   454,689 41.5  419,175 41.3

Ⅱ　固定負債        

１．社債   70,146   69,650  

２．長期借入金 ＊1  150,568   139,612  

３．繰延税金負債   15,364   527  

４．退職給付引当金   78,940   77,449  

５．環境対策引当金   1,682   3,406  

６．その他 ＊1  9,013   9,974  

固定負債合計   325,716 29.7  300,620 29.6

負債合計   780,406 71.2  719,795 70.9

        

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１．資本金 　  69,358 6.3  69,373 6.8

２．資本剰余金 　  21,230 1.9  21,447 2.1

３．利益剰余金 　  108,744 9.9  119,712 11.8

４．自己株式 　  △59 △0.0  △5,147 △0.5

株主資本合計 　  199,274 18.1  205,384 20.2

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

１．その他有価証券評価差額金 　  47,093 4.3  24,732 2.5

２．繰延ヘッジ損益 　  3,920 0.4  2,018 0.2

３．為替換算調整勘定 　  △3,240 △0.3  △200 △0.0

評価・換算差額等合計 　  47,773 4.4  26,550 2.7

Ⅲ　少数株主持分 　  69,255 6.3  63,046 6.2

純資産合計 　  316,302 28.8  294,982 29.1

負債純資産合計 　  1,096,708 100.0  1,014,777 100.0
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②【連結損益計算書】

  
前連結会計年度

（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,104,709 100.0  1,174,247 100.0

Ⅱ　売上原価 ＊４  930,399 84.2  1,002,410 85.4

売上総利益   174,309 15.8  171,837 14.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ＊１       

１．販売費  38,700   40,816   

２．一般管理費 ＊４ 81,976 120,676 10.9 82,573 123,390 10.5

営業利益   53,632 4.9  48,447 4.1

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  1,855   1,193   

２．受取配当金  2,262   2,198   

３．為替差益  2,225   －   

４．持分法による投資利益  476   1,896   

５．ヘッジ取引清算益  －   1,306   

６．その他  2,561 9,381 0.8 2,005 8,600 0.7

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  9,675   8,773   

２. 為替差損  －   3,131   

３. たな卸資産処分損　  1,362   －   

４．その他  2,386 13,424 1.2 4,310 16,215 1.3

経常利益   49,589 4.5  40,831 3.5

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産処分益 ＊２ 11,931   －   

２．投資有価証券売却益  1,130   947   

３．在外子会社社会負担金還付  －   1,954   

４．補助金収入　  －   564   

５．その他 ＊２　 4,695 17,758 1.6 1,959 5,426 0.5

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産処分損 ＊３ 3,841   1,868   

２．減損損失 ＊５ －   3,481   

３．貸倒引当金繰入額  1,525   2,274   

４．環境対策費用 ＊６　 1,672   2,544   

５．その他  2,321 9,360 0.9 5,054 15,223 1.4

税金等調整前当期純利益   57,986 5.2  31,034 2.6

法人税、住民税及び事業税  17,529   20,367   

法人税等調整額  5,874 23,403 2.1 △8,901 11,466 0.9

少数株主利益   4,817 0.4  4,276 0.4

Ⅷ　当期純利益   29,765 2.7  15,291 1.3
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成18年 4月 1日　至　平成19年 3月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日　残高
（百万円）

69,312 21,183 84,768 △45 175,218

連結会計年度中の変動額      

新株予約権行使 46 46   92

剰余金の配当　（注）   △4,235  △4,235

利益処分による役員賞与   △105  △105

当期純利益   29,765  29,765

連結子会社の増加に伴う増加高   1,138  1,138

連結子会社の増加に伴う減少高   △1,489  △1,489

持分法会社の増加に伴う減少高   △949  △949

連結子会社の減少に伴う増加高   0  0

連結子会社の減少に伴う減少高   △4  △4

在外会社退職給付繰入額   △144  △144

自己株式の取得    △15 △15

自己株式の処分  0  1 1

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

46 47 23,976 △14 24,055

平成19年3月31日　残高
（百万円）

69,358 21,230 108,744 △59 199,274

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年3月31日　残高
（百万円）

51,851 － △3,826 48,025 63,456 286,700

連結会計年度中の変動額       

新株予約権行使      92

剰余金の配当      △4,235

利益処分による役員賞与      △105

当期純利益      29,765

連結子会社の増加に伴う増加高      1,138

連結子会社の増加に伴う減少高      △1,489

持分法会社の増加に伴う減少高      △949

連結子会社の減少に伴う増加高      0

連結子会社の減少に伴う減少高      △4

在外会社退職給付繰入額      △144

自己株式の取得      △15

自己株式の処分      1

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△4,758 3,920 585 △252 5,798 5,546

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△4,758 3,920 585 △252 5,798 29,601

平成19年3月31日　残高
（百万円）

47,093 3,920 △3,240 47,773 69,255 316,302

 　　（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目2,117百万円を含んでいる。

当連結会計年度（自　平成19年 4月 1日　至　平成20年 3月31日）
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株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年3月31日　残高
（百万円）

69,358 21,230 108,744 △59 199,274

連結会計年度中の変動額      

新株予約権行使 14 14   28

株式交換による増加  202   202

剰余金の配当   △4,912  △4,912

当期純利益   15,291  15,291

連結子会社の増加に伴う増加高   44  44

連結子会社の増加に伴う減少高   △14  △14

持分法会社の増加に伴う増加高   435  435

非連結子会社合併に伴う増加高   141  141

在外会社退職給付繰入額   △17  △17

自己株式の取得    △5,090 △5,090

自己株式の処分  0  1 1

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

14 216 10,967 △5,088 6,110

平成20年3月31日　残高
（百万円）

69,373 21,447 119,712 △5,147 205,384

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年3月31日　残高
（百万円）

47,093 3,920 △3,240 47,773 69,255 316,302

連結会計年度中の変動額       

新株予約権行使      28

株式交換による増加      202

剰余金の配当      △4,912

当期純利益      15,291

連結子会社の増加に伴う増加高      44

連結子会社の増加に伴う減少高      △14

持分法会社の増加に伴う増加高      435

非連結子会社合併に伴う増加高      141

在外会社退職給付繰入額      △17

自己株式の取得      △5,090

自己株式の処分      1

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△22,360 △1,901 3,040 △21,222 △6,209 △27,431

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△22,360 △1,901 3,040 △21,222 △6,209 △21,320

平成20年3月31日　残高
（百万円）

24,732 2,018 △200 26,550 63,046 294,982
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  
前連結会計年度

(自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日)

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益  57,986 31,034

減価償却費  37,902 42,128

持分法による投資損益(△は投資利益)  △476 △1,896

有価証券及び投資有価証券の売却損益(△は売却益)  △1,109 △108

投資有価証券の評価損  106 1,512

固定資産処分益  △11,931 －

固定資産処分損  3,841 1,868

固定資産の減損損失  － 3,481

たな卸資産処分損  1,362 1,197

受取利息及び受取配当金  △4,117 △3,392

支払利息  9,675 8,773

為替差損益（△は為替差益）  △1,664 2,548

売上債権の減少額（△は増加額）  △28,957 △2,025

たな卸資産の減少額（△は増加額）  △14,167 △3,665

未収還付法人税等の減少額  － 23,095

仕入債務の増加額（△は減少額）  21,868 △13,587

退職給付引当金の増加額（△は減少額）  △463 △1,175

その他  7,070 22,914

小計  76,927 112,704

利息及び配当金の受取額  4,511 3,321

利息の支払額  △9,499 △8,853

法人税等の支払額  △21,215 △16,412

営業活動によるキャッシュ・フロー  50,724 90,760

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

有価証券の取得による支出  △5,944 －

有価証券の売却による収入  6,032 5,233

投資有価証券等の取得による支出  △6,817 △6,074

投資有価証券等の売却等による収入  2,096 9,941

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 ＊２ － △3,390

有形固定資産の取得による支出  △40,000 △42,956

無形固定資産の取得による支出  △1,832 △2,307

固定資産の売却による収入  15,101 2,298

その他  1,751 △14,858

投資活動によるキャッシュ・フロー  △29,612 △52,113
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前連結会計年度

(自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日)

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増加額(△は純減少額)  1,831 △6,990

コマーシャル・ペーパーの純増加額(△は純減少額)  13,000 △3,000

長期借入れによる収入  17,760 53,424

長期借入金返済による支出  △35,453 △44,349

社債の発行による収入  42,100 6,300

社債の償還による支出  △56,116 △35,545

株式の発行による収入  92 28

少数株主への株式の発行による収入  1,779 65

自己株式の取得による支出  － △5,088

親会社による配当金の支払額  △4,235 △4,912

少数株主への配当金の支払額  △1,336 △1,540

その他  △115 24

財務活動によるキャッシュ・フロー  △20,694 △41,581

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  1,654 △78

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△は減少額）  2,072 △3,012

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  41,566 45,862

Ⅶ　新規連結会社に係る現金及び現金同等物の期首残高  2,316 307

Ⅷ　連結除外に係る現金及び現金同等物の減少額  △93 －

Ⅸ　合併に係る現金及び現金同等物の増加額  － 670

Ⅹ　現金及び現金同等物の期末残高 ＊１ 45,862 43,827
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項

　連結の範囲に含めた子会社は次の108社である。 　連結の範囲に含めた子会社は次の110社である。

古河テクノリサーチ㈱

㈱古河電工エンジニアリングサービス

古河ネットワークソリューション㈱

四国電線㈱ ㈱新満電

古河日光発電㈱ 古河スカイ滋賀㈱

東日本鍛造㈱ ＦＣＭ㈱

㈱ＡＣＥ２１ 古河スカイ㈱

㈱エルコンポ スカイサービス㈱

古河スカイテクノ㈱ ㈱システムスカイ

理研電線㈱ 古河電池㈱

古河総合設備㈱ 古河精密金属工業㈱

協和電線㈱ 古河サーキットフォイル㈱

古河産業㈱ 古河電工産業電線㈱

古河オートモーティブパーツ㈱ 古河樹脂加工㈱

㈱古河テクノマテリアル 旭電機㈱

奥村金属㈱ エフコ㈱

ミハル通信㈱ ㈱井上製作所

㈱正電社 古河エレコム㈱

材工㈱ 東北古河電工㈱

㈱成和技研 古河カラーアルミ㈱

古河物流㈱ ㈱フォーム化成

古河インフォメーション・テク

ノロジー㈱

 

古河インフォネット㈱ ㈱横浜ドラム製作所

古河ファイナンス・アンド・ビ

ジネス・サポート㈱

古河ライフサービス㈱

㈱ニッケイ加工 ㈱エフアイ・テクノ

岡野電線㈱ サンサニー工業㈱

アクセスケーブル㈱ 日本金属箔工業㈱

日本製箔㈱ 　

Trocellen GmbH

瀋陽古河電纜有限公司

PT TEMBAGA MULIA SEMANAN TBK

台日古河銅箔股?有限公司

FURUKAWA METAL(THAILAND)PUBLIC CO.,LTD.

P.T. Furukawa Indal Aluminum

FURUKAWA(THAILAND) CO.,LTD.

FEC THAI HOLDING CO.,LTD.

BANGKOK TELECOM CO.,LTD.

THAI FIBER OPTICS CO.,LTD.

FE MAGNET WIRE(MALAYSIA) SDN.BHD.

FURUKAWA ELECTRIC NORTH AMERICA,INC.

FURUKAWA ELECTRIC SINGAPORE PTE.LTD.

FURUKAWA INDUSTRIAL S.A. PRODUTOS ELETRICOS

古河テクノリサーチ㈱

㈱古河電工エンジニアリングサービス

古河ネットワークソリューション㈱

四国電線㈱ ㈱新満電

古河日光発電㈱ 古河スカイ滋賀㈱

東日本鍛造㈱ ＦＣＭ㈱

㈱ＡＣＥ２１ 古河スカイ㈱

㈱エルコンポ スカイサービス㈱

古河スカイテクノ㈱ ㈱システムスカイ

理研電線㈱ 古河電池㈱

古河総合設備㈱ 古河精密金属工業㈱

協和電線㈱ 古河サーキットフォイル㈱

古河産業㈱ 古河電工産業電線㈱

古河ＡＳ㈱ 古河樹脂加工㈱

㈱古河テクノマテリアル 旭電機㈱

奥村金属㈱ エフコ㈱

ミハル通信㈱ ㈱井上製作所

㈱正電社 古河エレコム㈱

材工㈱ 東北古河電工㈱

㈱成和技研 古河カラーアルミ㈱

古河物流㈱ ㈱フォーム化成

古河インフォメーション・テク

ノロジー㈱

 

古河Ｃ＆Ｂ㈱ ㈱横浜ドラム製作所

古河ファイナンス・アンド・ビ

ジネス・サポート㈱

古河ライフサービス㈱

㈱ニッケイ加工 ㈱エフアイ・テクノ

岡野電線㈱ サンサニー工業㈱

アクセスケーブル㈱ 日本金属箔工業㈱

日本製箔㈱ ㈱エヌ・テック

古河パワーコンポーネンツ㈱ 　

Trocellen GmbH

瀋陽古河電纜有限公司

PT TEMBAGA MULIA SEMANAN TBK

台日古河銅箔股?有限公司

FURUKAWA METAL(THAILAND)PUBLIC CO.,LTD.

P.T. Furukawa Indal Aluminum

FURUKAWA(THAILAND) CO.,LTD.

FEC THAI HOLDING CO.,LTD.

BANGKOK TELECOM CO.,LTD.

THAI FIBER OPTICS CO.,LTD.

FE MAGNET WIRE(MALAYSIA) SDN.BHD.

FURUKAWA ELECTRIC NORTH AMERICA,INC.

FURUKAWA ELECTRIC SINGAPORE PTE.LTD.

FURUKAWA INDUSTRIAL S.A. PRODUTOS ELETRICOS
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前連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

古河国際股?有限公司

Furukawa FITEL(Thailand)Co.,Ltd. 

古河金属（無錫）有限公司

天津津河電工有限公司

古河電装配件（嘉興）有限公司

OFS Laboratories,LLC

Polifoam Plastic Processing,Co.Ltd.

FURUKAWA GP AUTO PARTS(HK)LTD.

古河奇鋐電子（蘇州）有限公司

西古光繊光纜有限公司

FURUKAWA ELECTRIC NORTH AMERICA APD,INC.

FURUKAWA AMERICA,INC.

Optical Communication Products,Inc.

Furukawa Electric Europe Ltd.

FURUKAWA EMPREENDIMENTOS

 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Thai Furukawa Unicomm Engineering Co.,Ltd

FURUKAWA AUTOMOTIVE PARTS （VIETNAM） INC.

FURUKAWA PRECISION (THAILAND) CO.,LTD.

FURUKAWA ELECTRIC AUTOPARTS PHILIPPINES INC.

OFS Fitel,LLC

                    　　　　　　　他２３社

古河国際股?有限公司

Furukawa FITEL(Thailand)Co.,Ltd. 

古河金属（無錫）有限公司

天津津河電工有限公司

古河電装配件（嘉興）有限公司

OFS Laboratories,LLC

Polifoam Plastic Processing,Co.Ltd.

FURUKAWA GP AUTO PARTS(HK)LTD.

古河奇鋐電子（蘇州）有限公司

西古光繊光纜有限公司

FURUKAWA ELECTRIC NORTH AMERICA APD,INC.

FURUKAWA AMERICA,INC.

Optical Communication Products,Inc.

Furukawa Electric Europe Ltd.

FURUKAWA EMPREENDIMENTOS

 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Thai Furukawa Unicomm Engineering Co.,Ltd

FURUKAWA AUTOMOTIVE PARTS （VIETNAM） INC.

FURUKAWA PRECISION (THAILAND) CO.,LTD.

FURUKAWA ELECTRIC AUTOPARTS PHILIPPINES INC.

OFS Fitel,LLC

恵州古河金山汽配有限公司

古河（天津）精密?業有限公司

Furukawa-Sky Aluminum（Vietnam）Inc.

                    　　　　　　　他２０社

  古河テクノリサーチ㈱、㈱古河電工エンジニアリング

サービス、古河国際股?有限公司、

Furukawa FITEL(Thailand)Co.,Ltd. 、古河金属（無錫）有

限公司、天津津河電工有限公司、古河電装配件（嘉興）

有限公司他1社は重要性が増したため、当連結会計年度

より連結子会社とした。OFS Laboratories,LLCは新設され

たため、当連結会計年度より連結子会社とした。

Polifoam Plastic Processing,Co.Ltd.、

FURUKAWA GP AUTO PARTS(HK)LTD.、古河奇鋐電子

（蘇州）有限公司他4社は持分が増加したため、当連結

会計年度より連結子会社とした。

　㈱山田軽金属製作所、Trocellen Iberica S.A.他2社は持分

の減少等により、当連結会計年度より連結の範囲から除

外した。FURUKAWA FINANCE NETHERLANDS B.V.は

清算業務の進展により、重要性が低下したため連結の範

囲から除外した。

　P.T.FURUKAWA SUPREME OPTICAL CABLEなど非連

結子会社はその総資産・売上高・損益及び利益剰余金

の額のいずれにおいても小規模であり全体としても連

結財務諸表に重要な影響を及ぼしていない。

  ㈱エヌ・テック、恵州古河金山汽配有限公司、古河

（天津）精密?業有限公司、Furukawa-Sky Aluminum

（Vietnam）Inc. はそれぞれ重要性が増したため、当連結

会計年度より連結子会社とした。古河パワーコンポーネ

ンツ㈱は新設されたため、当連結会計年度より連結子会

社とした。

　OFS BRIGHTWAVE,LLC他1社は合併により消滅した。

Trocellen Latinoamerica Ltda.は、売却により当連結会計年

度より連結の範囲から除外した。

　古河オートモーティブパーツ㈱は古河ＡＳ㈱に、古河

インフォネット㈱は古河Ｃ＆Ｂ㈱に社名変更した。

　Furukawa Electric Institute of Technology Co.,Ltd.など非

連結子会社はその総資産・売上高・損益及び利益剰余

金の額のいずれにおいても小規模であり全体としても

連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていない。
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前連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した会社は以下の14社である。 (1）持分法を適用した会社は以下の16社である。

関連会社：

（14社）

東京特殊電線㈱、原子燃料工業㈱、ブ

ロードワイヤレス㈱、㈱ビスキャス、

上海日光銅業有限公司

 Trocellen Iberica S.A.

 LEAR FURUKAWA CORPORATION

、

SHINCHANG CONNECTOR CO.,

LTD.、

FEMCO MAGNET WIRE CORPOR

ATION、

ADVANCED MICRO SENSOR,INC.、

MBK Furukawa Sistemas S.A.、

Asia Vital Components Co.,Ltd.、

　　　　　　　　　　　　他2社

関連会社：

（16社）

東京特殊電線㈱

原子燃料工業㈱

ブロードワイヤレス㈱

㈱ビスキャス

上海日光銅業有限公司

 Trocellen Iberica S.A.

 LEAR FURUKAWA CORPORATION

SHINCHANG CONNECTOR CO.,

LTD.

FEMCO MAGNET WIRE CORPOR

ATION

ADVANCED MICRO SENSOR,INC.

MBK Furukawa Sistemas S.A.

Asia Vital Components Co.,Ltd.

上海金亭汽車線束有限公司

　

　　　　　　　　　　　　他3社

　上海日光銅業有限公司他1社は重要性が増したため、

当連結会計年度より持分法を適用した。持分の減少に

より当連結会計年度より連結の範囲から除外した

Trocellen Iberica S.A.に持分法を適用した。前連結会計

年度途中に持分の減少によって持分法の適用範囲か

ら除外したコーミ金属㈱他1社を当連結会計年度より

持分法の適用範囲から除外した。

　雲南銅業古河電気有限公司などは、その損益または

利益剰余金の額のいずれにおいても小規模であり全

体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないため、持分法を適用していない。

　上海金亭汽車線束有限公司他1社は重要性が増した

ため、当連結会計年度より持分法を適用した。

　雲南銅業古河電気有限公司などは、その損益または

利益剰余金の額のいずれにおいても小規模であり全

体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないため、持分法を適用していない。
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前連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち古河国際股?有限公司、

Furukawa FITEL(Thailand)Co.,Ltd、古河金属（無錫）有限

公司、天津津河電工有限公司、古河電装配件（嘉興）有

限公司、OFS Laboratories,LLC、Polifoam Plastic Processing,

Co.Ltd.、FURUKAWA GP AUTO PARTS(HK)LTD.、古河奇

鋐電子（蘇州）有限公司、瀋陽古河電纜有限公司、台日

古河銅箔股?有限公司、

PT TEMBAGA MULIA SEMANAN TBK、

FURUKAWA METAL(THAILAND)PUBLIC CO.,LTD.、

P.T.Furukawa Indal Aluminum、FURUKAWA (THAILAND)

CO.,LTD.、FEC THAI HOLDING CO.,LTD.、

BANGKOK TELECOM CO.,LTD.、

THAI FIBER OPTICS CO.,LTD.、

FE MAGNET WIRE (MALAYSIA)SDN.BHD.、

FURUKAWA ELECTRIC NORTH AMERICA,INC.、

FURUKAWA ELECTRIC SINGAPORE PTE.LTD.、

FURUKAWA INDUSTRIAL S.A.

 PRODUTOS ELETRICOS、

FURUKAWA ELECTRIC NORTH AMERICA APD,INC.、

FURUKAWA AMERICA,INC.、

FURUKAWA EMPREENDIMENTOS 

ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA、

FURUKAWA AUTOMOTIVE PARTS（VIETNAM）INC.、

FURUKAWA PRECISION (THAILAND) CO.,LTD.、

FURUKAWA ELECTRIC AUTOPARTS PHILIPPINES INC.

、

西古光繊光纜有限公司、OFS Fitel,LLC、

他24社の決算日は12月31日であるので12月31日の決算

書を使用して連結している。連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連結上必要な調整を行ってい

る。

　持分法を適用している会社のうち10社は当社と決算日

が異なっているが、当該会社の決算日現在の財務諸表を

使用している。なお、連結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な調整を行うこととしてい

る。

　連結子会社のうち古河国際股?有限公司、

Furukawa FITEL(Thailand)Co.,Ltd、古河金属（無錫）有限

公司、天津津河電工有限公司、古河電装配件（嘉興）有

限公司、OFS Laboratories,LLC、Polifoam Plastic Processing,

Co.Ltd.、FURUKAWA GP AUTO PARTS(HK)LTD.、古河奇

鋐電子（蘇州）有限公司、瀋陽古河電纜有限公司、台日

古河銅箔股?有限公司、

PT TEMBAGA MULIA SEMANAN TBK、

FURUKAWA METAL(THAILAND)PUBLIC CO.,LTD.、

P.T.Furukawa Indal Aluminum、FURUKAWA (THAILAND)

CO.,LTD.、FEC THAI HOLDING CO.,LTD.、

BANGKOK TELECOM CO.,LTD.、

THAI FIBER OPTICS CO.,LTD.、

FE MAGNET WIRE (MALAYSIA)SDN.BHD.、

FURUKAWA ELECTRIC NORTH AMERICA,INC.、

FURUKAWA ELECTRIC SINGAPORE PTE.LTD.、

FURUKAWA INDUSTRIAL S.A.

 PRODUTOS ELETRICOS、

FURUKAWA ELECTRIC NORTH AMERICA APD,INC.、

FURUKAWA AMERICA,INC.、

FURUKAWA EMPREENDIMENTOS 

ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA、

FURUKAWA AUTOMOTIVE PARTS（VIETNAM）INC.、

FURUKAWA PRECISION (THAILAND) CO.,LTD.、

FURUKAWA ELECTRIC AUTOPARTS PHILIPPINES INC.

、

西古光繊光纜有限公司、OFS Fitel,LLC、

恵州古河金山汽配有限公司、古河（天津）精密?業有限

公司、Furukawa-Sky Aluminum（Vietnam）Inc.、

他21社の決算日は12月31日であるので12月31日の決算

書を使用して連結している。連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連結上必要な調整を行ってい

る。

　持分法を適用している会社のうち12社は当社と決算日

が異なっているが、当該会社の決算日現在の財務諸表を

使用している。なお、連結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な調整を行うこととしてい

る。

 

EDINET提出書類

古河電気工業株式会社(E01332)

有価証券報告書

 59/120



前連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　たな卸資産 ①　たな卸資産

  主として総平均法に基づく原価法 同左

②　有価証券

　満期保有目的債券

　主に償却原価法

②　有価証券

　満期保有目的債券

同左

　その他有価証券

　時価のあるもの

             決算日の市場価格等に基づく時価法（評価

           差額は全部純資産直入法により処理し、売却

           原価は主として移動平均法により算定）

　その他有価証券

　時価のあるもの

同左

　時価のないもの

　主として移動平均法による原価法

　時価のないもの

同左

③　デリバティブ

　時価法

③　デリバティブ

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産 ①　有形固定資産

　主として当社と国内連結子会社は、建物は定額法、

建物以外については定率法を採用しているが、在外

連結子会社は、主に定額法を採用している。

同左

 （会計方針の変更）

  当社及び国内連結子会社は、当連結会計年度より、

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産につい

ては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変

更している。これにより営業利益、経常利益、税金等調

整前当期純利益は、それぞれ663百万円減少している。

  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に

記載している。

（追加情報）

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴

い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の5％に到達した連結会計年度の翌連結

会計年度より、取得価額の5％相当額と備忘価額との

差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上している。

  これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益はそれぞれ3,606百万円減少している。

  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に

記載している。

②　無形固定資産 ②　無形固定資産

　定額法を採用している。

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づく定額法を採

用している。

同左
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前連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

(3）重要な繰延資産の処理方法 (3）重要な繰延資産の処理方法

株式交付費

支出時に全額費用として処理している。

株式交付費

同左

社債発行費

支出時に全額費用として処理している。

社債発行費

同左

(4）重要な引当金の計上基準 (4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金 ①　貸倒引当金

　金銭債権の貸倒損失に備えるため、一般債権につ

いては主に貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上している。

同左

②　退職給付引当金 ②　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき、当連結会計年度末において発生していると

認められる額を計上している。

  過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（1年～17年）による定

額法により費用処理している。

  数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（1～17年）による定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理するこ

ととしている。

同左

③　役員退職慰労引当金 ③　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、会社の内

規に基づく期末要支給額を計上している。

         なお、当社は平成18年4月28日の取締役会におい

       て、同年6月29日定時株主総会終結のときをもって

       役員退職慰労金制度を廃止することを決議し、同総

       会で、退任役員に対する退職慰労金の支給ならびに

       在任役員に対する打切り支給を決議した。当連結会

       計年度末において未支給の金額については、固定負

       債の「その他」として計上している。

同左

④　製品補償引当金 ④　製品補償引当金

　製品の品質に関する補償費用の支出に備えるた

め、今後必要と見込まれる金額を計上している。

同左

⑤　環境対策引当金 ⑤　環境対策引当金

　ポリ塩化ビフェニル（PCB)の撤去等の環境関連費

用の支出に備えるため、今後発生すると見込まれる

金額を計上している。

　　　ポリ塩化ビフェニル（PCB)の撤去や土壌改良工

　　　事等の環境関連費用の支出に備えるため、今後発

生すると見込まれる金額を計上している。

(5）重要なリース取引の処理方法 (5）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、主

として通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっている。

同左
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前連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

(6）ヘッジ会計の方法 (6）ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用している。なお、為替予約に

ついて振当処理の要件を満たしているものは振当

処理を、金利スワップについて特例処理の要件を満

たしているものは特例処理を採用している。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　金利スワップ：借入金

　為替予約：外貨建売掛債権、外貨建買入債務等

　地金先物取引：原材料、仕掛品

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

　

③　ヘッジ方針

　借入債務、確定的な売買契約等に対し、金利変動、

為替変動及び原材料価格変動等のリスクを回避す

ることを目的としてヘッジを行っている。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー

変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッ

シュ・フロー変動の累計を比較し、その基礎数値の

価格に起因する部分以外の部分を除外した変動額

の比率によって有効性を評価している。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）消費税等の会計処理方法

税抜処理を採用している。

(7）消費税等の会計処理方法

同左

(8）連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用している。

(8）連結納税制度の適用

同左

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 ５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時

価評価法を採用している。

同左

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項

　原則として5年間で均等償却を行っており、効果の発現

する期間を合理的に見積ることが可能なものは、その見

積り年数によっている。但し、金額に重要性がない場合

には、発生時に一時償却している。米国において発生し、

金額に重要性がある場合には米国会計基準書第142号に

もとづき、耐用年数が確定できないと判断された無形固

定資産については均等償却せず、年一回または減損の可

能性を示す事象が発生した時点で、公正価額にもとづく

減損の判定を行い、簿価を下回っていると判断される場

合は、公正価額まで評価損を認識する。

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項

同左

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 ７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及

び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなる。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第5号　平成17年12月9

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号　平成

17年12月9日）を適用している。

  従来の資本の部の合計に相当する金額は、243,126百万

円である。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成している。

──────
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（表示方法の変更）

前連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

（連結貸借対照表） ──────

　前連結会計年度において、「連結調整勘定」として掲記

されていたものは、当連結会計年度から「のれん」と表

示している。

　

（連結損益計算書） （連結損益計算書）

１．前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含め

て表示していた「たな卸資産処分損」は、営業外費用の

総額の100分の10を超えたため区分掲記している。

  なお、前連結会計年度における「たな卸資産処分損」

の金額は637百万円である。

　１．前連結会計年度まで区分掲記していた「たな卸資

産処分損」（当連結会計年度1,197百万円）は、営業外費

用の総額の100分の10以下となったため、「その他」に含

めて表示することに変更した。  

２．前連結会計年度まで区分掲記していた「固定資産減

損損失」（当連結会計年度236百万円）は、特別損失の総

額の100分の10以下となったため、特別損失の「その他」

に含めて表示することに変更した。

　２．前連結会計年度まで区分掲記していた「固定資産

処分益」（当連結会計年度143百万円）は、特別利益の総

額の100分の10以下となったため、特別利益の「その他」

に含めて表示することに変更した。

３．前連結会計年度まで特別損失の「その他」に含めて

表示していた「環境対策費用」は、特別損失の総額の100

分の10を超えたため区分掲記している。

  なお、前連結会計年度における「環境対策費用」の金

額は2,285百万円である。

　３．前連結会計年度まで特別損失の「その他」に含め

て表示していた「固定資産減損損失」は、特別損失の総

額の100分の10を超えたため区分掲記している。

 なお、前連結会計年度における「固定資産減損損失」の

金額は236百万円である。 　 　

（連結キャッシュ・フロー計算書） （連結キャッシュ・フロー計算書）　

　１．営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資産

処分益」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示

していたが、金額的重要性が増したため区分掲記してい

る。

  なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「固定資産処分益」は△4,711百万円である。

　１．営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資産

処分益」は、当連結会計年度において、金額的重　　　　　　　　

　　　要性が乏しくなったため「その他」に含めている。

　なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている「固

定資産処分益」は△143百万円である。

　２．営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資産

の減損損失」は、当連結会計年度において、金額的重要性

が乏しくなったため「その他」に含めている。

  なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「固定資産の減損損失」は236百万円である。

　２．営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資産

の減損損失」は、前連結会計年度は「その他」に含めて

表示していたが、金額的重要性が増したため区分掲記し

ている。

  なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「固定資産の減損損失」は236百万円である。

　３．投資活動によるキャッシュ・フローの「有価証券

の取得による支出」、「固定資産の売却による収入」は、

前連結会計年度は「その他」に含めて表示していたが、

金額的重要性が増したため区分掲記している。

  なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「有価証券の取得による支出」は△8,199百円、「固定資

産の売却による収入」は4,362百万円である。

　３．営業活動によるキャッシュ・フローの「未収還付

法人税等の減少額」は、前連結会計年度は「その他」に

含めて表示していたが、金額的重要性が増したため区分

掲記している。

　なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「未

収還付法人税等の減少額」は16,195百万円である。

────── 　４．財務活動によるキャッシュ・フローの「自己株式

の取得による支出」は、前連結会計年度は「その他」に

含めて表示していたが、金額的重要性が増したため区分

掲記している。

　なお、前連結会計年度の「その他」に含まれてい

る「自己株式の取得による支出」は△14百万円である。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（平成20年 3月31日）

＊１．担保資産及び担保付債務 ＊１．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりである。 　担保に供している資産は次のとおりである。

現金及び預金 100 ( －) 百万円

建物及び構築物 18,930 (6,061)  

機械装置及び運搬具 6,902 (6,103)  

工具器具備品 511 (511)  

土地 18,450 (8,811)  

投資有価証券 89 ( －)  

　合計 44,984 (21,487) 百万円

現金及び預金 50 ( －) 百万円

建物及び構築物 13,687 (3,520)  

機械装置及び運搬具 5,198 (4,821)  

工具器具備品 407 (407)  

土地 11,185 (2,663)  

投資有価証券 33 ( －) 　 

　合計 30,562 (11,413) 百万円

　担保付債務は、以下のとおりである。 　担保付債務は、以下のとおりである。

短期借入金 6,887 (2,641) 百万円

流動負債その他 98  ( －)  

長期借入金 5,621 (1,135)  

固定負債その他 253  ( －)  

　合計 12,860 (3,776) 百万円

 　 上記のうち（　）内書は工場財団抵当並びに

　当該債務を示している。

短期借入金 5,146 (2,715) 百万円

流動負債その他 105 ( －) 　 

長期借入金 7,228 (2,010)  

固定負債その他 108 ( －) 　 

　合計 12,589 (4,725) 百万円

 　 上記のうち（　）内書は工場財団抵当並びに

　当該債務を示している。

　２．受取手形割引高 970 百万円

受取手形裏書譲渡高 19,946  
　２．受取手形割引高 714 百万円

受取手形裏書譲渡高 25,021  

＊３．非連結子会社及び関連会社に対する主な資産 ＊３．非連結子会社及び関連会社に対する主な資産

投資有価証券（株式） 36,296 百万円

出資金 8,422  
投資有価証券（株式） 35,171 百万円

出資金 8,645  

　４．偶発債務 　４．偶発債務

　連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金等に

対し、債務保証を行っている。

　連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金等に

対し、債務保証を行っている。

 保証総額
うち当企業

集団負担分

(株)ビスキャス 4,785 4,785  百万円

上海日光銅業有限公司 3,019 3,019  

古河汽車配件（香港）

有限公司 1,251 1,251
 

SIAM FURUKAWA CO.,

LTD. 1,214 1,214
 

Furukawa Electric

Autoparts Central

Europe, s.r.o. 778 778

 

PENNTECQ INC. 718 718  

その他 5,394 5,376  

　合計 17,161 17,143 百万円

 保証総額
うち当企業

集団負担分

(株)ビスキャス 9,592 9,592  百万円

上海日光銅業有限公司 3,221 3,221  

古河電工（深セン）

有限公司 867 867
 

SIAM FURUKAWA CO.,

LTD. 676 676
 

古河精密（中山）

有限公司 672 672
 

Furukawa Electric

Autoparts Central

Europe, s.r.o.

539 539  

その他 4,759 4,752  

　合計 20,329 20,322 百万円
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前連結会計年度
（平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（平成20年 3月31日）

＊５．連結会計年度末日満期手形の会計処理について　　　 ──────

当連結会計年度の末日は金融機関の休日であった

が、満期日に決済が行われたものとして処理してい

る。当連結会計年度末日満期手形は次のとおりであ

る。　

　

受取手形　　　 5,773 百万円

支払手形 6,766  

受取手形割引高 543  

受取手形裏書譲渡高 8,609  

　  　

　   

　   

　   

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

＊１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目と金額は

次のとおりである。

＊１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目と金額は

次のとおりである。

荷造費及び運送費 24,111 百万円

販売手数料 3,139  

給与諸手当福利費 39,588  

退職給付費用 2,555  

減価償却費 6,136  

研究開発費 14,404  

荷造費及び運送費 24,910 百万円

販売手数料 3,000  

給与諸手当福利費 39,983  

退職給付費用 2,624  

減価償却費 5,789  

研究開発費 13,832  

＊２．固定資産処分益は、土地等の売却等によるものであ

る。

＊２．固定資産処分益は、建物等の売却等によるものであ

る。

＊３．固定資産処分損の主な内訳は、当社における建物等

処分損  1,575百万円である。

＊３．固定資産処分損の主な内訳は、当社における機械装

置等処分損  759百万円である。

＊４．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費

　　　　　　　 　　　　　　　　　    19,976 百万円

＊４．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費

　　　　　　　 　　　　　　       　19,789　百万円

 ────── ＊５．当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上した。

場所 用途 種類

減損損失

（百万

円）

 中華人民共和国

江蘇省　　他 

銅合金材料　製

造設備　等

機械装置　他　

　　
1,709

栃木県小山市　他
賃貸用資産

及び遊休資産
土地　　　 772

計　 2,481
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前連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

 ────── 　　　当社グループは、他の資産又は資産グループのキャッ

シュ・フローから概ねキャッシュ・フローを生み出

す会社、事業もしくはそれに準じた単位毎に資産のグ

ルーピングをしている。また遊休資産、賃貸資産につ

いては、物件単位毎にグルーピングを実施している。

  銅合金材料製造設備等については、営業活動から生

じる損益が継続してマイナスであり将来キャッシュ

・フローによって帳簿価額の全額を回収できる可能

性が低いと判断し、帳簿価額を回収可能価額まで減額

した。なお、当資産グループの回収可能価額は主に、将

来価値により測定しており、将来キャッシュ・フロー

を14％で割り引いて算定している。

　遊休資産及び賃貸用資産については、帳簿価額に比

較して市場価格の下落が著しいため、帳簿価額を回収

可能価額まで減額した。なお、当資産グループの回収

可能価額は主に正味売却価額により測定しており、不

動産鑑定評価額・固定資産税評価額等により評価し

ている。そのほか、在米連結子会社が米国財務会計基

準書第142号に基づき、のれんの減損テストを行った

結果、公正価額が簿価を下回っていると判断されたた

め、「のれん」の減損損失（999百万円）を計上して

いる。

　　

──────　 　＊６.環境対策費用のうち、環境対策引当金繰入額は1,837

百万円である。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年 4月 1日　至　平成19年 3月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式　（注）1 705,958 225 － 706,183

合計 705,958 225 － 706,183

自己株式　     

普通株式　（注）2 100 19 2 118

合計 100 19 2 118

（注）1.普通株式の発行済み株式数の増加は、ストックオプションとして発行された新株予約権の権利行使に　　　

　　　 よる。

      2.普通株式の自己株式の株式数の増加は単元未満株式の買取請求に、また減少は単元未満株の買増請求　

　　　 にそれぞれ応じたことによる。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　該当事項はない。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年6月29日

定時株主総会
普通株式 2,117 3 平成18年3月31日 平成18年6月30日

平成18年11月9日

取締役会
普通株式 2,118 3 平成18年9月30日 平成18年12月 8日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年6月26日

定時株主総会
普通株式 2,471 利益剰余金 3.5 平成19年3月31日 平成19年6月27日

当連結会計年度（自　平成19年 4月 1日　至　平成20年 3月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式　（注）1 706,183 356 － 706,539

合計 706,183 356 － 706,539

自己株式　     

普通株式　（注）2 118 9,111 3 9,226

合計 118 9,111 3 9,226

（注）1.普通株式の発行済み株式数の増加は、ストックオプションとして発行された新株予約権の権利行使に

　　　よる新株発行（75,000株）および古河オートモーティブパーツ株式会社（現・古河ＡＳ株式会社）との

　　　株式交換による新株発行（281,000株）による。

      2.普通株式の自己株式の株式数の増加は、取締役会決議による自己株式の取得（8,941,000株）、

　　　古河オートモーティブパーツ株式会社（現・古河ＡＳ株式会社）との株式交換に対する反対株主からの

　　　買取請求による取得（157,000株）および単元未満株式の買取請求による取得（13,378株）であり、
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　　　減少は、単元未満株式の買増請求による売渡に応じたことによる。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　該当事項はない。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年6月26日

定時株主総会
普通株式 2,471 3.5 平成19年3月31日 平成19年6月27日

平成19年11月8日

取締役会
普通株式 2,441 3.5 平成19年9月30日 平成19年12月 7日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年6月26日

定時株主総会
普通株式 2,440 利益剰余金 3.5 平成20年3月31日 平成20年6月27日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年 4月１日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月１日
至　平成20年 3月31日）

＊１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

（平成19年 3月31日現在）

＊１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年 3月31日現在）

現金及び預金勘定 46,664 百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △3,023  

有価証券勘定 2,222  

現金及び現金同等物 45,862 百万円

現金及び預金勘定 47,328 百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △3,540  

有価証券勘定 40  

現金及び現金同等物 43,827 百万円

 ────── ＊２．当連結会計年度に株式の売却により連結子会社で

なくなった会社の資産及び負債の主な内訳

　株式の売却によりOptical Communication Products,

 Inc.が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の

資産及び負債の内訳並びにOptical Communication Pr

oducts, Inc.株式の売却価額と売却による収入は次の

とおりである。

 流動資産 18,047 百万円

固定資産 3,975  

流動負債 △1,826  

固定負債 △18  

為替換算調整勘定 △586  

少数株主持分 △8,216  

株式売却益 227  

株式売却価額 11,602 　

売却先株式取得 △1,806 　

現金及び現金同等物 △13,187 　

差引：売却による収入 △3,390 百万円

（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

機械装置及び
運搬具

2,147 1,126 1,021

工具器具備品 4,544 2,878 1,665

その他 764 494 270

合計 7,456 4,499 2,957

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

機械装置及び
運搬具

1,732 893 838

工具器具備品 2,997 1,851 1,145

その他 558 342 216

合計 5,288 3,087 2,201

 

EDINET提出書類

古河電気工業株式会社(E01332)

有価証券報告書

 70/120



前連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

２．未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,366 百万円

１年超 1,590 百万円

合計 2,957 百万円

１年内 920 百万円

１年超 1,280 百万円

合計 2,201 百万円

　（注）　取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期末残高が、有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定している。

　（注）　　　　　　　同左

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失

支払リース料 2,101 百万円

減価償却費相当額 2,101 百万円

支払リース料 1,520 百万円

減価償却費相当額 1,520 百万円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっている。

同左

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はない。 

（減損損失について）

同左

（有価証券関係）

有価証券

１．満期保有目的債券で時価のあるもの

時価が連結貸借対照表計上額を
超えるもの

前連結会計年度
（平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（平成20年 3月31日）

連結貸借対
照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対
照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

①　国債・地方債等 8,124 8,124 0 － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 99 100 0 198 201 3

小計 8,223 8,225 1 198 201 3

時価が連結貸借対照表計上額を

超えないもの

前連結会計年度

（平成19年 3月31日）

当連結会計年度

（平成20年 3月31日）

連結貸借対

照表計上額

（百万円）

時価

（百万円）

差額

（百万円）

連結貸借対

照表計上額

（百万円）

時価

（百万円）

差額

（百万円）

①　国債・地方債等 5 5 － － － －

②　社債 － － － 10 10 －

③　その他 64 64 － 19 19 －

小計 70 70 － 29 29 －

合計 8,293 8,295 1 227 230 3

２．その他有価証券で時価のあるもの

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

前連結会計年度
（平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（平成20年 3月31日）

取得原価
（百万円）

連結貸借対
照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

連結貸借対
照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

①　株式 22,167 101,331 79,163 20,627 64,986 44,359

②　債券       
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連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

前連結会計年度
（平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（平成20年 3月31日）

取得原価
（百万円）

連結貸借対
照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

連結貸借対
照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

(1）国債・地方債等 － － － － － －

(2）社債 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

小計 22,167 101,331 79,163 20,627 64,986 44,359

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの

前連結会計年度

（平成19年 3月31日）

当連結会計年度

（平成20年 3月31日）

取得原価

（百万円）

連結貸借対

照表計上額

（百万円）

差額

（百万円）

取得原価

（百万円）

連結貸借対

照表計上額

（百万円）

差額

（百万円）

①　株式 2,586 2,403 △183 6,762 4,243 △2,518

②　債券       

(1）国債・地方債等 － － － － － －

(2）社債 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

③　その他 － － － 11 11 －

小計 2,586 2,403 △183 6,773 4,254 △2,518

合計 24,754 103,735 78,980 27,400 69,241 41,840

３．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日　至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日　至　平成20年 3月31日）

売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

638 242 10 4,038 698 277

４．時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

前連結会計年度（平成19年 3月31日）   

  　その他有価証券   

非上場株式 2,846百万円

株式会社みずほフィナンシャルグループ優先出資証券 5,000百万円

株式会社みずほフィナンシャルグループ優先株式 3,000百万円

当連結会計年度（平成20年 3月31日）   

  　その他有価証券   

非上場株式 2,473百万円

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的債券の今後の償還予定額

 前連結会計年度（平成19年 3月31日） 当連結会計年度（平成20年 3月31日）

 
1年以内
（百万円）

1年超 5年
以内

（百万円）

 5年超10年
以内

（百万円）

10年超
（百万円）

1年以内
（百万円）

1年超 5年
以内

（百万円）

 5年超10年
以内

（百万円）

10年超
（百万円）

①　債券         
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 前連結会計年度（平成19年 3月31日） 当連結会計年度（平成20年 3月31日）

 
1年以内
（百万円）

1年超 5年
以内

（百万円）

 5年超10年
以内

（百万円）

10年超
（百万円）

1年以内
（百万円）

1年超 5年
以内

（百万円）

 5年超10年
以内

（百万円）

10年超
（百万円）

国債・

地方債等
8,125 3 0 － 0 3 － －

社債 － － － － 10 － － －

その他 14 149 － － 19 198 － －

②　その他 － － － － － － － －

合計 8,139 153 0 － 30 202 － －

（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

(1）取引の内容 (1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替先

物予約取引及び通貨スワップ取引、金利関連では金利ス

ワップ取引及びオプション商品であるキャップ取引、

商品関連では地金先物取引である。

同左

(2）取引に対する取組方針及び利用目的 (2）取引に対する取組方針及び利用目的

　通常業務を遂行する上で、金利リスク、為替リスク、商品

相場変動リスクなど様々なリスクに晒されており、このよ

うなリスクを効率的に管理する手段として、デリバティブ

取引を活用している。金利関連のデリバティブ取引は借入

金、社債等に係わる金利変動のリスクを回避すること等を

目的として、通貨関連のデリバティブ取引は製品輸出によ

る外貨建ての売掛債権、原材料輸入による買入債務及び外

貨建て借入債務の為替レートの変動によるリスクをヘッ

ジする目的として、商品関連のデリバティブ取引は銅、ア

ルミなどの主要原材料の相場変動リスクをヘッジする目

的で利用している。なお、借入債務及び確定的な売買契約

に対してデリバティブ取引を行っており、ヘッジとして行

う以上のリスクをとるような取引は行っていない。また、

投機目的でのデリバティブ商品の保有、発行はない。

同左
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前連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

(3）取引に係るリスクの内容 (3）取引に係るリスクの内容

　デリバティブ取引は取引相手が倒産等によって契約不

履行となることで被る損失に係わる信用リスクと、金利

・為替等、市場の変動によって発生する損失に係わる市

場リスクを有している。信用リスクを極力回避するた

め、高い信用度を有する金融機関とのみ取引を行ってい

る。市場リスクについては、すべての取引はヘッジ目的

で行っており、当該取引はリスクを効果的に相殺してい

る。また、時価の変動率が大きく経営に重大な影響を及

ぼすような取引は行っていない。

同左

(4）取引に係るリスクの管理体制 (4）取引に係るリスクの管理体制

　デリバティブ取引を開始するに当たって、その種類、金

額枠及び考え方等のガイドラインの設定は担当役員の

認可事項とし、認可された範囲内での業務の執行及び日

常の管理は担当部署で行っている。担当部署には常にデ

リバティブ取引の残高状況、損益実績、見通し等を把握

し、定期的に担当部長、担当役員及び監査役に報告する

ことを義務づけている。また、重要な取引、取引の変更、

新しい商品の採用をする場合は、予め担当役員の承認を

得ることを原則としている。

同左

(5）取引の時価等に関する事項についての補足説明 (5）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　通貨スワップ取引は国外での外貨建ての借入金に関

し、返済時の為替変動リスクを回避するために利用して

いる。当該通貨スワップ取引は、「外貨建取引等会計処

理基準」により、外貨建て金銭債権債務に振り当ててい

る為、「取引の時価等に関する事項」では記載対象とは

していない。なお、「取引の時価等に関する事項」にお

ける「契約額等」（想定元本）は、デリバティブ取引に

おけるリスク量自体を表しているものではない。

同左

２．取引の時価等に関する事項

（１)　通貨関連

区分 種類

前連結会計年度（平成19年 3月31日） 当連結会計年度（平成20年 3月31日）

契約額等
（百万円）

契約額等の
うち 1年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

契約額等
（百万円）

契約額等の
うち 1年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

市場取引

以外の取

引

為替予約取引         

売建         

　米ドル 41 － 39 2 3,807 － 3,651 156

合計 41 － 39 2 3,807 － 3,651 156

前連結会計年度（平成19年 3月31日） 当連結会計年度（平成20年 3月31日）

１．時価の算定方法 １．時価の算定方法

先物為替相場を使用している。 同左　　　　　

２．ヘッジ会計が適用されているものについては、記載対

象から除いている。　　　　　

２．　　　　　　　　　 同左

（２）　金利関連
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区分 種類

前連結会計年度（平成19年 3月31日） 当連結会計年度（平成20年 3月31日）

契約額等
（百万円）

契約額等の
うち 1年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

契約額等
（百万円）

契約額等の
うち 1年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

市場取引

以外の取

引

金利スワップ取引         

　         

支払固定・受取変動 2,970 1,770 △10 △10 590 590 △0 △0

合計 2,970 1,770 △10 △10 590 590 △0 △0

前連結会計年度（平成19年 3月31日） 当連結会計年度（平成20年 3月31日）

１．時価の算定方法 １．時価の算定方法

主たる金融機関から提示された価格によっている。 同左

２．ヘッジ会計が適用されているものについては、記載対

象から除いている。

２．　　　　　　　　　 同左

（３）商品関連

区分 種類

前連結会計年度（平成19年 3月31日） 当連結会計年度（平成20年 3月31日）

契約額等
（百万円）

契約額等の
うち 1年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

契約額等
（百万円）

契約額等の
うち 1年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

市場取引

先物取引         

　売建 119 － 119 △0 2,442 － 2,457 △14

　買建 119 － 119 0 945 － 901 △44

合計 239 － 239 － 3,388 － 3,358 △58

前連結会計年度（平成19年 3月31日） 当連結会計年度（平成20年 3月31日）

１．時価の算定方法 １．時価の算定方法

商品先物相場を使用している。 商品先物相場を使用している。

２．ヘッジ会計が適用されているものについては、記載対

象から除いている。　　　　　

２．ヘッジ会計が適用されているものについては、記載対

象から除いている。　　　　　
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金

制度を設けている。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があるほか、一部の連結子会社にお

いて、総合設立型厚生年金基金への加盟、退職給付信託の設定をしている。

　なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次の通りである。

（１）制度全体の積立状況に関する事項（平成19年３月31日現在）

年金資産の額 148,571 百万円

年金財政計算上の給付債務の額 145,771  

差引額 2,799  

（２）制度全体に占める当社グループの給与総額割合等（平成19年３月31日現在）

3.89％

（３）補足説明

　　　上記（１）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務及び別途積立金である。

　　　なお、上記（２）の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しない。

２．退職給付債務に関する事項

 
前連結会計年度

(平成19年 3月31日)
当連結会計年度

(平成20年 3月31日)

 
（百万円） （百万円）

イ．退職給付債務 △117,995 △117,141

ロ．年金資産 33,133 30,330

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △84,861 △86,810

ニ．未認識数理計算上の差異 5,883 9,326

ホ．未認識過去勤務債務 55 34

ヘ．連結貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋ホ） △78,922 △77,449

ト．前払年金費用 18 －

チ．退職給付引当金（ヘ－ト） △78,940 △77,449

　（注）　一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。

（追加情報）

　　当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基準』の一部改正（その２）」（企業会計基準第14号　平成19年

　５月15日）を適用している。

３．退職給付費用に関する事項

　

 
前連結会計年度

（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

 
（百万円） （百万円）

イ．勤務費用 3,856 5,057

ロ．利息費用 2,636 3,072

ハ．期待運用収益 △995 △1,210

ニ．数理計算上差異の費用処理額 705 1,198

ホ．過去勤務債務の費用処理額 21 21

ヘ．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ） 6,223 8,138

　（注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ．勤務費用」に計上している。
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
前連結会計年度

（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

ロ．割引率 　　　 2.0 ～5.8％ 　 　  2.0 ～6.0％

ハ．期待運用収益率 　　　 2.0 ～8.0％ 　　　 2.0 ～8.0％

ニ．過去勤務債務の額の処理年数 　 1年～17年（発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数によ

る定額法による。）

同左

ホ．数理計算上の差異の処理年数 　 1年～17年（発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数によ

る定額法により、翌連結会計年度から

費用処理することとしている。）

同左
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成12年

ストック・オプション
平成13年

ストック・オプション
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社取締役　　26名 当社取締役　　23名 当社取締役　　23名
当社取締役及び執行

役員　　22名

ストック・オプション数 普通株式　　　400,000株 普通株式　　　760,000株 普通株式　　　750,000株 普通株式　　　700,000株

付与日 平成12年７月27日 平成13年８月３日 平成14年７月31日 平成15年７月31日

権利確定条件 － － － －

対象勤務期間 － － － －

権利行使期間
 平成14年７月１日～

平成18年６月30日

 平成15年７月１日～

平成19年６月30日

 平成16年７月１日～

平成20年６月30日

 平成17年７月１日～

平成21年６月30日

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

①　ストック・オプションの数

 
平成12年

ストック・オプション
平成13年

ストック・オプション
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株） － － － －

前連結会計年度末 － － － －

付与 － － － －

失効 － － － －

権利確定 － － － －

未確定残 － － － －

権利確定後　　　　　　（株）     

前連結会計年度末 400,000 760,000 600,000 470,000

権利確定 － － － －

権利行使 － － 90,000 135,000

失効 400,000 － － －

未行使残 － 760,000 510,000 335,000

②　単価情報

 
平成12年

ストック・オプション
平成13年

ストック・オプション
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　

（円）
2,155 982 533 333

行使時平均株価　　　　　

（円）
－ － 789 757

公正な評価単価（付与

日）（円）
－ － － －

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容
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平成13年

ストック・オプション
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社取締役　　23名 当社取締役　　23名
当社取締役及び執行

役員　　22名

ストック・オプション数 普通株式　　　760,000株 普通株式　　　750,000株 普通株式　　　700,000株

付与日 平成13年８月３日 平成14年７月31日 平成15年７月31日

権利確定条件 － － －

対象勤務期間 － － －

権利行使期間
 平成15年７月１日～

平成19年６月30日

 平成16年７月１日～

平成20年６月30日

 平成17年７月１日～

平成21年６月30日

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

①　ストック・オプションの数

 
平成13年

ストック・オプション
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株） －　 － －

前連結会計年度末 － － －

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 － － －

権利確定後　　　　　　（株） － － －

前連結会計年度末 760,000 510,000 335,000

権利確定 － － －

権利行使 － 20,000 55,000

失効 760,000 － －

未行使残 － 490,000 280,000

②　単価情報

 
平成13年

ストック・オプション
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　

（円）
982 533 333

行使時平均株価　　　　　

（円）
－ 691 534

公正な評価単価（付与

日）（円）
－ － －
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

(平成19年3月31日)

 
当連結会計年度

(平成20年3月31日)

繰延税金資産 （百万円） （百万円）

退職給付引当金 28,549   28,849  

固定資産未実現利益 2,242   1,777  

繰越欠損金 63,539   57,691  

賞与引当金損金算入限度超過額 4,070   4,508  

未払事業税否認 999   1,137  

固定資産減価償却限度超過額 60,480   43,428  

たな卸資産廃却否認 1,549   1,185  

たな卸資産未実現利益 1,104   1,211  

役員退職慰労金否認 562   519  

その他 18,112   16,820  

小計 181,211   157,130  

評価性引当額 △136,431   △110,833  

繰延税金資産合計 44,779   46,297  

繰延税金負債      

その他有価証券評価差額金 △31,244   △16,976  

固定資産圧縮積立金 △5,005   △3,706  

特別償却準備金 △1   △1  

子会社の留保利益金 △10,472   －  

土地評価差額 △3,422   △3,404  

繰延ヘッジ利益 △2,496   △1,397  

その他 △292   △2,433  

小計 △52,934   △27,920  

繰延税金資産（負債△）の純額 △8,154   18,376  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 
前連結会計年度

(平成19年3月31日)

 
当連結会計年度

(平成20年3月31日)　

 
  

　法定実効税率と税効果会

計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定

実効税率の100分の5以下

であるため注記を省略し

ている。

 

 

 

 

 

 （％）

法定実効税率  40.6

（調整）  　

欠損金会社の未認識税務利益  8.0

受取配当金の益金不算入の額  △2.9

持分法による投資損益  △2.5

評価性引当金  9.5

在外子会社での適用税率の差異  △7.0

還付法人税等  △5.2

その他  △3.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 　 36.9
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成18年 4月 1日　至　平成19年 3月31日）

 
情報通信
　

（百万円）

エネルギー
・産業機材
（百万円）

金属
　

（百万円）

軽金属
　

（百万円）

電装・エレク

トロニクス

（百万円）

サービス等
　

（百万円）

合計
　

（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
　

（百万円）

Ⅰ．売上高

及び営業損益
         

売上高          

(1）外部顧客に対す

る売上高
161,287 267,980 191,930 237,778 232,244 13,488 1,104,709 － 1,104,709

(2）セグメント間の

内部売上高又は振

替高

4,878 26,288 1,936 8,892 8,699 26,724 77,419 (77,419) －

計 166,165 294,269 193,867 246,670 240,943 40,212 1,182,128 (77,419) 1,104,709

営業費用 154,844 285,086 186,237 231,636 232,227 38,603 1,128,636 (77,560) 1,051,076

営業利益 11,320 9,182 7,629 15,033 8,716 1,609 53,492 140 53,632

Ⅱ．資産、減価償

却費、減損損失

及び資本的支出

         

資産 181,213 193,834 156,078 251,813 162,842 75,985 1,021,768 74,940 1,096,708

減価償却費 10,742 3,718 6,004 8,008 5,665 1,886 36,026 1,876 37,902

減損損失 － 232 － － 4 － 236 － 236

資本的支出 4,370 4,876 6,839 16,066 6,807 1,526 40,487 1,345 41,833

　（注）１．事業区分の方法

当社グループの事業区分は、製品の製造方法・製造過程、並びに使用目的及び販売方法の類似性を考慮して

区分している。

２．各事業区分の内訳

・「情報通信」の内訳は、光ファイバ・ケーブル、光関連部品、光ファイバ・ケーブル付属品・工事、

ネットワーク機器等である。

・「エネルギー・産業機材」の内訳は、裸線、アルミ線、被覆線、電力ケーブル、電力ケーブル付属品・工事、電

線管路材、発泡シート等のプラスチック品、熱電材製品等である。

・「金属」の内訳は、銅管、銅条等の伸銅品、電解銅箔、形状記憶合金等の銅加工品等である。

・「軽金属」の内訳は、アルミ板材、アルミ押出材、鋳物等の軽金属品等である。

・「電装・エレクトロニクス」の内訳は、電池製品、自動車用部品・電線、巻線、ヒートシンク、メモリー

ディスク用アルミ基板、電子部品材料等である。

・「サ－ビス等」の内訳は、不動産、物流、情報等の各種サービス事業等である。

３．営業費用は全て各セグメントに配賦している。

４．当連結会計年度における資産の内消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は170,900百万円であり、

その主なものは当社での余資金運用資金、管理部門に関わる資産及び投資子会社の資産等である。

なお、消去又は全社の項目の全社資産の減価償却費については、Ⅰの営業費用では各セグメントに配賦して

いる。

当連結会計年度（自　平成19年 4月 1日　至　平成20年 3月31日）

 
情報通信
　

（百万円）

エネルギー
・産業機材
（百万円）

金属
　

（百万円）

軽金属
　

（百万円）

電装・エレク

トロニクス

（百万円）

サービス等
　

（百万円）

合計
　

（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
　

（百万円）

Ⅰ．売上高

及び営業損益
         

売上高          

(1）外部顧客に対す

る売上高
158,033 283,494 209,893 249,899 258,199 14,726 1,174,247 － 1,174,247
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情報通信
　

（百万円）

エネルギー
・産業機材
（百万円）

金属
　

（百万円）

軽金属
　

（百万円）

電装・エレク

トロニクス

（百万円）

サービス等
　

（百万円）

合計
　

（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
　

（百万円）

(2）セグメント間の

内部売上高又は振

替高

5,084 31,540 3,847 8,653 10,362 31,073 90,561 (90,561) －

計 163,117 315,034 213,740 258,553 268,561 45,800 1,264,808 (90,561) 1,174,247

営業費用 152,135 306,901 207,649 246,156 259,489 44,280 1,216,613 (90,812) 1,125,800

営業利益 10,982 8,133 6,091 12,396 9,072 1,519 48,195 251 48,447

Ⅱ．資産、減価償

却費、減損損失

及び資本的支出

         

資産 155,187 193,887 154,059 241,365 165,839 81,525 991,864 22,913 1,014,777

減価償却費 9,588 4,772 6,988 10,730 6,194 1,974 40,249 1,878 42,128

減損損失 999 － 1,397 665 315 － 3,377 103 3,481

資本的支出 3,992 7,885 10,730 12,589 7,670 1,163 44,031 1,232 45,264

　（注）１．事業区分の方法

当社グループの事業区分は、製品の製造方法・製造過程、並びに使用目的及び販売方法の類似性を考慮して

区分している。

２．各事業区分の内訳

・「情報通信」の内訳は、光ファイバ・ケーブル、光関連部品、光ファイバ・ケーブル付属品・工事、

ネットワーク機器等である。

・「エネルギー・産業機材」の内訳は、裸線、アルミ線、被覆線、電力ケーブル、電力ケーブル付属品・工事、電

線管路材、発泡シート等のプラスチック品、熱電材製品等である。

・「金属」の内訳は、銅管、銅条等の伸銅品、電解銅箔、形状記憶合金等の銅加工品等である。

・「軽金属」の内訳は、アルミ板材、アルミ押出材、鋳物等の軽金属品等である。

・「電装・エレクトロニクス」の内訳は、電池製品、自動車用部品・電線、巻線、ヒートシンク、メモリー

ディスク用アルミ基板、電子部品材料等である。

・「サ－ビス等」の内訳は、不動産、物流、情報等の各種サービス事業等である。

３．営業費用は全て各セグメントに配賦している。

４．当連結会計年度における資産の内消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は108,068百万円であり、

その主なものは当社での余資金運用資金、管理部門に関わる資産及び投資子会社の資産等である。

なお、消去又は全社の項目の全社資産の減価償却費については、Ⅰの営業費用では各セグメントに配賦して

いる。

　５. 会計処理の方法の変更

　　（当連結会計年度）

　　 有形固定資産の減価償却の方法の変更

 　 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より当社及び国

内連結子会社は、平成19年 4月 1日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更している。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度

の各セグメントの営業費用は、「情報通信」が91百万円、「エネルギー・産業機材」が207百万円、「金

属」が93百万円、「軽金属」が88百万円、「電装・エレクトロニクス」が127百万円、「サービス等」が54

百万円それぞれ増加しており、営業利益が同額それぞれ減少している。
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　６. 追加情報

　  （当連結会計年度）

　   有形固定資産の減価償却の方法の変更

 　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より当社及び国

内連結子会社は、平成19年 3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により、取得価額の5％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5％相当

額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上している。この変更に伴い、

従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の各セグメントの営業費用は、「情報通信」が347

百万円、「エネルギー・産業機材」が443百万円、「金属」が681百万円、「軽金属」が1,535百万円、「電装

・エレクトロニクス」が444百万円、「サービス等」が154百万円それぞれ増加しており、営業利益が同額

それぞれ減少している。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成18年 4月 1日　至　平成19年 3月31日）

 
日本

（百万円）

アジア

（百万円）

北米

（百万円）

その他

（百万円）

計

（百万円）

消去又は

全社

（百万円）

連結

（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 862,095 137,488 70,805 34,318 1,104,709 － 1,104,709

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
30,036 39,071 2,720 83 71,911 (71,911) －

計 892,132 176,559 73,525 34,402 1,176,620 (71,911) 1,104,709

営業費用 844,100 169,744 77,166 31,583 1,122,594 (71,518) 1,051,076

営業利益又は営業損失（△） 48,031 6,815 △3,640 2,819 54,025 (392) 53,632

Ⅱ．資産 837,220 108,374 70,835 25,058 1,041,489 55,219 1,096,708

　（注）１．営業費用は全て各セグメントに配賦している。 

２．当連結会計年度における資産の内、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は170,900百万円であり、そ

の主なものは当社での余資金運用資金、管理部門に関わる資産及び投資子会社の資産等である。なお、消去又

は全社の項目の全社資産の減価償却費については、Ⅰの営業費用では各セグメントに配賦している。

３．アジアの区分に属する主な国又は地域は、東南アジア、中国（香港含む）、台湾、韓国である。北米の区分に属

する国は、アメリカ、カナダである。

当連結会計年度（自　平成19年 4月 1日　至　平成20年 3月31日）

 
日本

（百万円）

アジア

（百万円）

北米

（百万円）

その他

（百万円）

計

（百万円）

消去又は

全社

（百万円）

連結

（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 921,138 152,374 62,953 37,781 1,174,247 － 1,174,247

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
31,294 59,322 2,766 72 93,456 (93,456) －

計 952,432 211,696 65,720 37,853 1,267,703 (93,456) 1,174,247

営業費用 910,486 204,852 67,903 35,742 1,218,985 (93,185) 1,125,800

営業利益又は営業損失（△） 41,945 6,844 △2,183 2,110 48,717 (270) 48,447

Ⅱ．資産 806,075 117,592 57,338 25,323 1,006,329 8,447 1,014,777

　（注）１．営業費用は全て各セグメントに配賦している。 

２．当連結会計年度における資産の内、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は108,068百万円であり、そ
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の主なものは当社での余資金運用資金、管理部門に関わる資産及び投資子会社の資産等である。なお、消去又

は全社の項目の全社資産の減価償却費については、Ⅰの営業費用では各セグメントに配賦している。

３．アジアの区分に属する主な国又は地域は、東南アジア、中国（香港含む）、台湾、韓国である。北米の区分に属

する国は、アメリカ、カナダである。

　４. 会計処理の方法の変更

　　（当連結会計年度）

　 　有形固定資産の減価償却の方法の変更

　　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より当社及び国内

連結子会社は、平成19年 4月 1日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更している。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の営

業費用は、「日本」が663百万円増加しており、営業利益が同額減少している。

　５. 追加情報

　　（当連結会計年度）

　 　有形固定資産の減価償却の方法の変更

 　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より当社及び国内

連結子会社は、平成19年 3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により、取得価額の5％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5％相当額

と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上している。この変更に伴い、従

来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の営業費用は、「日本」が3,606百万円増加しており、営

業利益が同額減少している。
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【海外売上高】

　前連結会計年度（自　平成18年 4月 1日　至　平成19年 3月31日）

Ⅰ．海外売上高（百万円） 323,441

Ⅱ．連結売上高（百万円） 1,104,709

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 29.3

　（注）１．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。

２．前連結会計年度において、国又は地域における海外売上高が連結売上高の10％未満のため、国又は地域別の

記載を省略している。

　当連結会計年度（自　平成19年 4月 1日　至　平成20年 3月31日） 　

　 東南アジア その他の地域 計

　Ⅰ．海外売上高　　　（百万円） 123,717 230,750 354,467

　Ⅱ．連結売上高　　　（百万円） － － 1,174,247

　Ⅲ．連結売上高に占める

　　　海外売上高の割合　　（％）
10.5 19.7 30.2

　（注）１．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。

　　　　２．地域区分は、地理的近接度による。

　　　　（地域別記載への変更）

　　　　　　前連結会計年度において、国又は地域における海外売上高が連結売上高の10％未満のため、国又は地域

別の記載を省略していたが、当連結会計年度より、連結売上高に対して東南アジアでの売上高比率が10％

を超えたため、記載方法を変更した。

なお、前連結会計年度の海外売上高情報を、当連結会計年度において用いた地域区分の方法により区分を

すると次のようになる。

　前連結会計年度（自　平成18年 4月 1日　至　平成19年 3月31日） 　

　 東南アジア その他の地域 計

　Ⅰ．海外売上高　　　（百万円） 108,574 214,866 323,441

　Ⅱ．連結売上高　　　（百万円） － － 1,104,709

　Ⅲ．連結売上高に占める

　　　海外売上高の割合　　（％）
9.8 19.5 29.3
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【関連当事者との取引】

Ⅰ　前連結会計年度（自　平成18年 4月 1日　至　平成19年 3月31日）

該当事項はない。

Ⅱ　当連結会計年度（自　平成19年 4月 1日　至　平成20年 3月31日）

該当事項はない。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

１株当たり純資産額（円） 349.89

１株当たり当期純利益（円） 42.16

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益（円）
42.14

１株当たり純資産額（円） 332.61

１株当たり当期純利益（円） 21.81

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益（円）
21.81

　（注）1.　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

ある。

 
前連結会計年度

（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益金額（百万円） 29,765 15,291

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益金額（百万円） 29,765 15,291

期中平均株式数（千株） 706,015 701,006

　   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 353 110

  （うち新株予約権（千株）） 353 110

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜

在株式の概要

新株予約権等。これらの詳細は、

「第4提出会社の状況、1　株式等の

状況、（2）新株予約権等の状況」

に記載のとおりである。

同左

　（注）2.　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

項目
前連結会計年度末
　平成19年3月31日

当連結会計年度末
　平成20年3月31日

 純資産の部の合計額（百万円） 316,302 294,982

 純資産の部の合計額から控除する金額（百

万円）
69,255 63,046

 （うち少数株主持分） 69,255 63,046

 普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 247,047 231,935

 １株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（千株）

706,065 697,312
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年4月１日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月１日
至　平成20年3月31日）

1.当社が保有する米国子会社の株式売却

平成19年4月23日、米国光部品製造子会社である

Optical Communication Products,Inc.の保有株式全てを米国

Oplink Communications, Inc.へ売却する株式売買契約を締

結し、当該契約に基づき、平成19年6月6日に売却を完了し

た。

 (株式売却の概要）

 (1) 売却株式数　66,000,000株

 （発行済株式総数に対する割合58.2％）

 (2) 売却価額　　99　百万米ドル

売却価額の内、85％相当の84百万米ドルは現金で、残

る15％相当はOplink Communications, Inc.普通株式

857,258株を対価とする。

 (3) 売却損益

特別損失を計上する予定だが、金額は軽微である。

──────

────── 1.カナダ子会社の清算に伴う連結範囲の変更

平成15年3月27日開催の当社取締役会で解散を決議し

たカナダの持株子会社FEJ　HOLDING INC.を清算結了す

る見込みとなったため、同社を連結範囲から除外するこ

とを決定した。

　（1）経緯

同社の解散を平成15年3月27日に決議したが、同社が過

年度に納付した法人税の還付手続きをカナダ税務当局と

継続していたため、清算結了には至らなかった。平成20年

6月、還付税金等の最終入金とそれに伴う同社から当社へ

の主な残余財産の分配が実行されたことを受けて、連結

範囲から除外することを決定した。

　（2）当該子会社の概要

     ① 事業内容　　持株管理

     ② 資本金　　　1カナダドル

     ③ 株主構成　　当社100％

     ④ 設立年月日　平成11年6月28日

　（3）業績に与える影響

同社の連結除外に伴い、特別利益で為替換算調整勘定

取崩益を計上する。最終的な特別利益の金額は連結除外

時点で確定することとなるが、当連結会計年度末時点で

計算した特別利益の額は11,140百万円である。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

利率（％） 担保 償還期限

当社 第27回無担保普通社債 平成 9. 5. 9
20,000

(20,000)
－ 2.78 なし 平成19. 5. 9

当社 第29回無担保普通社債 平成10. 1.26
13,000

(13,000)
－ 3.00 なし 平成20. 1.25

当社 第33回無担保普通社債 平成15. 6.16 3,000
3,000

(3,000)
1.67 なし 平成20. 6.16

当社 第34回無担保普通社債 平成15. 9.30 2,000
2,000

(2,000)
1.20 なし 平成20. 9.30

当社 第35回無担保普通社債 平成18. 2. 8 20,000 20,000 1.22 なし 平成23. 2. 8

当社 第36回無担保普通社債 平成18. 6. 7 20,000 20,000 1.87  なし 平成23. 6. 7

 当社 第37回無担保普通社債 平成18.12. 4 10,000 10,000 1.46 なし 平成22.12. 3

 当社 第38回無担保普通社債 平成18.12. 4 10,000 10,000 1.76 なし 平成24.12. 4

 当社 第39回無担保普通社債 平成19.12.28 － 5,000 1.28 なし 平成24.12.28

小計 － －
98,000

(33,000)

70,000

(5,000)
－ － －

奥村金属㈱、古河ＡＳ㈱、㈱井

上製作所、ＦＣＭ㈱、古河電工

産業電線㈱、㈱ニッケイ加工、

日本金属箔工業㈱、古河サー

キットフォイル㈱ 、古河電池

㈱

子会社普通社債

平成14. 9.30

～

平成19.12.28

7,611

(2,465)

6,366

(1,716)

0.46～

2.20
なし

平成19. 4.30

～

平成24. 8.31

合計 － －
105,611

(35,465)

76,366

(6,716)
－ － －

（注） １．連結決算日後5年以内における償還予定額は、以下のとおりである。

1年以内
（百万円）

1年超 2年以内
（百万円）

2年超 3年以内
（百万円）

3年超 4年以内
（百万円）

4年超 5年以内
（百万円）

6,716 3,015 31,175 20,380 15,080

２．当期末残高の（　）内の金額は、1年内に償還が予定されている普通社債である。
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【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）※２

返済期限

短期借入金 125,346 118,885 2.6 －

1年以内に返済予定の長期借入金 32,648 53,187 1.9 －

1年以内に返済予定のリース債務 － － － －

長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く。）※１ 150,568 139,612 1.9 平成21年～27年

リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。） － － － －

その他の有利子負債     

コマーシャル・ペーパー（1年内返済） 14,000 11,000 0.7 －

合計 322,563 322,685 － －

　※１　長期借入金の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりである。

 
1年超 2年以内
（百万円）

2年超 3年以内
（百万円）

3年超 4年以内
（百万円）

4年超 5年以内
（百万円）

長期借入金 28,903 24,862 22,447 30,977

　※２　当該利率の算定は、期末時の利率及び残高に基づいて計算している。

（２）【その他】

　該当事項はない。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  
第185期

（平成19年3月31日）
第186期

（平成20年3月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        
Ⅰ　流動資産        
１．現金及び預金 　  5,366   1,861  
２．受取手形 ＊５  13,381   13,788  
３．売掛金   147,567   137,732  
４．製品   5,114   4,539  
５．原材料   10,039   8,278  
６．仕掛品   9,937   10,747  
７．貯蔵品   2,217   2,111  
８．前渡金   823   708  
９．前払費用   764   775  
10．繰延税金資産   3,312   3,696  
11．短期貸付金   12,602   10,336  
12．未収入金   25,319   22,399  
13．その他   1,972   1,900  
　　　貸倒引当金   △619   △181  
流動資産合計   237,801 38.8  218,695 40.7

Ⅱ　固定資産        
１．有形固定資産 　       
(1）建物 ＊１ 96,999   99,786   
減価償却累計額  58,872 38,126  61,106 38,679  

(2）構築物  11,144   11,260   
減価償却累計額  8,235 2,909  8,498 2,761  

(3）機械及び装置  190,375   186,827   
減価償却累計額  162,829 27,546  158,406 28,420  

(4）車輌運搬具  1,775   1,712   
減価償却累計額  1,616 158  1,560 151  

(5）工具器具備品  28,120   20,219   
減価償却累計額  24,988 3,131  17,825 2,394  

(6）土地 ＊１  20,912   20,839  
(7）建設仮勘定   5,450   2,972  
有形固定資産合計   98,235 16.0  96,219 17.9

２．無形固定資産        
(1）ソフトウェア   4,154   3,098  
(2）施設利用権   4   4  
(3）特許権   80   56  
(4）その他   351   348  
無形固定資産合計   4,590 0.7  3,506 0.7

３．投資その他の資産        
(1）投資有価証券 　  106,974   65,990  
(2）関係会社株式   102,628   98,385  
(3）出資金   28   28  
(4）関係会社出資金   12,332   11,399  
(5）従業員長期貸付金   12   8  
(6）関係会社長期貸付金   60,809   71,105  
(7）破産更生債権等   756   1,201  
(8）長期前払費用   520   293  
 (9）その他   6,059   5,509  
　　　貸倒引当金   △17,868   △34,539  
投資その他の資産合計   272,253 44.4  219,382 40.8
固定資産合計   375,079 61.2  319,108 59.3
資産合計   612,880 100.0  537,804 100.0
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第185期

（平成19年3月31日）
第186期

（平成20年3月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）        
Ⅰ　流動負債        
１．支払手形 ＊５  1,246   971  
２．買掛金   91,459   78,848  
３．短期借入金 ＊１  49,390   55,955  
４．コマーシャル・ペーパー   14,000   11,000  
５．社債   33,000   5,000  
６．未払金   6,456   4,837  
７．未払費用   19,540   16,761  
８．未払法人税等   2,986   7,264  
９．前受金   521   679  
10．預り原料   104   14  
11．預り金   2,685   2,570  
12．製品補償引当金 　  2,788   2,731  
13．環境対策引当金 　  －   85  
14．設備関係支払手形　 　  53   70  
15．その他   1,277   867  
流動負債合計   225,511 36.8  187,659 34.9

Ⅱ　固定負債        
１．社債   65,000   65,000  
２．長期借入金 ＊１  93,106   91,207  
３．繰延税金負債   17,153   2,184  
４．退職給付引当金   38,805   38,526  
５．環境対策引当金   852   2,185  
６．その他   5,619   5,061  
固定負債合計   220,537 36.0  204,166 38.0
負債合計   446,048 72.8  391,825 72.9

（純資産の部） 　       
Ⅰ　株主資本 　       
１．資本金 　  69,358 11.3  69,373 12.9
２．資本剰余金 　       

(1）資本準備金 　 21,229   21,446   
(2）その他資本剰余金 　 0   0   
資本剰余金合計 　  21,230 3.5  21,447 4.0

３．利益剰余金 　       
(1）その他利益剰余金 　       
固定資産圧縮積立金 　 6,849   4,463   
繰越利益剰余金 　 23,014   30,934   
利益剰余金合計 　  29,864 4.9  35,398 6.6

４．自己株式 　  △59 △0.0  △5,147 △1.0
株主資本合計 　  120,393 19.6  121,070 22.5

Ⅱ　評価・換算差額等 　       
１．その他有価証券評価差
額金

　 45,495   23,986   

２．繰延ヘッジ損益 　 943   921   
評価・換算差額等合計 　  46,438 7.6  24,908 4.6
純資産合計 　  166,832 27.2  145,978 27.1
負債純資産合計 　  612,880 100.0  537,804 100.0
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②【損益計算書】

  
第185期

（自　平成18年4月１日
至　平成19年3月31日）

第186期
（自　平成19年4月１日
至　平成20年3月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   500,436 100.0  532,665 100.0
Ⅱ　売上原価        
１．製品期首たな卸高  5,198   5,114   
２．当期製品製造原価 ＊１ 336,733   347,868   
３．当期製品仕入高  108,261   135,121   

合計  450,194   488,104   
４．他勘定振替高 ＊２ △213   △227   
５．製品期末たな卸高  △5,114 444,866 88.9 △4,539 483,337 90.7
売上総利益   55,569 11.1  49,327 9.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費
＊１
＊３

      

１．販売費  11,202   10,854   
２．一般管理費  30,244 41,446 8.3 29,153 40,007 7.6
営業利益   14,123 2.8  9,319 1.7

Ⅳ　営業外収益        
１．受取利息  730   1,066   
２．受取配当金  7,102   7,941   
３．その他  793 8,625 1.7 467 9,476 1.8
Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  2,772   2,756   
２．社債利息  2,265   1,409   
３．コマーシャル・ペーパー利息  32   192   
４．その他  1,504 6,575 1.3 1,446 5,804 1.1
経常利益   16,173 3.2  12,991 2.4

Ⅵ　特別利益        
１．固定資産処分益 ＊４ 12,128   13   
２．関係会社特別配当金 ＊５ 15,809   25,036   
３．投資有価証券売却益  426   2,051   
４．その他  1,662 30,026 6.0 531 27,633 5.2
Ⅶ　特別損失        

１．固定資産処分損 ＊６ 1,575   759   
２．関係会社株式評価損  8,958   1,986   

３．投資有価証券評価損 　 55   －   

４．環境対策費用 ＊７ －   2,301   

５．製品補償費用 　 173   1,001   

６．貸倒引当金繰入額  2,429   16,766   
７．その他  1,382 14,575 2.9 918 23,733 4.4
税引前当期純利益   31,624 6.3  16,891 3.2
法人税、住民税及び事業税  3,691   8,520   
法人税等調整額  12,377 16,069 3.2 △2,076 6,444 1.2
当期純利益   15,555 3.1  10,446 2.0
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製造原価明細書

  
第185期

（自　平成18年4月１日
至　平成19年3月31日）

第186期
（自　平成19年4月１日
至　平成20年3月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費  276,824 79.4 285,094 79.3

Ⅱ　労務費  27,601 7.9 26,651 7.4

Ⅲ　経費      

１．光熱及び動力費  5,684  6,292  

２．修繕費  2,436  2,450  

３．減価償却費  7,914  8,931  

４．工場用消耗品  10,862  12,532  

５．外注加工費  5,999  6,110  

６．その他諸経費  11,214  11,677  

経費計  44,112 12.7 47,995 13.3

当期総製造費用  348,538 100.0 359,740 100.0

期首仕掛品たな卸高  9,441  9,937  

合計  357,979  369,677  

他勘定振替高 ＊１ 11,308  11,060  

期末仕掛品たな卸高  9,937  10,747  

当期製品製造原価  336,733  347,868  

＊１　他勘定振替高は、販売費及び一般管理費への振替高と分譲品原価及び自家使用高等である。

（原価計算の方法）

　当社の原価計算方式は、加工費工程別総合原価計算であって、原価計算期間における総製造費用のうち、加工費のみを

工程別に計算し、材料費は直接製品について計算している。

EDINET提出書類

古河電気工業株式会社(E01332)

有価証券報告書

 93/120



③【株主資本等変動計算書】

第185期（自　平成18年4月１日　至　平成19年3月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

固定資産
圧縮積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年3月31日　残高
（百万円）

69,312 21,183 0 21,183 － 18,569 18,569 △45 109,019

事業年度中の変動額          

新株予約権行使 46 46  46     92

固定資産圧縮積立金の積立     6,849 △6,849 －  －

利益処分による剰余金の配
当

     △2,117 △2,117  △2,117

剰余金の配当（中間配当）      △2,118 △2,118  △2,118

利益処分による役員賞与      △24 △24  △24

当期純利益      15,555 15,555  15,555

自己株式の取得        △15 △15

自己株式の処分   0 0    1 1

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

         

事業年度中の変動額合計
（百万円）

46 46 0 47 6,849 4,445 11,295 △14 11,374

平成19年3月31日　残高
（百万円）

69,358 21,229 0 21,230 6,849 23,014 29,864 △59 120,393

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額
等合計

平成18年3月31日　残高
（百万円）

49,857 － 49,857 158,877

事業年度中の変動額     

新株予約権行使    92

固定資産圧縮積立金の積立    －

利益処分による剰余金の配
当

   △2,117

剰余金の配当（中間配当）    △2,118

利益処分による役員賞与    △24

当期純利益    15,555

自己株式の取得    △15

自己株式の処分    1

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

△4,361 943 △3,418 △3,418

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△4,361 943 △3,418 7,955

平成19年3月31日　残高
（百万円）

45,495 943 46,438 166,832

第186期（自　平成19年4月１日　至　平成20年3月31日）
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株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

固定資産
圧縮積立
金

繰越利益
剰余金

平成19年3月31日　残高
（百万円）

69,358 21,229 0 21,230 6,849 23,014 29,864 △59 120,393

事業年度中の変動額          

新株予約権行使 14 14  14     28

株式交換による増加  202  202     202

固定資産圧縮積立金の取崩     △2,386 2,386 －  －

剰余金の配当      △4,912 △4,912  △4,912

当期純利益      10,446 10,446  10,446

自己株式の取得        △5,090 △5,090

自己株式の処分   0 0    1 1

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

         

事業年度中の変動額合計
（百万円）

14 216 0 216 △2,386 7,920 5,534 △5,088 676

平成20年３月31日　残高
（百万円）

69,373 21,446 0 21,447 4,463 30,934 35,398 △5,147 121,070

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額
等合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

45,495 943 46,438 166,832

事業年度中の変動額     

新株予約権行使    28

株式交換による増加    202

固定資産圧縮積立金の積立    －

剰余金の配当    △4,912

当期純利益    10,446

自己株式の取得    △5,090

自己株式の処分    1

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

△21,509 △21 △21,530 △21,530

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△21,509 △21 △21,530 △20,853

平成20年3月31日　残高
（百万円）

23,986 921 24,908 145,978
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重要な会計方針

第185期
（自　平成18年4月１日
至　平成19年3月31日）

第186期
（自　平成19年4月１日
至　平成20年3月31日）

１．有価証券の評価基準及び評価方法 １．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）満期保有目的債券

　原価法

(1）満期保有目的債券

同左

(2）子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

(2）子会社株式及び関連会社株式

同左

(3）その他有価証券

　時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

　時価のないもの…移動平均法による原価法

(3）その他有価証券

同左

　

２．デリバティブの評価基準及び評価方法

　時価法

２．デリバティブの評価基準及び評価方法

同左

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法

　総平均法に基づく原価法

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法

同左

４．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

①　建物（建物附属設備を除く）

　定額法による。

②　建物（建物附属設備を除く）以外

　定率法による。但し、千葉事業所素材工場、三重事

業所素材工場・伸銅工場、大阪事業所、日光事業所

は定額法による。

　

　なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

４．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

①　建物（建物附属設備を除く）

同左

②　建物（建物附属設備を除く）以外

同左

　

　

建物及び構築物　　　　　　　　 ５～50年 　

機械装置、車輌運搬具及び工具器具備品 　

２～12年 　

　

　

（会計方針の変更）

 当期より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定

資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の

方法に変更している。

 これにより、営業利益、経常利益、及び税引前当期純利

益はそれぞれ291百万円減少している。

（追加情報）

  法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得

した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により、取得価額の５％に到達した事業

年度の翌事業年度より、取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に

含めて計上している。

  これにより、営業利益、経常利益、及び税引前当期純利

益はそれぞれ1,218百万円減少している。

(2）無形固定資産

　定額法による。なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定

額法による。

(2）無形固定資産

同左
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第185期
（自　平成18年4月１日
至　平成19年3月31日）

第186期
（自　平成19年4月１日
至　平成20年3月31日）

(3）長期前払費用

　均等償却による。

(3）長期前払費用

同左

５．繰延資産の処理方法

社債発行費

…支出時に全額費用として処理している。

５．繰延資産の処理方法

社債発行費

同左

６．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　金銭債権の貸倒損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込

額を計上している。

６．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）退職給付引当金 (2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期末における退

職給付債務及び年金資産の見込み額に基づき、当期末

において発生していると認められる額を計上してい

る。

　数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）によ

る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期か

ら費用処理する。

同左

(3）役員退職慰労引当金 (3）役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上している。

　なお、平成18年4月28日の取締役会において、同年6月

29日定時株主総会終結のときをもって役員退職慰労

金制度を廃止することを決議し、同総会で、退任役員

に対する退職慰労金の支給ならびに在任役員に対す

る打切り支給を決議した。当期末において未支給の金

額については、固定負債の「その他」として計上して

いる。

同左

(4）製品補償引当金 (4）製品補償引当金

　製品の品質に関する補償費用の支出に備えるため、

今後必要と見込まれる金額を計上している。

同左

(5）環境対策引当金 (5）環境対策引当金

　ポリ塩化ビフェニル（PCB）の撤去等の環境関連費

用の支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金

額を計上している。

　ポリ塩化ビフェニル（PCB）の撤去や土壌改良工事

等の環境関連費用の支出に備えるため、今後発生する

と見込まれる金額を計上している。

７．リース取引の処理方法 ７．リース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

同左

８．収益の計上基準 ８．収益の計上基準

　一部の長期大型工事（工期が１年を超え、かつ請負金

額が原則として10億円以上）については、工事進行基準

を採用している。

同左

 

EDINET提出書類

古河電気工業株式会社(E01332)

有価証券報告書

 97/120



第185期
（自　平成18年4月１日
至　平成19年3月31日）

第186期
（自　平成19年4月１日
至　平成20年3月31日）

９．ヘッジ会計の方法 ９．ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用している。なお、為替予約につ

いて振当処理の要件を満たしているものは振当処理

を、金利スワップについて特例処理の要件を満たして

いるものは特例処理を採用している。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

金利スワップ

…借入金

為替予約

…外貨建売掛債権、外貨建買入債務等

地金先物取引

…原材料

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

　

　

　

　

　

③　ヘッジ方針

　借入債務、確定的な売買契約等に対し、金利変動、為

替変動及び原材料価格変動等のリスクを回避するこ

とを目的としてヘッジを行っている。

③　ヘッジ方針

同左　

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変

動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ

・フロー変動の累計を比較し、その基礎数値の価格に

起因する部分以外の部分を除外した変動額の比率に

よって有効性を評価している。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

10．その他財務諸表作成のための重要な事項

(1）消費税等の会計処理方法

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜処理を採

用している。

(2）連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用している。 

10．その他財務諸表作成のための重要な事項

(1）消費税等の会計処理方法

同左
　

(2）連結納税制度の適用

同左
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　　　会計処理方法の変更

第185期
（自　平成18年4月１日
至　平成19年3月31日）

第186期
（自　平成19年4月１日
至　平成20年3月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第5号 平成17年12月9日）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号 平成17

年12月9日）を適用している。従来の資本の部の合計に

相当する金額は、165,889百万円である。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当期末における貸

借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等

規則により作成している。

──────

（表示方法の変更）

第185期
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

第186期
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

　

　

（損益計算書）

1．前期まで区分掲記していた「投資有価証券評価損」

（当連結会計年度421百万円）は、特別損失の総額の100分

の10以下となったため、特別損失の「その他」に含めて表

示することに変更した。

　

　

2．前期まで特別損失の「その他」に含めて表示してい

　た「環境対策費用」は、特別損失の総額の100分の10

　を超えたため区分掲記している。

    なお、前連結会計年度における「環境対策費用」

　の金額は886百万円である。

注記事項

（貸借対照表関係）

第185期
（平成19年3月31日）

第186期
（平成20年3月31日）

＊１．担保に供している資産 ＊１．担保に供している資産

建物 7,085 百万円

土地 798  

　合計 7,884 百万円

建物 6,858 百万円

土地 798  

　合計 7,657 百万円

　長期借入金（１年以内返済予定のものを含む）

 2,840百万円の担保に供している。

　長期借入金（１年以内返済予定のものを含む）2,120

百万円の担保に供している。

　２．関係会社に対する資産・負債 　２．関係会社に対する資産・負債

　区分掲記した以外で各科目に含まれているものは次

のとおりである。

　区分掲記した以外で各科目に含まれているものは次

のとおりである。

受取手形 107百万円

売掛金 84,935 

短期貸付金 12,602 

未収入金 17,320 

買掛金 59,678 

受取手形 55百万円

売掛金 71,765 

短期貸付金 10,336 

未収入金 18,115 

買掛金 56,634 
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第185期
（平成19年3月31日）

第186期
（平成20年3月31日）

　３．偶発債務 　３．偶発債務

(1）保証債務 (1）保証債務

　下記関係会社等における金融機関からの借入金に

対する保証債務額である。

　下記関係会社等における金融機関からの借入金に

対する保証債務額である。

被保証者
保証総額
（百万円）

うち当社
負担分
（百万円）

PT TEMBAGA MULIA
SEMANAN TBK 5,097 5,097

㈱ビスキャス 4,785 4,785

古河金属（無錫）有限公司 4,235 4,235

 古河ファイナンス・アンド
・ビジネス・サポート㈱

4,000 4,000

 上海日光銅業有限公司 3,019 3,019

 FE MAGNET WIRE
(MALAYSIA) SDN.BHD. 2,329 2,329

 Trocellen GmbH 2,229 1,715

 従業員（財形銀行融資等） 384 384

その他 8,234 7,123

計 34,316 32,691

被保証者
保証総額
（百万円）

うち当社
負担分
（百万円）

㈱ビスキャス 9,592 9,592

PT TEMBAGA MULIA
SEMANAN TBK 5,229 5,229

古河金属（無錫）有限公司 4,074 4,074

 古河ファイナンス・アンド
・ビジネス・サポート㈱

4,000 4,000

 上海日光銅業有限公司 3,221 3,221

 Trocellen GmbH 2,414 1,724

 FE MAGNET WIRE
(MALAYSIA) SDN.BHD. 1,783 1,783

 従業員（財形銀行融資等） 315 315

その他 6,458 5,507

計 37,090 35,449

　「保証総額」及び「うち当社負担分」には、外貨

建保証債務額としてそれぞれ  21,257百万円（

72,645千米ドルほか）、 19,913百万円　（71,083千米

ドルほか）が内数として含まれる。

　「保証総額」及び「うち当社負担分」には、外貨

建保証債務額としてそれぞれ  23,200百万円（

77,611千米ドルほか）、  21,559百万円　（74,946千

米ドルほか）が内数として含まれる。

　４．受取手形裏書譲渡高　　　　　　　  5,501百万円 　４．受取手形裏書譲渡高　　　　　　　  7,695百万円

＊５．期末日満期手形の会計処理について ────── 

　当期の末日は金融機関の休日であったが、満期日に

決済が行われたものとして処理している。当期末日満

期手形は次のとおりである。　

　

受取手形　　　 2,444 百万円

支払手形 103  

受取手形裏書譲渡高 3,250  

　

　　  　

　   

　   

　

（損益計算書関係）

第185期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第186期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

＊１．研究開発費の総額 ＊１．研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

9,969百万円 10,682百万円

＊２．製品の自家使用による振替高である。 ＊２．製品の自家使用による振替高である。
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第185期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第186期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

＊３．販売費及び一般管理費の主な内容 ＊３．販売費及び一般管理費の主な内容

販売費 販売費

給与諸手当福利費 71百万円

荷造費及び運送費 8,988 

販売手数料 1,728 

給与諸手当福利費 51百万円

荷造費及び運送費 8,696 

販売手数料 1,642 

一般管理費 一般管理費

給与諸手当福利費 11,389百万円

退職給付費用 1,248 

減価償却費 1,750 

研究開発費 7,446 

給与諸手当福利費 10,886百万円

退職給付費用 1,028 

減価償却費 1,644 

研究開発費 7,978 

＊４．固定資産処分益の内容は、次のとおりである。 ＊４．固定資産処分益の内容は、次のとおりである。

土地 12,096  百万円

建物 25   

その他 6 (5)  

計 12,128 (5)  

機械及び装置 8 (7) 百万円

建設仮勘定 2   

その他 2   

計 13   

①（　）内は、関係会社に係るもので、内数字となる。 ①（　）内は、関係会社に係るもので、内数字となる。

②　土地処分益の内、主なものは東京都品川区（3,293.18

㎡）の土地売却などである。

②　固定資産処分益は、全て売却によるものである。

③　固定資産処分益は、全て売却によるものである。 　

＊５．当社の100％子会社であるFEJ HOLDING INC.（会

社清算手続中）が、同社が過年度に納付した法人税の

還付をカナダ税務当局から受けたことにより、同社よ

り当社に対し残余財産が分配されたものである。

＊５．　　　　　  　　　同左

＊６．固定資産処分損の内容は、次のとおりである。 ＊６．固定資産処分損の内容は、次のとおりである。

①　廃却によるもの ①　廃却によるもの

建物 861百万円

機械及び装置 475 

工具器具備品 67 

建設仮勘定 135 

その他 26 

計 1,566 

建物 216百万円

機械及び装置 299 

工具器具備品 76 

構築物 63 

その他 102 

計 757 

②　売却によるもの ②　売却によるもの

建設仮勘定 6  百万円

その他 2 (2) 　

計 8 (2)  

機械及び装置 1  百万円

その他 0  　

計 1   

（　）内は、関係会社に係るもので、内数字となる。 　

　────── ＊７．環境対策費用のうち、環境対策引当金繰入額は

　　1,602百万円である。　

　８．関係会社との取引内容 　８．関係会社との取引内容

売上高 207,273百万円

製品仕入高 102,577 

受取利息 622 

受取配当金 5,699 

売上高 191,633百万円

製品仕入高 127,939 

受取利息 907 

受取配当金 6,291 
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（株主資本等変動計算書関係）

第185期（自　平成18年 4月 1日　至　平成19年 3月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

自己株式     

 普通株式　（注） 100 19 2 118

合計 100 19 2 118

       注.普通株式の自己株式の株式数の増加は単元未満株式の買取請求に、また減少は単元未満株の買増請求　

　　　 にそれぞれ応じたことによる。

第186期（自　平成19年 4月 1日　至　平成20年 3月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

自己株式     

 普通株式　（注） 118 9,111 3 9,226

合計 118 9,111 3 9,226

       注.普通株式の自己株式の株式数の増加は、取締役会決議による自己株式の取得（8,941,000株）、

　　　古河オートモーティブパーツ株式会社（現・古河ＡＳ株式会社）との株式交換に対する反対株主からの

　　　買取請求による取得（157,000株）および単元未満株式の買取請求による取得（13,378株）であり、

　　　減少は、単元未満株式の買増請求による売渡に応じたことによる。
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（リース取引関係）

第185期
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

第186期
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

機械及び装置 708 341 367

工具器具備品 1,582 1,142 440

その他 337 140 196

合計 2,628 1,624 1,004

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

機械及び装置 360 192 167

工具器具備品 1,148 676 472

その他 574 299 274

合計 2,083 1,168 915

２．未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 410 百万円

１年超 593 百万円

合計 1,004 百万円

１年内 337 百万円

１年超 577 百万円

合計 915 百万円

（注）取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末

残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定している。

（注）　　　         　同左

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失

支払リース料 797 百万円

減価償却費相当額 797 百万円

支払リース料 657 百万円

減価償却費相当額 657 百万円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっている。

同左

 （減損損失について）

 　リース資産に配分された減損損失はない。 

 （減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

第185期（平成19年3月31日）

・子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
貸借対照表
計上額
（百万円）

 
時価

（百万円）

 
差額

（百万円）

①子会社株式 39,866  97,843  57,976

②関連会社株式 4,381  8,150  3,769

合計 44,247  105,994  61,746

第186期（平成20年3月31日）

・子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
貸借対照表
計上額
（百万円）

 
時価

（百万円）

 
差額

（百万円）

①子会社株式 28,120  38,483  10,362

②関連会社株式 4,381  4,682  301

合計 32,502  43,165  10,663

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
第185期

(平成19年3月31日)

 
第186期

(平成20年3月31日)

繰延税金資産 （百万円） （百万円）

貸倒引当金損金算入限度超過額 6,572   13,353  

賞与引当金損金算入限度超過額 1,627   1,807  

未払事業税否認 99   508  

退職給付引当金損金算入限度超過額 15,343   15,676  

関係会社株式評価損 55,791   54,515  

固定資産処分損 1,131   －  

減損損失 2,998   2,366  

その他 3,554   5,111  

繰延税金資産小計 87,118   93,339  

評価性引当額 △64,606   △69,888  

繰延税金資産合計 22,511   23,451  

　      

繰延税金負債      

その他有価証券評価差額金 △29,753   △16,456  

固定資産圧縮積立金 △4,479   △3,062  

その他 △2,119   △2,421  

繰延税金負債合計 △36,352   △21,939  

繰延税金資産（負債△）の純額 △13,841   1,511  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 
第185期

(平成19年3月31日)

 
第186期

(平成20年3月31日)

 （％） （％）

法定実効税率 39.5   40.6  

（調整）      
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第185期

(平成19年3月31日)

 
第186期

(平成20年3月31日)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6   1.0  

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △6.2   △12.5  

住民税均等割 0.1   0.2  

控除対象外国法人税額 △7.3   △10.8  

関係会社株式評価損 12.2   △17.9  

固定資産処分損 △0.6   －  

貸倒引当金 3.1   41.4  

外国税額控除額 8.2   －  

その他 1.0   △4.0  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.8   38.1  

（１株当たり情報）

第185期
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

第186期
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日）

１株当たり純資産額（円） 236.29

１株当たり当期純利益（円） 22.03

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益（円）

 

22.02

１株当たり純資産額（円） 209.34

１株当たり当期純利益（円） 14.90

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益（円）

 

14.90

　（注）1.　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

ある。

 
第185期

(自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日)

第186期
(自　平成19年 4月 1日
至　平成20年 3月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 15,555 10,446

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 15,555 10,446

期中平均株式数（千株） 706,015 701,006

　   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 353 110

（うち新株予約権（千株）） 353 110

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概

要

新株予約権等。これらの詳細

は、「第4提出会社の状況、1　株

式等の状況、（2）新株予約権

等の状況」に記載のとおりで

ある。

同左

　（注）2.　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
第185期

平成19年 3月31日
第186期

平成20年 3月31日

純資産の部の合計額（百万円） 166,832 145,978

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －

 普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 166,832 145,978

 １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通

株式の数（千株）
706,065 697,312
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（重要な後発事象）

第185期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第186期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

1.米国子会社の株式売却　

平成19年4月23日、米国光部品製造子会社である

Optical Communication Products,Inc.の保有株式全てを米国

Oplink Communications, Inc.へ売却する株式売買契約を締

結し、当該契約に基づき、平成19年6月6日に売却を完了し

た。

  (株式売却の概要）

 (1) 売却株式数　66,000,000株

  （発行済株式総数に対する割合58.2％）

  (2) 売却価額　　99　百万米ドル

売却価額の内、85％相当の84百万米ドルは現金で、残

る15％相当はOplink Communications, Inc.普通株式

857,258株を対価とする。

  (3) 売却損益

およそ11億円の特別利益を計上する予定である。

──────

────── 1.カナダ子会社からの特別配当金

  カナダの持株子会社FEJ HOLDING INC.が過年度に納付

した法人税の還付をカナダ税務当局から受けたことによ

り、同社より当社に対し残余財産が分配され、関係会社特

別配当金3,939百万円（38百万カナダドル）を特別利益に

計上した。　
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第185期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第186期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

────── 2.当社と子会社古河サ－キットフォイル株式会社との合併

　平成20年6月12日開催の取締役会において、当社連結子会

社である古河サ－キットフォイル株式会社を平成20年10

月１日付で吸収合併することを決議し、同日付で平成20年

10月1日を効力発生日とする合併契約を締結した。合併に

関する事項の概要は次のとおりである。

　a)合併の目的

　古河サ－キットフォイル株式会社は、これまで当社の子

会社として電解銅箔事業を展開してきたが、同事業の更な

る発展を目指し、当社の中核事業と位置付け、来る平成20

年10月1日付にて当社に吸収合併することとした。

　今後は、従来培ってきた事業上の強みに加え、当社の技術

力・人材力を効果的に発揮し、電解銅箔事業の総合力強化

を図る。

　   b)当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容そ

の他の吸収合併契約の内容

  　①吸収合併の方法

  当社を存続会社とする吸収合併方式で、古河サ－

キットフォイル株式会社は解散する。

  　②吸収合併に係る割当ての内容

　古河サ－キットフォイル株式会社は当社の完全子会

社であるため、本合併による株式及び金銭等の交付は

行わないものとし、これにより資本金も増加しない。

　c) 当該吸収合併の相手会社についての事項

　商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資

産の額、総資産の額及び事業の内容（平成20年3月31日

現在）

　商号　　　　　　古河サ－キットフォイル株式会社

本店の所在地　　栃木県日光市荊沢601番地2

代表者の氏名　　取締役社長　　久守　猛

資本金の額　　　720百万円

純資産の額　　　17,246百万円

総資産の額　　　27,859百万円

事業の内容　　　電解銅箔、樹脂付銅箔の製造

d)業績に与える影響

特別利益におよそ120億円の抱き合わせ株式消却益を

計上する予定である。　
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証券
その他
有価証券

富士通（株） 9,150,865 5,966

横浜ゴム（株） 11,971,132 5,710

富士電機ホールディングス（株） 13,422,478 5,436

コムシスホールディングス（株） 5,166,411 4,463

（株）協和エクシオ 5,767,388 4,429

（株）みずほフィナンシャルグループ優先株式 11,503 4,198

日本ゼオン（株） 8,594,500 3,833

東京電力（株） 1,349,229 3,595

東日本旅客鉄道（株） 2,500 2,072

（株）デンソー 626,107 2,016

ＫＤＤＩ（株） 2,725 1,659

古河機械金属（株） 8,777,279 1,606

関西電力（株） 626,462 1,553

九州電力（株） 561,561 1,367

（株）ＡＤＥＫＡ 1,221,792 1,229

（株）きんでん 1,218,683 1,168

大明（株） 1,284,364 1,166

日本電信電話（株） 2,550 1,096

旭精機工業（株） 4,958,001 1,056

愛知電機（株） 4,039,200 953

東海旅客鉄道（株） 820 844

Oplink Communications,Inc. 857,258 761

澁澤倉庫（株） 1,116,800 737

東北電力（株） 300,831 732

三菱電機（株） 821,171 707

その他（１４４銘柄） 48,688,998 7,623

計 130,540,608 65,985

【債券】

銘柄
券面総額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証券 満期保有目的の債券 地方債　（１銘柄） 4 4

計 4 4
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高

（百万円）

当期増加額

（百万円）

当期減少額

（百万円）

当期末残高

（百万円）

当期末減価償

却累計額又は

償却累計額

（百万円）

当期償却額

（百万円）

差引当期末残

高

（百万円）

有形固定資産        

建物 96,999 3,207 420 99,786 61,106 2,541 38,679

構築物 11,144 173 56 11,260 8,498 285 2,761

機械及び装置 190,375 9,391 12,939 186,827 158,406 6,131 28,420

車輌運搬具 1,775 37 101 1,712 1,560 31 151

工具器具備品 28,120 1,258 9,159 20,219 17,825 1,209 2,394

土地 20,912 31
103

(103)
20,839 － － 20,839

建設仮勘定 5,450 11,838 14,316 2,972 － － 2,972

有形固定資産計 354,777 25,938
37,098

(103)
343,617 247,398 10,199 96,219

無形固定資産        

ソフトウェア 13,113 1,028 1,662 12,479 9,381 1,488 3,098

施設利用権 40 0 － 40 36 0 4

特許権 1,026 9 － 1,036 980 34 56

その他 392 － 0 392 44 2 348

無形固定資産計 14,573 1,039 1,662 13,949 10,443 1,527 3,506

長期前払費用 835 148 306 677 384 74 293

　（注）１．「当期減少額」欄の（　）内は内書で、減損損失の計上額である。
　　　　２．機械及び装置の当期増加額の主なるものは、三重事業所諸起業（3,303百万円）、平塚事業所諸起業（2,379百万

円）、日光事業所諸起業（2,661百万円）などである。
　　　　３．機械及び装置の当期減少額の主なるものは、自動車部品事業分社化による資産移管9,450百万円である。 
　　　　４．工具器具備品の当期減少額の主なるものは、自動車部品事業分社化による資産移管8,233百万円である。
　      ５．建設仮勘定の当期増加額の主なるものは、三重事業所諸起業（3,307百万円）、平塚事業所諸起業（2,900百万

円）、日光事業所諸起業（3,130百万円）などである。            
６．建設仮勘定の当期減少額の主なるものは、三重事業所諸起業完成稼動（5,030百万円）、平塚事業所諸起業完
成稼動（3,429百万円）、日光事業所諸起業完成稼動（3,591百万円）などである。

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 18,487 16,777 6 537 34,720

製品補償引当金 2,788 385 442 － 2,731

環境対策引当金 852 1,602 183 － 2,271

　（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」の金額は、主に一般債権貸倒引当金の戻入額398百万円に　

　　　　よるものである。　　　　
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（２）【主な資産及び負債の内容】

当期末（平成20年３月31日現在）における主な資産及び負債の内容は次のとおりである。

①　現金及び預金

区分 金額（百万円）

現金 2

預金  

当座預金 1,012

普通預金 846

通知預金 －

定期預金 －

計 1,858

合計 1,861

②　受取手形

(1）相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

  萬世興業（株） 2,542

  カワイ電線（株） 1,631

  富士電工（株） 1,153

  金商（株） 1,071

  （株）明星電気商会 629

  その他 6,758

合計 13,788

(2）期日別内訳

期日 平成20年４月 ５月 ６月 ７月以降 合計

金額
（百万円）

3,248 2,810 2,177 5,551 13,788

③　売掛金

(1）相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

  古河産業（株） 15,151

  古河エレコム（株） 9,028

  古河電工産業電線（株） 6,555

  （株）ビスキャス 5,216

  加藤金属興業（株） 4,728

  その他 97,052

合計 137,732

(2）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高
（百万円）

当期発生高
（百万円）

当期回収高
（百万円）

次期繰越高
（百万円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

─────
(A) ＋ (B)

×100

(A) ＋ (D)
─────
２

──────
(B)

─────
366

147,567 516,619 526,455 137,732 79.3 101

④　たな卸資産

製品
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品名 金額（百万円）

情報通信 641

エネルギー・産業機材 296

金属 1,720

電装・エレクトロニクス 1,851

その他 29

合計 4,539

原材料

品名 金額（百万円）

情報通信 2,881

エネルギー・産業機材 3,482

金属 372

電装・エレクトロニクス 1,541

その他 0

合計 8,278

仕掛品

品名 金額（百万円）

情報通信 1,857

エネルギー・産業機材 2,388

金属 6,013

電装・エレクトロニクス 468

その他 20

合計 10,747

貯蔵品

品名 金額（百万円）

金属材料 393

補繕材料・消耗工具 1,347

補助材料 190

荷造材料 49

その他 130

合計 2,111

 ⑤　関係会社株式

銘柄

期末残高

株式数
（株）

     貸借対照表計上額
(百万円)

 古河スカイ（株） 120,365,000 24,692

 （株）ビスキャス 121,000 12,050

 古河日光発電（株） 5,000 10,000

 古河サーキットフォイル（株） 1,440,000 6,446

 その他 614,178,266 45,195

合計 736,109,266 98,385

 ⑥　関係会社長期貸付金

相手先 金額（百万円）

  FURUKAWA ELECTRIC NORTH AMERICA,

 INC.
60,143

  FURUKAWA INDUSTRIAL S.A.

PRODUTOS ELETRICOS
5,958
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相手先 金額（百万円）

　FURUKAWA ELECTRIC NORTH AMERICA APD,

INC.
2,993

　西古光繊光纜有限公司 893

　PHILLIPS-FITEL INC. 665

  その他 451

合計 71,105

 ⑦　支払手形

(1）相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

  福岡クロス工業（株） 188

  東特塗料（株） 147

  新成工業（株） 72

  協和化学工業（株） 63

  新中村化学工業（株） 37

  その他 462

合計 971

(2）期日別内訳

期日 金額（百万円）

平成20年４月満期 229

５月満期 268

６月満期 209

７月以降満期 263

合計 971

⑧　買掛金

相手先 金額（百万円）

  古河ファイナンス・アンド・ビジネス・サポート（株） 19,170

  古河ＡＳ（株） 8,200

  古河サーキットフォイル（株） 6,667

  古河スカイ（株） 3,465

  （株）古河テクノマテリアル 2,896

  その他 38,448

合計 78,848

⑨　短期借入金

相手先 金額（百万円）

短期借入金  

（株）みずほコーポレート銀行 8,585

（株）三菱東京UFJ銀行 2,482

（株）横浜銀行 2,321

（株）三井住友銀行 1,240

（株）足利銀行 1,112

その他 6,816

計 22,556

長期借入金中１年以内返済予定額 33,398

合計 55,955

⑩　長期借入金
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相手先
期末残高

（百万円）（注）

（株）みずほコーポレート銀行
(7,455)

59,997

 朝日生命保険相互会社
(13,630)
14,155

（株）三菱東京UFJ銀行
(－)

10,000

 第一生命保険相互会社
(3,250)
6,250

 農林中央金庫
(109)

5,484

 その他
(8,953)

28,719

計
(33,398)

124,606

 （注）　期末残高の（　）内は１年以内に返済を必要とする金額で、（　）外金額の内数であり、貸借対照表には

短期借入金として記載している。

　　　⑪　退職給付引当金

区分 金額（百万円） 

 未積立退職給付債務 44,442

 未認識数理計算上の差異 △5,916

合計 38,526

（３）【その他】

該当事項はない。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類

１株券、10株券、50株券、100株券、500株券、1,000株券、

10,000株券、100,000株券

但し、100株未満の株式についてはその株数を表示した株券を発行すること

ができる。

剰余金の配当の基準日
３月31日

９月30日

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換  

 

取扱場所
東京都中央区八重洲一丁目２番１号

みずほ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
東京都中央区八重洲一丁目２番１号

みずほ信託銀行株式会社

取次所
みずほ信託銀行株式会社　全国各支店

みずほインベスターズ証券株式会社　本店及び全国各支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料

不所持株券の交付請求による株券の発行並びに株券の毀損または汚損によ

る株券の再発行：株券1枚につき200円

株券失効による株券の再発行：株券1枚につき500円

上記以外：無料

単元未満株式の買取り・買増し  

 

取扱場所
東京都中央区八重洲一丁目２番１号

みずほ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
東京都中央区八重洲一丁目２番１号

みずほ信託銀行株式会社

取次所
みずほ信託銀行株式会社　全国各支店

みずほインベスターズ証券株式会社　本店及び全国各支店

買取・買増手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公

告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本

経済新聞に掲載して行う。

株主に対する特典 なし
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、親会社等はない。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日からこの有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。

(1）有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第185期）（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

平成19年６月26日

関東財務局長に提出

(2）半期報告書

（第186期中）（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

平成19年12月21日

関東財務局長に提出

(3）訂正発行登録書 平成19年６月26日

平成19年８月３日

　　　　平成19年10月26日　

　　　　平成19年12月13日

　　　　平成19年12月21日

　　　　平成20年６月12日

関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

　  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号及び同項第６号の２　

の規定に基づく臨時報告書である。

平成19年７月27日　

関東財務局長に提出　

　

(5) 臨時報告書

　　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の２の規定に基づく臨

時報告書である。　

平成19年12月13日　

関東財務局長に提出　

　

(6)臨時報告書　

　　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の３の規定に基づく

臨時報告書である。

平成20年６月12日

関東財務局長に提出　

　

(7) 自己株券買付状況報告書

　

平成19年９月７日　

　　　　平成19年10月12日

関東財務局長に提出　

　

(8) 有価証券報告書の訂正報告書

　　自平成18年４月１日至平成19年３月31日事業年度（第185期）の有価証券報告

書に係る訂正報告書である。

平成19年10月26日　

関東財務局長に提出　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はない。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

平成19年６月26日

古　河　電　気　工　業　株　式　会　社

取　締　役　会　御　中

 
み　す　ず　監　査　法　人
 

 
指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士　片　山　英　木

   

 
指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士　平　野　　　洋

   

 
指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士　矢　野　浩　一

   

 

監 査 法 人 日 本 橋 事 務 所
 

 
代　表　社　員
業務執行社員

公認会計士　黒　田　克　司

   

 業務執行社員 公認会計士　木　下　雅　彦

   

 

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている古河電気工業株式会

社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、

連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

私どもは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私どもに連結財務

諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討

することを含んでいる。私どもは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私どもは、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、古河電気工業株式

会社及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ

・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

１．連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当連結会計年度より「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準」及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」を適用し

て連結財務諸表を作成している。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は米国光部品製造子会社であるOptical Communication Products,Inc.の

保有株式全てを売却した。

 

会社と私ども両監査法人又はそれぞれの業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

　（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途

保管しております。
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独立監査人の監査報告書

 平成20年６月26日

古河電気工業株式会社  

 取締役会　御中    

 新日本監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 小島　秀雄　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 黒澤　誠一　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 鈴木　　聡　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

古河電気工業株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を

行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、古河電気

工業株式会社及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は持株子会社 FEJ HOLDING INC.を連結範囲から除外することを決定し

た。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

平成19年６月26日

古　河　電　気　工　業　株　式　会　社

取　締　役　会　御　中

 
み　す　ず　監　査　法　人
 

 
指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士　片　山　英　木

   

 
指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士　平　野　　　洋

   

 
指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士　矢　野　浩　一

   

 

監 査 法 人 日 本 橋 事 務 所
 

 
代　表　社　員
業務執行社員

公認会計士　黒　田　克　司

   

 業務執行社員 公認会計士　木　下　雅　彦

   

 

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている古河電気工業株式会

社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第185期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等

変動計算書及び附属明細表ついて監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立場から財務

諸表に対する意見を表明することにある。

私どもは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私どもに財務諸表

に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は試査を基礎として行われ、経営者が採用し

た会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討すること

を含んでいる。私どもは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私どもは、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、古河電気工業株式会社

の平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。

 

追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は米国光部品製造子会社であるOptical Communication Products,Inc.の保有

株式全てを売却した。

 

会社と私ども両監査法人又はそれぞれの業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

　（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途

保管しております。
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独立監査人の監査報告書

 平成20年６月26日

古河電気工業株式会社  

 取締役会　御中    

 新日本監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 小島　秀雄　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 黒澤　誠一　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 鈴木　　聡　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

古河電気工業株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第186期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、古河電気工業

株式会社の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

追記情報

１．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は持株子会社 FEJ HOLDING INC.より残余財産の分配を受けた。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年６月12日開催の取締役会において、連結子会社である古

河サーキットフォイル株式会社を平成20年10月１日付で吸収合併することを決議し、同日付で平成20年10月１日を

効力発生日とする合併契約を締結した。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。
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